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合員は急激に組合に対して反溌を示し，第一線の行政庁

は，これが調整に寧日のない始末であった。このような

時機にあって，連合国総司令部の覚書による団体民主化

が強く押し進められることとなり，組合もその線にそっ

て，協同組繊体として，組合員の経済的地位の向上に奉

仕する団体としての性格にかえられることとなり，昭和

26年改正森林法の成立を見た。その間組合役職員は，旧

夢と自己の職場の確保のため，団体民主化に強い反溌を

示し，その結果，旧組合が手続の象で，新組合え移行す

るの結果となり，今日におよんでいる。

森材組合の概況

森林組合の概況を森林組合調査資料によって見ること

とする。

1．組合数

33年末現在における組合数（調査表提出組合）は’

4,473組合，うち非脳資組合#ま8組合で，32年3月末に

比較すると，合併等により前年度にひき続き減少傾向を

示し，その減少数は176組合となっている。（第1表参

照）さらに今後振興対策の進むにつれて3,000組合程度

に減少することが予想される。

第1表

森林組合の強化方策

一山河友次 －

まえがき

森林組合の強化方漿については私自身が教えて頂きた

い立場であって，それを述べる適任でないことはよく知

っているが，依頼されるままに小考を述べて関係者の指

導を仰ぎたいと思う。（本稿では施設組合の強化方簸に

限ることを断っておく｡）

森林組合（以下組合と呼ぶ）の歴史的変せんを見ると

き，まず最初は,森林の保護取締りの制度として発足し，

漸次森林の育成の面におよび，昭和14年の改正森林法

によって，組合は森林生産の保続を図るため，組合員の

森林について自ら施業し，童たは施業を調整する機関と

しての任務を与えられ，その設立に当っては，強い行政

指導が加えられたcしたがって，雨後のダケノコのよう

に全国一斉にその設立が行なわれ，その性格は公益的，

土地的，あるいは物的団体と認められるものであった。

換言すれば森林の公益を推進するために施薬案を編成

し，これが施業を実行（直営）し，または調整するとい

う統制団体的任務の遂行に当っていた。したがって戦時

中は国力総動員の体制下に入り，木材，薪炭，ことに木

材の供出を媛大の任務としたが，統制の進むにつれて，

行政の末端機関的性格えと変ぼうしたため，組合と組合

員の関係に大きな瀞を造る原因の醸成となった。その後

終戦となり，民主主義国家として生れ変るに至って，組

第
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2．組合員所有森林面積規模別分類

3,000町歩以下の組合が全体の7割以上示しており，

したがって，森林の生産性，その他から推して，余りに

も小面穂経営単位の組合が多いことを示している。（森

林組合振興対策では3,000町歩を一応経営単位としての

競小限面積としている｡）（第2表参照）

3．地区内森林所有者数及び組合員数（第3表参照）

表
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第3表

、規模別地区森林所有者数
年度、~(A)

組 合 員 数 組合加入率
(B)
(A)正組合員｜準組合員｜≠↑
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4．役職員数

32年度末における役職員数は第4，5表の通りである

が,常勤役員設置の組合は30.4%,専従技術員設置組合

は57.6％となっており，組合としての機能を発揮する

ことは到底不可能である。（振興対策要綱では，最低常

勤役職員3名の設置を目標としている｡）

5．出資金

32年度末における出資の状況は31年度末に比較する

と，1組合当り出資総額においても，払込済額において

も約6万円の増，払込率においては3％増となってい

るが，経済団体としての満足すべき機能を発揮すること

は到底不可能である。（振興対策では払込済額50万円

を目標としている。しかし経済事業を行うためには，さ

らに200万円程度蓑で引き上げる必要がある｡)(第6表

参照）

工製造8.4％であって｝これを31年度と比較すると，

種苗生産，加工製造はほとんど変りなく，林産約2％，

販購買は各之約4％増加している。実行組合の1組合平

均取扱高は，種苗生産321千円，林産2,380千円，販

売2,841千円，購買673千円，加工製造4,622千円

であって，これを31年度に比較すると，種苗生産1．9

％，林産11.8％，販売14.2％，購買21.2％加工製造

19.1％とそれぞれ若干の増加を示しているが，民有林

における森林組合の経営面積比率から見ると微々たるも

のといわざるを得ない。

参
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し森林組合振興対策要綱

昭和26年改正森林法によって組合は協同組織体として

新発足したが，当時における社会的，経済的不安の中に

あって，組合も埒外にあることは出来ず，インフレの昂

進は益をその経営を窮地におとし入れることとなり，経

済事業を行なえば却って赤字を生ずることとなるので，

次第に臓民組合の発生を多くした。その後社会，経済の

安定化に伴って，ようやく組合も反省の時機に至り，組

合内外の有識者の声にはげまされ，ついに全森連を中心

として再建築の立案に着手することとなった。このよう

～即

＝
第6表

項目|組合数|総額|聖難|払込済額|竺蕊|響年度
（千円)(千円）（千円)存門派筋

31年度4,64312,281,500149111,628,289135171

32年度4,46512,448,763154911,818,166140774

6．主要経済事業にして32年10月24日第1回森林組合全国大会泥お

各事業種別実行組合の総組合に対する比率は種苗生産いて振興対策要綱が議決決定を象て，ようやく，自主的

25.6％，林産19.6％，販売34.2％，購買76.7％，加立上りの契機を作るに至った。これに対し行政庁もその

第7表

購 買加 工

驚合鼠|取扱高|驚合裏|取扱高
組合千円
8091，721，498

8782，089，397

組合千円
1,41413,516,026

1,53314,355,393

組合
3,349

3,434

千円
1,859,604

2,311,631

組合
395

377

千円
1,532,498

1,742,497

組合
1,167

1,146

千円
367,528

367,771

31年度

32年度

－2－
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には，むしろ逆の方向，すなわち，全森連の振興目標，

活動方針，ないしは受け入れの準備体制を整えて，都道

府県森連の振興目標，活動方針，ないしは受け入れの準

備体制が整えられ，次に単位組合におよんで，その振興

目標が立てられることが，系統を一貢しての事業体制を

かためるためにも，精神的に上下の気味を通ずるの観点

からも好ましいことと考える。

しかしながら，このようにして一貫した振興計画なり

事業計画を建てるについて，注意することは，組合の三

段階は決して大企業における本店，支店，あるいはさら

に出張所といった関係にあるものではないことである。

なるぼど，全森連の資本は，都道府県森連からの出資

により，都道府県森連の資本唯，単位組合の出資によっ

て織成されているが，その各盈の経営は全く別との経営

体で，独立採算であるから，大企業の三段階のごとく，

一つの経営体としての事業活動は出来ない。したがって

この事は，三段階各盈が，取引の相手方として，自己の

経営を中心とした取引を行なうことである。この事はこ

の組合に限ったものではないが，この辺りの問題を三段

階が，真剣に力を合わせて，研究してかからねば，思わ

ぬ所で破綻が起りうることを注意しておきたい。

1．全森達の事業活動

組合振興を考えるとき，常に農協のそれが引き合いに

出されて議論されることが多い。農協は，その歴史にお

いて，長い経験とその実積を反省しながら，新しい段階

えと飛躍を続けているが，森林組合は，設立後相当の期

間を経過したとはいえ，その経験ないしは，実秋がほと

んどなく，今から発足するものと考えてよい。すなわち

スタートライン腱，ようやく立ったといえよう。このよ

うな時機iこある全森連の事業活動ほいかにあるべきか，

重た’具体的に何をなすべきかを考えて承よう。

（1）教育指導事業

教育指導事業の重要性は，森林法にも必須勤喋として

明示されており，後でもこれについてふれることにする

が，まずこの事業を二つに分けて考えてゑる。それは，

系統機関の事業活動促進のために必要なものと，直接組

合員の森林経営の合理化に必要なものとである。

前者は，直接的には都道府県森連に対する経営指導で

ある。さらに，これを分けて，都道府県森連の行なう教

育指導事業と，都道府県森連の行なう経済事業に対する

ものないしはその運営全般にわたる指導である。

このような指導に当るためには，まず，全森連の指導

体制の強化が必要であり，具体的には，プ宿ツ沙別担当

の経営指導員を設置することで，この経営指導員によっ

て，都道府県連の経営診断，事業計画の樹立指導，事業

の実行,部門別経理指導,事業実種の検討ないしは監査，

主旨に賛同して振興対策推進に全面的協力をする旨の指

導方針を示すに至った。

振興対策要綱にはまず，森林組合が協同組繊体として

自立体制を確立して，組合員の森林経営の合理化を行

い，もって所得水準の向上を期する旨の宣言を掲げ，さ

らに以下のごとく振興のための基本方針，基本事項，振

興3カ年計画重点事項と実施要領ならびに森林組合振興

対策協議会の設置を掲げている。

睦本方針）

(1)．森林組合は，組合員の林業経営を改善してその

経済性を高めるため，組合理念の撤底を図り，協同組合

としての経済自立体制を確立する。

(2)．森林組合は，事業の進展を図り，系統利用を推

進して組合員との連けいを強化余る･

(3)．森林組合ほ，地域経済の発展に寄与するため，

山林振興の諸対紫と緊密な関連をもって事業を推進す

る。

(4)．森林組合は，関係機関の協力を得て，振興計画

を定め，全系統組織一体となってこれを達成する。

（基本事項）

(1)．経営基雛の確立，(2).執行体制の整備，(3).下

部組織の確立，(4).財務の確立，(5).事業の推進，(6)‘

苗木の系統全利用孵買の実施，(7)．素材生産事業の推

進，(8)．パルプ材の系統全利用販売の実施，(9)．受託

造林事業の推進。

（3カ年計画の実施要領）

(1)．計画の実施期間

33年度から35年度に至る3カ年とする。

(2)．計画の樹立および実行

（イ)．計画案の作成，（ロ)．森林組合振興対策協議会

による計画の検討，（ハ)．計画案の総合による決定，

(二)．計画の実行，（ホ)．実績の検討

（森林組合振興対策協議会の設置）

森林組合振興のための諸方策を協議し，振興計画の審

議ならびに指導を行なうため，中央および都道府県に森

林組合振興対衆協議会を設ける。

以上のごとく，森林組合振興対策要綱は協同組織体と

しての進むべき方向，ないしは，その実施方法，手続に

至るまでを掲げている。

森林組合三段階の事業活動

振興対紫は主として単位組合を対象として育成強化方

針を示しており，単位組合の振興計画の職み上げによっ

て都道府県連の振興計画が建てられ，都道府県連の振興

計画の栽承上げによって，全森連の振興計画が建てられ

るであろうが，系統全利用による経済事業を行なうため
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山河：森林組合の強化方策

職員の資質向上のための各種識習会の実施等を行なう

ことである。このような指導を行なうに各部門担当の指

導員の配置が望ましいが,とりあえず事業関係担当と,事

務関係担当の専門指導員を配置することが必要である。

組合員の森林経営合瑠上に必要な教育指導は，系統機

関の事業活動を通じて行なわれるものと，全森連の弘報

活動によって直接組合員の教育指導を行なうものとの二

つがある。ここにおいて全森連の弘報活動は，系統機関

と，組合員とを対象として活溌に行なわれることを必要

とする。弘報活動には色との手段方法が考えられるが，

まず私は全森連機関紙の整備をとりあげたい。全森連の

機関紙は全森連時報であるが，率直にいって鮨粗末なも

のといわざるを得ない。したがって今後の組合機関紙と

しては，内容の充実したものとすることが必要で，盛る

べき内容としては，（イ）．政治社会の動き，（ロ）．産業

経済金融の動き，（ハ)，主要林産物の市況，（二)．組合

の事業活動に必要な事項，（ホ)．優良森林経営事例の紹

介，（へ)．優良組合の経営事例の紹介，（卜)．林政の動

き，（チ)．系統に対する連絡事項，（リ）．その他，とし

編集については，編集委員会等を設けて，盛るべき内容

の具体的検討を行なって，慎重な編集を行なうことを考

えるべきであろう。

（2）経済事業

全森連の経済事業を考える前に，農協のそれを見るこ

ととする。農協の系統利用については，いわゆる’『上

り｣，「下り」の大貨物があるといえよう。すなわち，上

り貨物は米，下り貨物は肥料で，これが経済事業の二大

支柱となっているともいいうる。

ひるがえって，森林組合において系統全利用の可能な

ものは何か。まず，販売事業において，大口安定需要の

ものとして，坑木，パルプ材をとらえるべきであろう。

ことに，パルプ材の系統全利用は，もっとも望象のいだ

けるものといえよう。すなわち，パルプ会社は企業とし

ての安定度が高く，将来性のある企業であることと了ま

たその本店または主たる事務所が東京にあることで，商

取引に好都合であることである。なお，パルプ会社とし

ては安定した企業の上昇を承るためには，現在のごとき

集荷機構によっては，集荷に多くの出費を要するととも

に，計画集荷は不安定な状態にあるといえよう。これに

対し森林組合系統が，計画出荷が出来るとすれば，パル

プ企業にとって大きな利益をもたらすことになろう。し

かし，このような事業を大奄的に行なうためには，系統

の資本の増大，機織の整備が前提となり，かつ，腿林中

央金庫の強力な援助が必要であろう。幸い農林中央金庫

においても，この組合の振興運動に全面的に協力してお

り，さらには，現在農林中央金庫において，その余裕金

の運用について関連産業たるパルプ会社に対し，その経

営資金として貸付を行なっていることを思うとき，パル

プ会社の経営については，充分の調査が行なわれている

ことで，これらを合せ考えるならば，全森連は，挫林中

央金庫の資金的援助と，経験による助言を受けて，パル

プ材販売について，確乎た為方針を決め，パルプ会社と

団体交渉を持つことが出来るだろう。もちろん，この際

においても，幾林中央金庫の仲介を得ることが得策であ

ろう。

つぎに,l脚貿事業であるが，森林経営近代化に寄与し

うる雌貿品目は何であるかを見ると，まず肥料，薬剤，

林業用諸機械であろう。現在，国有林の経営にあって

は，経営合理化の線にそって，経営の機械化，その他の

経営改善が着を行なｵ溺れているが，民有林の経営におい

ては，全般的におくれているといえよう。上記の品目

は，組合系統の教育指導事業の発展と，林業改良普及ﾐIギ

業の惨透によって，将来性のある下り貨物として伸びう

ることが出来よう。

2．都道府県森連の事業活動

都道府県森連の経営指導においても，全森連同様，経

営指導員を配置して，単位組合に対して経営指導を行な

うことが必要である。

都道府県森連は，系統内における経済事業の中核体と

して，その使命は鰻も重大で，全系統にわたる販購買の

任に当るはもちろん都道府県森連を頂点とする販孵賀事

業が行ないうる環境にあるといえよう。

まず，販売事業において，その主要品目は木材，薪炭

で，なかんずく，木材の内でも，一般材の販売が，鮫も

多く取扱いうることとなろう。すなはち，一般材の市場

は，全国的に分散しており，中小企業者である。ただ相

手が中小企業者である場合，販売について股も安定した

方法が考えられねばならない。

その一つの方法として，市売市場の開設があげられ

る。現在，全国13府県において，市売市場が開設せら

れ，いずれも，大体安定した業績を挙げており，成功し

たといえよう。さらに，こうした販売方法の熟練と，集

荷の大量化によって，自主的な販売を行ないうる体制を

とりうることとなろう。

つぎに，購買事業においては，その中心となる品目は

苗木がとりあげられる。苗木の需給は大体都道府県内で

行なわれ，造林の計画的推進，融資造林の推進に関連し

て地方林政の指導を受けるものである関係からも，都道

府県森連が一括取扱うことが望ましい品目といえよう。

3．森林組合の聯業活動

組合を発生の時にさかのぼってふるとき，真に，森林

所有者の総意によって組合が成立したものとはいいがた
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山河：森林組合の強化方策

く，強い行政指導によったものといえよう。したがって

新発足に当っては，今一度，組合員に組合の必要性の有

無を問うべきである。それには総会を開いて，組合の経

営方針について充分な説明を行ない，賛否をとり，大方

の賛同を得た場合は，それを基礎として，組合員の経済

状況，森林経営の鍵従地域社会の自然的，社会的状況

を検討して，振興対策要綱における基本事項，3カ年計

画の重点事項を参考として，振興計画を樹立することと

したい。

次に組合の事業活動の進め方，ならびに，これが発展

のための重要関連事項について考察することとする。

1．組合の事業活動の進め方

組合の事業活動に当っては，まず，組合員の森林経営

の指導，すなわち，個別指導の強化から始めたい。もち

ろん，個別指導の強化には，執行体制の整備が前提とな

る。森林経営指導のためには，森林調査を個之の組合員

について行ない，その現況を個人別カードに整理し，こ

れをもって個盈の組合員に面接し，経営についての意志

をたしかめ，営林指導案（3カ年計画）を作成する。そ

の内容は，造林，保育間伐とし，さらにこれを集成して

組合の営林指導計画（3カ年計画）を作成し，これをも

ととして組合の事業計画を作成することとする。営林指

導計画において造林に重点をおくことは，民有林の生産

性が天然性林に多くを占められていることから低く，し

たがって，人工造林を拡大してその生産性の向上を図る

ことが，目下の急務であるからである。さらに，保育を

計画の重点とすることは，造林事業が公共事業による補

助造林，融資造林が大部分を占めており，そのいずれも

が植栽に対する助成であって，成林のいかんを問われな

い｡したがってもし,保育が行なわれず成林が不可能な場

合は，その組合員にとっては莫大な損失を招くこととな

ろう。題合はこのような組合員に対して必要な経営指導

を行なうものとする。間伐についても同様な趣旨で，さ

らには森林経営の長期性の緩和のため間伐を奨励するこ

とに意義があると考えるからである。このような計画に

もとずいて，造林の受託，経営の受託または，保育，間

伐の受託が引き出され，苗木，森林経営資材の購買，林

産物の販売が順を追って組合の事業活動の内容として盛

られ，真に組合員に奉仕する協同組織体の使命をはたし

うるものとなろう。

2．市町村行政，農協との連絡協調

農山村民の経済は最近かなり顕著な発展をとげている

とはいえ，第二次および第三次産業を主とする都市にお

け愚それとの較差は益を開きを生じ，このおくれを取り

戻すためにはいかなる措置がとらるべきだろうか。この

問題について，目下b鍵休漁礫基本問題調査会において

真剣な検討が始められており，2カ年後における農林行

政に大きな期待を持つことができよう。しかしいずれに

しても，幾協，森組は農山村における経済活動の中核体

としての使命が益凌加重されることは疑いのないことで

あろう。現在において考えて黙ても両者の組合員におい

て80％近くの重複がある。したがって両者の消長は直

接農山村民の経済に大きな影きょうを与える故に両倉相

扶けて農山村民の経済向上に奉仕すべきである。このよ

うな観点から各之の組合は自己の分野に立てこもって独

走することは，さけねばならない。現在なを各地におい

て両者間の軋篠，ないしは，市町村当局との軋礫のた

め，地域住民を不幸におとし入れ組合発展の障害となっ

ている事実を聞くのでこれを除去するため，地域内指導

者層の強い反省を促すとともに，地域住民の協力によっ

てこれが障害を除去することを強調したい。

3．林業改良指導と森ﾎ惚合の営林指導の提携

林業改良指導との提携強化は組合振興の華本事項に盛

られているが，両者のあり方について考察する。すなわ

ち，林業改良指導は行政指導であって，全国に3,000余

名の改良指導員が配置されており，その主たる任務は，

森林計画の実行確保と林業改良指導であるが，実際は，

その他行政の末端機関として多くの事務にたずさわって

おり，したがって，多くの時間を，林業改良指導に向け

ることはほとんど不可能な状態にある。このような理由

から，現在は主として指導地域を指定して，濃密指導を

実施している。一方，森林組合の指導員は組合員全員に

対し必要な指導に専念出来ることになっているが，技術

的にも人員においても充分なものでなく，林業改良指導

員の援助と指導が必要で，組合指導員は稜極的に改良指

導員に連絡し，自らの技術の向上はもちろん，組合員の

森林経営の向上に資することが肝要である。また一方林

業改良指導員は，人的不足と，時間的不足を補って改良

普及の効果を挙げるため，森林組合を普及の窓口として

活用することが望ましく，さらに進んで，組合活励のよ

き助言者となるならば，林業改良指導についての一般の

認識を高め，引いては民有林行政の発展に大きな貢献を
もたらすであろう。

4．教育指導事業と経済事業の関係ならびに役職員教
育の必要性

以上組合の三段階における主要事業ならびに関連する

重要事項についての考えを述べたが，般後に教育指導事

業と経済事業の関係について述べ，さらに組合役職員教

育の必要について付言することとする。

教育事業と指導葛喋は通常一括して教育指導到襟と呼

ばれているが，ここでは主として，林業の生産性の向上

に寄与する面のものを指導事業と呼び，他方，組合員の
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山河；森林組合の強化方策

協同意識の強化に役立つものを教育事業と呼ぶように区

別して考えて見たい。（もちろん，このような区別には

多くの異論のあることほ考えられるが，一応の区分であ

ることをお断りしておく｡）

指導事業は林業技術の向上と組合員の経営意慾の増進

をもたらし，その結果として組合の存在を組合員に印象

づけ，組合に対する関心を呼びおこすこととなるが，こ

の事によって，職買，施業の委託販売等組合の施設を

利用する機会を増加せしめるであろう。この事は引いて

は組合謝上の大きな原因となることは疑う余地がない｡、

しかしながら，組合施設を利用する機会が増加しても，

それが全面的に組合の施設利用量の増加に結びつくとは

限らない。組合員の協同意識が稀薄な場合には，それ等

は業者その他を利用する方向に流れて組合施設の利用と

はならないかもしれない。そこで，この協同意識の欠乏

について考えて承よう。この組合はすでに述べたよう

に，旧組合から新組合えと単なる手続をもって移行した

ものが多く，したがって，組合員ばこの新しい組合の役

割とか，性格といったものの趣旨は十分に知らされてい

なかった。（もちろん旧組合の設立の場合も同様であっ

たが）

そこから組合員の組合利用に当っても，単に眼前の利

益だけをみて比較比衡するにとどまり，組合を利用する

ことが，組合の強化を通じて，結局は組合員の利益に還

元してくるといった大きな広い視野を持つことが出来な

い。その結果として，組合員による組合の系統全利用が

叫ばれながらも，現実には，はるかに遠い状態にあるの

は，全く協同意識の欠乏によるものといっても過言では

なかろう。

こうした現状にある組合員に協同組合理念を吹き込

承，相互扶助の連帯精神を強く自覚させることが，教育

事業の大きな役割といえよう。

組合の強化は最終的には組合の行なう経済事業の発展

によって示されることとなるが，それをもたらすもの

が，このような指導事業による森林の生産性の増進と，

教育事業による組合施設利用量の増加であることを忘れ

てはならない。

このように教育事業，指導事業は組合強化の理論的前

提であると同時に，実行手段として組合の不振を救うた

めの時間的前提とならねばならないと考える。組合によ

ってはまず，経済事業を行って組合の不振を脱却し，そ

の後，これによる剰余金をもって教育指導事業を行なお

うとする安易な考え方も承られるが，これは本末転倒の

考えというより他はない。

しかし，ここで不振組合の発展ないしは再出発に際し

ての始動が教育指導事業から始められる場合，その財源

をどこに求めるかが問題となる。これは従来から組合員

に対する賦課金をもってあてることが根本原則である。

本来協同組織体の行なう経済事業としては事業に要する

経斐相当分だけを徴収するのが建前であるから，これに

依存することはできないのであって，賦課金以外に財源

はないといえよう。ここで組合意識の低調な組合員が果

して賦課金の徴収に応ずるか否かは，この問題に関する

一つの|鐡路である。しかしながら，これは経済事業を始

める場合に必要な出資金についてもほぼ同様なことがい

えるのであって，組合が組合員自身のためであることか

らも，あえて組合員にこれが拠出を要請することが組合

発展の鍵であると考える。これと同時にわが国のように

協|司組合思想のおくれている国としては，第一次産業の

発展と，農山村民の福祉の増進を考え合せるならば，変

則的とはいえ，過渡的にはこうした協同組織体の発展の

ため積極的に財政援助を行なうことも止むを得ないこと

と考える。したがって行政庁としては，協同組織体の教

育指導事業について財政援助を行なうことに一層の努力

を払うべきものと考える。

このように私が教育指導事業の強化について強く主張

したことは，従来組合の運営者が安易な経済事業の承に

専念して，教育指導事業を従的なものと考え，教育指導

事業が，経済事業に及ぼす積極的作用につい無関心であ

る場合が少なくないことと，行政者の多くのものに協同

組織体の育成強化の困難性と，農山村民の経済向上に欠

くべからざる組織体であることについて強い反省を促し

たいからである。

最後に役職員の再教育の必要について付言したい。す

なわち，組合の不振は組合員の協同意識の欠乏によるこ

とが大きい原因となっていることを指摘したが，さらに

も増して，組合運営者の協同意識の欠乏が大きな原因で

あることを指摘する。組合または連合会の役職員の中に

は名誉職的な観念から，あるいは単なる就職の場として

組合を利用している場合がある。前者の場合の人は組合

運営に不熱心であり，事なかれ主義で，そこにには研究

的態度はほとんど見られない。後者の人は熱心に組合の

運営に当るが，それは経営体としての経済向上にのみ専

念して，結果として組合員の犠牲の上にあぐらをかくこ

とになる。いずれもおよそ組合員の経済的地位の向上に

貢献出来る人ではない。このよ.うな人の多くは協同組織

体の性格なり任務に無知なものが多く，現在のままでは

適任とはいえない。したがってこのような運営者に協同

組合理念と組合運営の方法を教え込むための再教育の必

要性を痛感するものである。
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横浜等の大都市から次第に地方の中小都市に拡がり，さ

らに製品市場から原木市場へ発展するにおよんで産地市

場の数も急速に増加した。昭和32年12月末現在の林

野庁調によれば市場数は単式211，複式62，計273と

なっており，その販売数量は製材16,969千石，素材

12,185千石に上り，その後もさらに増加の傾向にある。

現在では総数約300市場といわれ，全木材流通中に占め

る割合も年盈高まっている。

このように市売市場は新らしい木材流通機構として益

をその重要性を加えているが，この取引方法にもわが国

における木材という商品の特殊性からくる取引の複雑さ

や既にこの企業の過剰からくる過当競争等から多くの問

題をはらんでいる。

以下この取引の概要について述べてみよう。

1．市売市場の種類

市売市場といってもその経営形態あるいは取扱品目等

によって次のように分けることが出来る。

（1）単式市場と複式市場

市売市場は経営形態によって単式と複式に分けられて

いる。

単式市場というのは市場の経営主体である市場会社

(あるいは協同組合調が自ら集荷販売を行なうもので，

これに所属する市売問屋はいない。即わち，市場会社自

らが産地荷主から委託をうけて集荷し，市場の極列，販

売から荷主および貿方との決済輩で一切の行為を行なっ

ている。見方をかえれば，一問屋がその集荷した材の

販売方法を一定日を設けてセリ売または入札売をするこ

とに切替えたに過ぎないものであり，その磯構の上から

も，資本的にも制約を受けることが多く，中には大資本

をもち複式市場に匹敵するものもあるが，概して小規模

の経営となっている。従って，この形態のものは産地ま

たは中小都市に適しており，大消費地では次に述べる複

式市場が発展性をもっている。

次にこの単式市場に対し複式市場と呼ばれるものは市

場会社は自ら集荷を行なわず，取引場所の提供と在庫商

品の管理，決済関係の事務を担当し，集荷は専らそれぞ

れの市場に所属すぉ市売問屋が行なうものである。この

機購は金融的にも，盗本的にも単式に比してはるかに優

位にあり，集荷力にも富んでいる。現在の市売市場ほこ

の単複いずれかの形態をとっているが，この両者を併用

している市場もある。

襖式市場

鱸|一馬降雪｜
売方

繕〒(燈

'1ⅢⅢ1111Ⅲ''111ⅢⅢlⅢ111ⅢⅢⅢⅢⅢⅢ1111ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ|ⅡⅢIⅢIⅢIⅢ1111．

…､辻一…Zl

木材市売について

小栗千代吉

1℃聾極FZ顎鍾…劃

11Ⅲ|ⅢIⅢⅢⅢⅢⅢⅢ111ⅢⅢⅢⅢⅢ'11ⅢⅢ'1ⅢlⅢ11ⅢⅢIⅢⅢIⅢⅢlⅢⅡⅢ11

戦後のわが国木材濡要は焦土と化した全国主要都市を

はじめとする戦災復旧とその後の目覚しい経済成長によ

って急激に増大し，戦前基準の2倍以_上に達するに至っ

た。

このような需要愛の増大とともにその流通構造にも大

きな変化が現われている。その第一は木材市売市場の急

増であろう。

この木材市売の起源は古く，旧慕時代の元和末年土佐

藩山内氏が蕊府の許可を受けて大阪立売堀川に材木市売

を開設したのが噛矢であると伝えられている。その後幾

多の変遷を経て今日に至ったが，戦前においては大阪以

外には全く発展しなかった。この市売が戦後どうしてこ

のような発展を象たのであろうか。それは主として次の

ような原因によるものと思われる。即わち

（1）戦災復旧のたあ膨大な木材需要が急激に起ったこ

と。

（2）長い間の戦時統制と敗戦によって旧来の問屋資本

が後退し，膨大な需要に対する流通担当者としての盗格

に不足していたこと。

（3）木材需要の急増と企業の自由化から中小規漠の製

材工場が全国的に族生したが旧来の信用を本位とした木

材流通系列に入れなかったこと。これらの戦後的な中小

工場はその信用度も不明のため木場問屋業者から敬遠さ

れ，生産者一問屋一小売商という販売ルートに入り難か

った。

（4）次のような市売の利点が一般に知られたこと。

II)換金が早いこと。

（口）どんな物でもその時の評価によって売れるこ

と。

'1価絡が公開の場で形成され，前斯的な商略介入

の余地が少なくなったこと。

㈲小売商は大簸の出品中から必要なものを必要と

するだけ仕入れることが出来るので流通経費を節

減出来ること。

等盈である。これらの原因から市売市場は東京,名古屋，

一
一

P

●

一
《
）
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嫁消費地の性格の強い地区であり，中間的地区でほこの

両者を兼ねているものが多い。

2．市売市場の構成

市売市場はここを仕入場所として利用している買方

（小売商，工場その他）とここで販売するための木材を

集荷してくる売方(市売問屋)および市売を行なう場所を

提供する市場会社（あるいは組合）の三者によって構成

されるのがその典型となっている。しかし，この三者が

完全に分立しているのは完全な複式市場の場合であり，

単式市場の場合には市場会社と売方が同一人機であり，

またこの両者を併用している場合，即わち，売方である

市売問屋が所属しているにもかかわらず市場会社自体も

集荷し，売方に廻っている場合がある。

このように実際には種々な形態があるがここでは典型

的な複式市場について説明することにする。

（1）買方

市売市場の買方となるためには市場会社に対して，買

方として取引の申込承を行ない，その承認を受けなけれ

ばならない。この申込条件として

fi)木材業者として営業上の納税義務者であること。

（ﾛ）取引に対する連帯保証人2名の保証

市場会社が買方としての申込承を承認する上の要件と
してこの保証人が最も重要な事項となっている。

この申込みに対し,市場会社によって一応その蕊賂が

認められると次の手続きをすることになる。

㈹所定の保証金を現金で市場会社に納入

（ﾛ）連帯保証人の保証書の提出

ヤリ市場会社の定めた契約書に調印

買方はこの契約書で取引限度額がきめられる。この

取引限度はあくまで買方のこれまでの業績が中心とな

ってきめられている。

（2）売方

市売市場の売方となるものは市売問屋である。市売問

屋というのは一般の卸売方式によって取引している問屋

（附売問屋）に対して名付けられたものであり，市売集

荷問屋あるいは単に市問屋とも呼ばれている。この市売

問屋は市場に市浜といわれる売場をもち，ここに集荷し

てきた木材を樋列し，一定の市日にセリ売りによって買

方に販売している。

なお，売方となるためには次の手続きをしなければな

らない。

脚）資格認定申込書の提出

（ﾛ）連帯保証人1名の保証

例加入申込金の納付

目信認金の供託

、

I

（2）会社経営市場と組合経営市場

市場の経営主体によって会社経営市場と組合経営市場

とに分けられる。

会社経営の場合には純然たる営利を目的として経営さ

れているが，協同組合によって経営されている市場は組

合員に対する配給機関としての性格をもつものが多い。

従って，これが産地にある場合は主として素材を取扱い

組合員である製材工場の原木仕入の場としており，消費

地の場合は主として組合員である小売商の商品仕入の場

となっている。しかし，協同組合経営の場合も営利を目

的とした組合の事業活動として，組合員以外の者への販

売，組合員の製品販売を兼”ているものが多い。

なお，最近森林組合が組合員あるいは組合の生産材を

販売するための市場が各地に開設され性目されている。

侭）原木市場と製品市場ならびに銘木市場

市場はその取扱う品目によって原木市場，製品市場な

らびに銘木市場に分けられるb

この分類は必ずしも明確ではないが主として原木嘩

材うを販売する市場を原木市場ということが出来，産地

にある市場にはこの種類に属するものが多い。この市場

は製材工場に対して製材用の原木を供給するのが主な取

引内容となっている。従って消費地においてはその数も

少なく，東京では独立したものはなく，わずかに東京木

材市場株式会社が一営業項目として原木浜を持ち，月3

回開市している程度である。しかし，大阪，名古屋に

市場をもつ株式会社関西木材市場がかなりの取扱量を示

し，原木集散地であると同時に木材工業都市としての性

絡を現わしている。この原木市場に対し主として製材品

を扱っている市場は製品市場といえるpとの市場は主と
して産地より集荷した製材品を小売商に配給する役割を

果すものであり，従って消費地に多く設けられている。

次に銘木を取扱っている市場を銘木市場といっている

がこの市場は産地においては全国の消費地に対する配給

の役割を果しており，また，消蜜地にあるこの種の市場

は銘木協同組合の経営によるものが多く，主として組合

員に対する集荷配給の機関となっている。

市場はその取扱品目によって以上の通り分けられるが

実際にはこれらが混清しているものが多い。ことに原木

市場と製品市場とが明瞭にわかれているの朧産地あるい

《
》
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㈱売方取引契約の締結

3．市売の取引方法

（1）市浜の決定

売方（市売問屋）は集荷した委託品をセリ売りするた

めの場所即わち市浜(市売でセリ売りする材を陳列する

場所を浜と呼んでいるがこれは往時大阪に鐙いて市売が

はじめられた頃海運によって運ばれてきた材を浜辺に並

べてセリ売りしたことから起ったものといわれ現在では

市売用語として全国的に使われている｡）の配分を市場

会社から受けなければならない。この市浜は市売問屋の

店舗に相当するものであり，どのような条件の市浜を使

用出来るかはきわめて重要な問題である。それは，荷扱

い便利な個所時間的場所的に買方の集り易い個所等は

誰でも極力確保したいからである。そこで市場会社とし

ては市浜の運営は非常に困難とな論が，一般にこれらの

不平等をさけるため浜割を行なっている。即わち，一定

時を限って販売実績を参酌抽せんによって占用市浜の位

置，個所数等を組替えしている。

（2）委託材の鏑緬膨リ

市売問屋は荷主から委託をうけて集荷した木材を市日

（市売を行なう日で市場会社はあらかじめこれを決定し

ておかなければならない）の前日迄に自己の市浜に搬入

極列して銘柄，数量等市場会社の認承を受けなければな

らない。しかし，集荷競争の激しい現在実際にはなかな

か守られず市日になっても搬入している状態であり，各

種の事故の原因となっている。椛列の方法は原木の場合

はすべて極渡としているが，製品の場合は関西式と東京

式で異なっている。関西式は浜に列べた往時のままで現

在でも地上に横たえているが東京式では林場に立てて繩

列している。この両者はそれぞれ得失があり，関西式の

場合は木口が元，末ともよく見えるためいわゆるアンコ

（表面に良材を出しにh味に低質材を混入すること）を知

らずに買う心配が少ないなどから買方から歓迎されてい

る。しかし，土地使用面積が多くなり，収容力が減少す

る。またセリの場合売方貿方とも商品の上に土足で上る

ので商品価値を落し，また商品を大切にするという商道

徳上から面白くない。これに対し，東京式に立てる場合

朧アンコや歩切れ等判別し難し､等の欠点もあるが使用面

積が少なく，また商品を大切に出来ることや最近のよう

に上屋を建てて雨の日でも不自由なく市売するのに頤ﾐリ

である等が挙げられる。最近地価の騰貴から面識当り収

容力の大きい東京式の方法が次第に拡まる傾向にあり，

大阪でもこの方向に進もうとしている。

（3）セリ売

市売の販売方法としてばセリ売が主体となっているが

入札売も行なわれている。しかし，ここではセリ売につ

いて述べることとする。

その方法は市日の当日定刻になると売方である市売問

屋ばその日の販売順序に従って一口ごとに銘柄，数量

を読承上げて買方に呼びかける。貿方は自己の希望値を

となえ，この呼値を基準として次第にセリ上げていく。

セリ売の場合はその時の最高値で必ず落札するのが本来

の姿であるが荷主の利益のため売方の予定値をあまりに

下廻る場合にはいわゆる元落らとして落札させない方法

がとられている。この場合には次回の市に再び出品され

る。こうして次第に売り進められていくがこの売り進む

順序が売方の販売成績に大きな影響をもたらしてくる。

それは浜割の場合にも述べたように一日の間には時間的

にも，また場所的にも買方の集るところと集らないとこ

ろが出てくることによるもので，この弊を除き売方の不

平等を極力避けるために，この販売順序は市日によって

適宜変更されている。

4．市売取引の決済

（1）市売会社と買方間

市売会社と買方との代金決済方法は全国的に統一され

たもので陣なく現金，手形を取り混ぜて種為な方法がと

られているが代表的な大阪市場においてはこれ堂での長

い伝統から買方は指定された支払日に現金もしくは銀行

保証小切手を市場会社に持参払いすることになってい

る。しかし，東京でば会社と特定契約を結んでいる買方

は市日より起算して45日目支払期日の約束手形を会社

に交付することによって決済されている。東京では特定

契約をしていない小売商でも市日当日所定保証金を納め

ればセリに参加出来ることとなっており，この場合の決

済は原則として現金払いとなっている。

（2）市売会社と市売問屋間

この間の決済も前者同様一定していないが大阪では商

品の売上代金は市売会社で所定の期日に精算払いして決

済することとなっており，もしこの期日以前に市売問屋

から内渡し請求があった場合には市売会社は売上代金の

90％の範囲内で決済日を支払期日とする約束手形を交

付してこれに当てている。これに対し東京の場合には市

売会社は買方から支払を受けるのが市日より45日目と

なっているので問屋に対する決済日は市日から起算して

47日目とされている。もしそれ以前に市売問屋の要求

で市売会社が現金を支払う場合には前払期間中の金利と

して日歩3～4銭を受収っている。実際庭は例えば市日

の2日後腱市日より起算47日目支払の約束手形で60

％，現金で30％を支払い，残り10％は会社手数量およ

び事故引当金として保留している。この保留分は手形期

日に手数量，金利等を差引いて現金精算される。市売会

社の手数料は会社により多少異っているが大阪で侭1．8
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分，東京でほ平均2．1分位になっている。

（3）市売問屋と荷主間

市場会社より売上代金の支払いを受けた市売問屋はそ

の中から自己の手数料(8％)を差引き残りの金額を荷主

に支払うこととなる。しかし，荷主は運賃諸掛，市場搬‘

入喪樋列料等一切の作業費を負担しなければならない。

なお，東京の場合は市売問屋は市日から47日目に市場

会社から支払いを受けることとなっているので荷主えの

支払はそれから1～2日後となる。従って，もしそれ以

前に現金払いを行なう場合には当然その間の金利を徴収

すべきであるが実際には市日後3～5日以内に現金払を

行ないながら，集荷競争の激しさからこれを徴収しない

場合が多く，市売問屋の大きな負担となっている。

5．市売取引の問題点

木材の市売取引の概要は上述の通りであるが実際にば

かなり複雑化しており，説明不足の点が多く恐縮の至り

である。しかし，紙面の都合もあるので，以下市売の現

状における主な問題点を挙げてむすびとしたい。

市売取引は従来の問屋（附売）的取引に比較して多く

の利点をもっており，後進的な木材取引の近代化のため

には表面大きな役割を果しているようであるがなお多く

の問題点を残しており，健全な発達を期するためには今

後その改善は格段の努力を要するであろう。

この問題点の第一･は現状において既に中小規模市場の

乱立による過当競争の気配が現われていることである。

即わち，市場の乱立ば市売問屋の乱立となり，必然的に

集荷競争の激化を伴っている。この結果各問屋は競って

前渡金を増発し，お互に自己に有利な集荷態勢を築こう

としている。この前渡金はかなりの額に達し，関西にお

いては月間売上額の約3侭東京でも1/2に達するもの

といわれている。このため産地業者の事故が市売問屋に

大きな影響をおよぼした例も現われている。一方この前

渡金の増発は産地製材工場にとってはきわめて有利のよ

うに承えるが，原木穫得競争に拍車をかける結果となっ

て原木高の原因となり，市売では一応どんな品でも売れ

ることから歩切れによる歩止りの引上げ，仕訳のごまか

し等が行なわれ，悪循環を繰返えしている。また，木材
は規格が複雑なこと，同一品等でも産地により商品価値

に差があること，荷嵩が大きく市場ほ場所を必要とし，

その管理にも不便なこと等を木材の特殊性からくる幾多

の欠陥から価格形成上にも多くの問題を残しており，単

なる数量違い，寸面違い，伝票違い，積違い，盗難等の

事故も多くその処理に悩まされている。

その他取引の実態からくる価絡形成上の欠陥に基づく

仕切りの問題，舌L立している地区の市場統合の問題等今

後改善さるべき多くの問題を内包している。従って今後

この機構が新らしい木材流通の担当者として名実ともに

その地位を確保するまでには関係者の自己批判とともに

社会的にもなお多くの試練を経なければならないであろ
う。

《
》
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る鉱質系燃料の生産およびその供給は，同じ鉱質系エネ

ルギー全体の需給の中において，かつ他の関連産業との

間においてそれぞれ均衡が保持されなければならないの

であって，これらが単に燃料供給の立場だけで予定する

ことは困難であるということができる。

しかも，家庭燃料の需要は，季節性が強く，これが年

間を通じて平均的にかつ大量生産を行なう場合の大きな

障害ともなっている。

このように，鉱質系燃料の供給においても幾多の重大

な問題点が介在しているのであるが，しかしながら，当

面の趨勢からみるならば，まず，大勢としてその需要が

上伸してゆくことについては疑う余地がない。

このように同じ家庭燃料の中にあって鉱質燃料が増加

するのに対し，木質燃料は現状を横這うものと見透され

ているが，家庭燃料中に占める木質燃料の現在量ほ石炭

に換算して680"tonにのぼり，他のいずれの燃料よ

り著大である。即わち，石炭は150万ton,練豆炭は

110万toni,石油は60万tonであって，これらをそれ

ぞれ木質燃料に比鮫して染るときわめて規模は小さい。

従って，現在の鉱質系燃料の生産態勢下においては家庭

燃料の需給を保持することはきわめて困難であって，当

分の間は，依然として木質燃料が家庭燃料の需給保全の

主体的な役割を果さなければならない。

木質燃料のうち木炭は，石炭換算にして,220万ton,

薪は440万tonであるが，特に薪ば残廃材を主体とし

農山村の自家用燃料として消費されるものと薪炭林伐採

を伴う販売薪とに分けられるが,前者も後者もほぼ50％

を占めている。また，これらの販売薪ほ木炭に比べると

比較的都市に近い地域において生産されるものが多く，

いわば木炭需給の補備的な立場においてその間隙を補充

するかつこうで生産され，その市況も木炭のそれに追随

するのが通常である。

そこで，木質燃料が当面どのように後退しつつあるか

ということが問題となるが，農山村に溝ける生活の改

善，都市における営業用燃料の変化は，主として薪の需

要面を縮減せしあるのに役立っているし，広葉樹用材の

利用範囲の増大は製薪の一部およびその原木を吸収する

面で重要な意味をもっている。また，農山村における薪

の消費の減少は，鉱質系燃料の増伸を助長しながらも，

当面，都市において減退しつつある木炭需要を鉱質系燃

料の増伸する部分より，より多く置換えるところとなっ

ている。

従って，木炭の需要は，当分の間はおおむね現在の需

給量を維持する建前で対策が識ぜられる必要があると思

料される。

2．農山村対策からみた木炭の生産

木炭の生産世帯数は202万戸にのぼり，このうち専業

は11,300戸に過ぎないが，農業経営の兼業として営ま

の需給

につい ‐

月 弘

1．家庭燃料の総合需給

わが国のエネルギー資源は，比較的豊富である水力，

森林資源等を除いては，石油にしても石炭にしても，童

た天然ガスにしてもいずれも貧弱で，国産エネルギーを

もって今後の増勢に追随してゆくことはきわめて容易で

ない実情からして，その補完は輸入に依存せざるを得な

いものと予測される｡

昭和31年度におけるエネルギーの総消費量は，これ

を6,500kcal/kgの石炭に換算して約10,.400万tonと

推定されているが，これが昭和37年度においては

16,000万tonに増加し，年々 7.7%づつ増加してゆく

といわれており，しかも，計画上，この需要の増加分も

極力国内エネルギーの増産によって補なわれることとし
ている。

しかしながら，これを実際問題として，過去5カ年間

のエネルギー需給の状況について承ると，この間におけ

るエネルギー需要の増加は47％であったのにかかわら

ず，国産エネルギーの供給増加は僅か’8％にしか過ぎ

なかったのであって，いま，この計画に従って37年度

において16,000万ton相当のエネルギーを充足させる

たあには，国内エネルギーの供給力を最大にのばしても

その量は10,700万ton相当しか期待し得ない実情を併

せ考慮すると，輸入に対する依存度は事実上，益々 増加
せざるを得ないとも考えられる。

このような状況は家庭燃料の部門についてゑても全く

同じような傾向を示すものと予想されるが，特に，これ

が国民の直接消費する生活物資であるだけに，その所得

水準の向上，人1ｺの増加等が直ちに需要の急増となって
現われる。

昭和30年度を基準として，その後の消費傾向を推測

すると，昭和50年度においては，木質燃料ば現状をそ

のまま横這うのに対し，石炭系燃料は’､6倍，石油系燃

料は3．4倍，都市ガスは4．1倍に増伸し，これら鉱質系

燃料全体としては，おおむね2．4倍に増加すると予測さ

れている。

しかしながら，このような家庭燃料の需要増加に対ず

一
一
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望月：木炭の需給について

年月のうちに作られるところとなった。

これらの樂者が消磯市場との取引関係を結ぶに当って

は，まず，出荷価格が取引価絡に見合うことが前提とな

るが，一般的に産地は消磯地の引取価格に順応せざるを

得ないのが実禰である。従って，木炭Ⅲi格ば集出荷業者

の一方的な宰領によって低mli桁に抑圧される場合が通例

で，特に簸近のように市場価絡の変化が大巾なものにな

るに従って，その危険負担分が中間経鋭を増大させる傾

向に発展しつつあるのが実情である。

木炭は，本来茶道とともに発達したといわれるだけ

に，従来その生産指導の重点は，主として趣味畷好性を

付与することに畷かれ，そうすることによって良質の木

炭を生産し，そのために蝿りのない木炭を歩止りよく生

産することができるものとされてきた。従って，その品

質，美観はほとんどその極致に達したといえるのである

が，しかしながら，その結果はややもすれば大衆燃料と

しての実質性を逸脱し，いたずらに生産技術をきそう風

汐さえも見られるようになり，勢いこうした考え方に合

致した製品を生産するため幼令木が好んで伐採されるこ

とともなった。

このような状況であるため，木炭価格も実質以上の値

段を呼び，里山の薪炭原木価格は急激に上昇する結果を

示した。

木炭原木の豊富にあった時期においては，原木価格は

木炭価格に伴って高下したのであるが，近年木材需要の

増加するにつれて，広葉樹用材の需要が急増する傾向に

あり，木炭価格の高騰によって一旦原木価格が上昇する

と，これらの広葉樹用材価楕が支えとなって，木炭価格

が下降しても元通り復元せず，木炭価格の高雌のたびに

大巾な原木の値上りが生ずる結果を招いている。

しかも，木炭の生産原miの中に占める原木代は平均

30～40%となっており，製炭事業は原木価格の面と流

通段階からの槽寄せられる面の双方から困難性を端大し

ている。

また，木炭の生産は市場からきわめて遠巨雛の地域に

おいて行なわれるため，消費市場の市況の反映が遅いう

えに，年間生産に足るだけの生産原木を当初において確

保するものであるため，生産から販売にいたるまでの時

間的ずれが，応灸にして原木高，製品安の結果となり，

その負担が生産維持_上に重大な影榔を与えることも，特

に最近の急激，かつ大巾な市況変化によってもたらされ

ている。

従って，炭窯18万塗を源泉として1億3,000万俵の

流通造を有する木炭は，そこに組織的系列がないこと

と，従ってその流通過程において自主的調節能力を欠く

ために，ある時は澗渇し，ある時憾氾乱し，という状態

れるものは190,000戸を占め，さらにこれら兼業の中で

も農業の補填的収入源として木炭の生産に従事する世帯

が最も多く176,000戸に達している。

これらの木炭生産世帯の家族鱗成員は130万人と推定

され，そのうち，製炭に従事する者の数は60万人を越

えるものと考えられ，製炭世帯においては農閑期の家族

労働の大部分がこれに投入されている。

また，製炭世帯の耕作面祇はきわめて狭小で水田地帯

において1.5～2a,畑作地帯において2.5～3aが中心

となっており，しかも地利的にも経済的にも恵まれない

山間避地帯が主たる生産地となっている。

これらの生産する木炭は，平年度においてほぼ200万

ton(13,000万俵)であって，これによって得られる製炭

収入ほ450憶円に達し，そのうち製炭者が純収入として

収益する労働収入部分はおおむね170億円と推定され，

これを一世帯当りにすると85,000円内外となり，これ

ら中小農家の収入中に占める割合はきわめて重大であ

る。

特に，農家の65％は兼業農家で占められ，しかも農

家の兼業化は年とともに増大する傾向にあり，また，農

家の所得内容をみても昭和24年度の農家所得を100と

すると，31年度の農業所得が205であるのに対し，農

外所得は274となっており，農外所得の著しい伸長によ

って農家所得全体も220と上伸している。

このような兼業化の進行下において，経営条件の劣悪

な山村地域において，他に収入源を求め得ない零細な農

家が純収入として収益する製炭収入は，生計の重要な支

えであるとともに，それを農業経営と組合せる場合，農

閑期労働力の配分，家族労働の動員等の問題ともきわめ

て適合し，生業としてかけがえのないものとなってい

る。

このように製炭は農山村における中小農家の主要な現

金収入源の一つであって，当面，その進退は重要な農山

村の問題として採り上げられるものであって，その施策

を検討する場合においても当分の間はおおむね200万

tonの木炭生産を維持することを目途として行なわれる

こととなろう。

3．木炭需給上の問題点とその対策

木炭の生産ほ，その量において他の主要産業に比較し

て決して遜色のないものであるが，その生産工場に相当

する炭窯はきわめて小規模であって，その数18万基に

のぼり，全国的に避遠地に散在し，従って，原木の種類

により，生産技術の程度により，その製品はおおむね区

盈である。

そのため，消斐市場の遠い木炭は，市場の要請に応じ

た製品を出荷するため，集荷業者，移出業者の職成が長
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望 月：木炭の需給について

しかしながら，各種産業の生産増勢の急伸に伴う，輸

送貨物の増大によって最盛需要期における木炭への貨車

廻り事情は，全殻的に困難状況を示し，年度当初から品

薄傾向にあった市場の需給は変調に推移し，木炭価格は

全くの異常高値を現出した。

昭和32年度に入っては，例年より遅く来襲した3，4

月の寒波によって増加傾向にあった在荷も再び減少し，

年度当初在荷は前年度のそれを一層下廻る101千tonと

いう過少在荷を示し，前年度後半期の高値の影響も受け

て前年度当初より遙かに高水準の木炭価格を現出した。

従って仮需要も一層促進され価絡の情勢もきわめて憂慮

される状況であった。すなわち，不需要期の木炭の活溌

な流動は，消饗者段階における，幣要期の手当買いが中

心であったのであって，これがそのまま需要期の当用買

いに置換えらるべきものであると同時に，木炭の異常高

値は，それ以外の当用買い消徴者の需要期における節

用，ないしは他燃料えの娠換が当然に予測されたのであ

って，事実，最盛需要期における木炭ほ依然として増産

傾|句にありながら全く荷動きがなく，産地，消費地とも

に在荷は200千tonにも急蝋し媛盛需要期において価

格は一転急落するという，異常な現象を示した。

このため，産地においては樹い原木で生産された安い

木炭を，都市に鐺いては高い売れない木炭を滞蔵すると

ころとなり，流通段階においては，このような変化に対

処して中間経費に占める危険負担の巾を増大するという

結果をも招来した。

従って，昭和33年度は，生産意慾を全くそう失し大

巾な減産を見た刀，一方消饗の面においても，最終消費

価格の高めな推移による消裟節減によって全く需要は増

加せず，需給関係はきわめて低調であった。

5．今冬における木炭需給の見透L

本年度に入っての生産は，依然として，前年度の減少

傾向をそのまま持越している。しかしながら，4～7月

の生産量は年間を通じて股も低い時期に相当するので，

この時期の生産をもってその年度の生雄最の増減を論じ

得ないとはいいながら，これが秋口の需給にある影響を

与えることば従来の事例によっても認められるところで

ある。

一方，木炭の在細代況を見ると，32年度の11月から

過剰状態にあった在荷は，33年度当初からの異常な減産

によって，需要はきわめて不活溌でありながら，12月ご

ろよりこれが急減し，本年度当初においては141千ton

と平年を下廻る状況にあった。このような生産，在荷の

影響を受けて,木炭価格は4月において375～380円(岩

手県久慈産黒炭なら1級の東京着レール価格）の線を底

値として停滞気配にあり，その後生産県における出荷調

が瀕発するのであって，その変化に即応し得ない型態に

ある木炭の生産は，たえずこの影響によって過不足を生

じ，これがまた，木炭価格に変化を起させている。従っ

て，生産，需要の最盛期に向って価格は高まりゆくこと

となり，最近のようにその変化が大巾なものとなると，

価格の上昇が需要を抑圧することにもなる。

このような実情に対処して，昭和33年度において木

炭の日本農林規幡の改正を行ってその適正合理化を図る

とともに，新たに木炭の生産指導体制の強化に対する助

成措圃を講じ，さらに昭和34年度より木炭荷出調整対

策事業を強力に発足せしめて生産，流通及び消費の円滑

化を期することとなった。

4．最近における木炭の需給状況

木炭の需給関係幟，おおむね昭矛1125年度から正常に

立ちかえったと見られる。その後昭和28年度において，

前年度の秋に始まった電産，炭労のストライキによる燃

料事情の変化に影騨された木炭価格の高騰，ならびに，

当年度の東日本の広範な冷害対策に伴う炭窯の増設等に

より生産ほ増勢を淵端したが，反面，木炭の高値は消費

の節約を誘発し，さらに低淵していた豆煉炭，灯油の進

出を促す結果となった。

従って，年度末には在荷は170千tOnに増大し，こ

れが原因となって，その後29年度から30年度にかけて

市況は下降線を辿ることとなった。すなわち，30年度

においては全面的に市況の不振が表面化し，あわせて前

年に引続く暖冬条件も重なって，生産に対する意慾は全

く減殺され，前半期は大巾な減産傾向を示した。

しかしながら，この生産減少は，滞荷の増加傾向にあ

ったその後の需給関係を正常に引きもどす作用をなし，

この面からはかえって好ましい状況であったといえるの

であって，事実市況も安定方向に改善されつつあったの

であるが，1～2月ごろからの急激な寒波によって需要

が急増し，生産ほ幾分復細しながらも3月末における在

荷は，産地，消磯地ともに緑とんどこれを一掃する状況

を呈した。

このような状況であったので，31年度当初の在荷は

112千tonという未剛の減少在荷となり，その後は農繁

期に入ったため，在荷の増加は期待しえず，従って，品

薄感から大口の仮需要も早くから発生し，価格も5月中

旬には反鵬するという異常状況を招いた。

しかも，数年来の市況不振による産地の生産に対する

不安観と，2年続きの暖冬，挫作といった自然的条件等

の影響によって，全般的に生産態勢の整い方は渋滞気配

にあり，前半期ほ3％方の生産減少を示した。後半期に

入って，木炭価絡の急激な上昇を象るにおよび生産は増

勢に娠じ平年な象に復した。
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望月：木炭の需給について

とにばならないと考えられる。

ただ’保管が対餓の限度斑である35千tonを大きく

割ってその半数にも充たないようなこともなしとしない

ので,この場合は秋口からの価格を刺激することも予想

される。

従来，木炭の需給なり市況の励向は，おおむね3年を

周期とした大きな波をたどってきたが，ここ数年来前述

のごとく,きわめて不規則な変化を示し，これらの励向

を予測することをきわめて雌かしぐしている。

特に，木炭の流通機織は多分に旧態性を帯び，その格

価も従って，若干の波乱をきっかけとして，そこに思惑

が発生する事例が多い。

昨年度’’月から施行された新たな木炭の日本幾剃観

格は，木炭の大衆性を重視し，これに該当する部分の銘

柄の過多によって生ずる製品取扱上の小口化による不合

理を取除くとともに，その複雑性によって生じていた諸

食の弊害を緩和しようとしたもので，本年度は実質的に

その第1年目に相当するので，その効果がいかなる型で

需給に影響するかということも見逃し得ない点と考えら

れる。

整対策事業の共同保管のための産地集荷が行なわれつつ

あるため，地域的には強含みに転じつつある。

本来木炭の生産はその価格の好否に最も影響される

し，木炭の価格はその在荷の多寡および偏在の有無に左

右されるが，本年度の今後の木炭事情を予測するとき，

その手掛りとなる2，3の点を列記して染るとおおむね

次のとおりである。

《）生産は，前年度の月別の推移が終始同程度の減少

を示しており，仮需要の急増を予想し得ない状況にある

ので前半期の木炭価格の急上昇は期待しえないから，そ

の復調は漸進的で，増勢に転ずるまでには至らない見透

しである。

㈲仮需要の減少は，最盛需要期における当用買いと

なって現われる公算が大きい。

この場合，昭和33年度の生産が1,780千tonに減

少したことにより木炭の需要が，この線に減少したと見

るのは適当ではない。

例在荷は，当初在荷が少ない上に生産が渋滞気味で

あるため，かなりの減少はまぬかれまいが，仮需要の低

調と，保管木炭による先行安定観から，騰勢をあおるこ

《
』
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わが国で開催が予定されている製紙およびパルプ関係の

会磯（近く東南アジアで開かれるこの予備会織に出席の

ため，3人の候補が推選されている）に引きつづいて，

木材･加水分解（卿上）の会議を開きたい，という紹介状

がよせられ，政府からばすでに諒解した主旨の公文が発

せられている一一主務官庁関係でまだ幾分問題が残って

いるようであるが。

つい2年前の本誌上では，木材糖化はまだ研究の段階

であると醤かれ，また去る32年5月の国会の「木材利

用の合理化に関する小委員会でも，参考人として招諦さ

れた，網羅された専門家諸氏からも，満足されるような

意見は聞かれなかったものであるが，これらの諸事情と

は別に，わが国は，昨年から現在にかけて，木材糖化の

工業化をめく'って，まことに目まぐるしい状態にあると

いえよう。

話題の中心はなんといっても，小規模（1日乾材処理

51､ン）ながら昨年から運転を開始して目下稼働をつづ

けている，静岡県吉原市の日本木判化学工業（株）と，

北海道庁の数年来の基礎研究とその後の中間試験から見

通しをえ，大規模（1日乾材処理300トン）工業を目指

し，去る4月11日創立総会の行なわれた，北海道旭川市

の北海道木材化学（株）の誕生であろう。もちろん通産

省の工調上試験補助金（1500万門）を段も早く（昭和30

年度）からうけ，昨年中間試験（1日結晶ブドウ機生産

鐙1トン）を了した，熊本県水俣市の新日本窒素肥料工

場の野口研究所法にも無関心ではありえない。

加水分解方法の中で，前の両社は濃硫酸法（互いの相

異は後述する）を採用し，後者は濃塩酸法であるが，前

記の日本木材化学工業では昨年度，工業化試験補助金

一歩手前に応用研究補助金がある一による希硫酸

法の再検討も続行されており，このように，狭い国土に

ありながらも，全国にわたって新らしい各法が行なわれ

だしたのは，世界でも珍らしいことで，いずれも特長の

ある国内独自の技術をいかして一斉にスタートしたこと

は，木材糖化の企業性が，平和時には否定しつづけられ

てきた過去の事実に徴して，世界に誇りうるものと考え

る。

りl*FAOの会議の東京開催の申し入れの原因の一半

はこの辺の事情にもあり，また昨年5月から8月にかけ

て，ソ連を除く世界各国を歴訪して，工場の実体を調査

し，著名な諸大家と技術討論を行ない，媛後に3日間に

わたって,FAO当局に意見を求められた野口研究所の

大鳥幹義氏の努力におうところがきわめて大きい。その

科学技術に異状な進歩を示しているソ連は，過般国民生

産の世界一を目標として，アメリカでも妥当と魂める7

カ年計画ならびに15カ年計画を立案し，従来の発電重

点主義から化学工業重点へと変ったことが特長とされて

いるが，同国はすでに,希硫酸法による木材糖化工場20

木材糖化の－－－－
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緒言

本誌3月号に中村貞成氏がFAOの新林業林産部長

に，今年1月から，エゴン・グレシンガー氏が就任され

たことを報じ，同氏の略歴を紹介されている。同氏はす

でに6～7年前名著「来るべき木材時代」の第3編，各

論の冒頭に「木材糖化工業は他のいかなるものよりも，

われわれを新しい木材時代へ導くであろう」と述べ，職

掌がらとはいえ，困難な時代から，この工業の確立を意

図しておった筆者らによい助言を与えてくれたのである

が，同氏が今回，「世界の山林長官」として崇敬してお

った前林業部長のルルー氏に代って，しかも新らしく林

産の肩書きをつけて，就任されたことは注目されるべき

であり，最近の同部の動向に照して，世界的視野にたつ

今後の林業，林産の発展のために，プラスするところき

わめて大きいことが期待される。

1953年ストックホルムで開催された「第6回FAO木

材化学技術討論会」以来一わが国は後進国(Under-

developedcountry)視されていたため出席の機会がな

く，また国内でもほとんど無関心であった－，オース

トリアのグラーツ，イスラエルのハイプア，さらに戸一

マと矢つぎ早に開かれたFAOの木材糖化工業に関する

国際的会議は，以前からr経済的に成立つ可能性が少な

い」－われわれももう何十遍と聞かされた言葉である

－ことを堅持しつづけてきていたアメリカの考え方を

変更させ，ついにケース・ス女デイにはいることを決定

し，

1．砂糖の生産が少ないこと

2．人口が稠密で，森林資源の多いこと

3．試験研究の進展していること

などをファクターにして世界各国を節いにかけ，わが国

とフインランドーアソトウーリネン氏の研究が著名で

ある－の2カ国だけが有資楕者ということになり，な

お特殊のケースとしてアメリカをも考慮することとなっ

た由である。

これが昨年，予備調査として，ヤポルスキー氏の訪日

となり，その後FAOからわが国政府あてに，明年の秋

一
一
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筆者・静岡大学教授
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安倍：木材糖化の現況と将来

らのフルフフールーブーイロン，調味料,栄養剤,香料，

合成樹脂，溶剤等用途はきわめて広い－の製造研究へ

進んだ。すなわち通産省の応用研究補助金をえて，ヘミ

セルロースをできるだけ抽出し－後で結晶ブドウ糖を

うるための必須条件である－ついでこれを連続的に

分解し蒸溜する装置を作成した。一方硫酸の回収に対し

てはイオン交換膜の製造研究がばじ童り，蓑た糖の結晶

に対しても東北大学の麻生研究室が加わるなどし，木材

糖化審議会も拡大され，専門部会がおかれるに至った。

道当局が道議会の承認をえてこれらの研究廷費した費用

も数千万円に達している。

このよう艇してついに昭和32年度，道は1億円に近

い予算を計上し，－民間4社の大口援助があり，また

前処理工程に対して通産省の工業化試験補助金600万円

が交付されている-－旭川市にある道立林業指導所で中

間試験にはいったが，その規模は前処理工程で広葉樹を

1日2．5トン使用し，操作も前述の方法とは異り，向流

による連続水蒸気蒸煮で直接ブルブラールとメタノール

を分溜採取し，残澄は乾燥後主加水分解一一この部分か

らは1日1I､ン規模一を行なうものであった。装置が

完成したのは翌33年7月ころであるが，同年11月19日，

緊急群議会が開かれ，席上道林務部長から近く北海道木

材化学（株）の設立についての説明があった。そして同

社は本年3月上旬発起人会，4月11日創立総会，同16

日避記完了をへて正式に発足の運びに至り，授権資本金

15憶円，払込金額4"5,000万円，社長にはこの瀧想

をまとめあげた永田昌縛氏が，また専務取締役として技

術担当黄任者であった青山跡治郎氏と鐙初から企業育成

に努力された小滝武夫氏とか就任し，他に取締役2名，

騰査役3名の決定を見た。こえて6月5日現林務部長で

あった小野国清氏も入社されたのは耳あたらしいところ

でるある。また技術面では6月下旬，林業試験場で子飼

いの伊藤多賀司技官一一酵母の発酵生理やヘミセル戸一

ス分解の動力学的研究に造詣が深い－が一方の責任者

として赴任することとなった。

道議会は道として2億円の出資を承認し，その他主だ

った株主としては旭川市，北海道拓植銀行，丸善石油，

国策バルプエ業，旭硝子，東急，東横百貨店，富士銀

行，北海道銀行等があり，その他北海道に事業所を有す

る多くの会社の援助をえて，文字どおり道策会社の性格

をあらわしている。工場予定地は原木事情からは数多く

考慮されたが，その他の条件，すなわち廃材をはじめ副

原料である硫酸および石灰，さらに石炭，電力，工業用

水，労働力，運輸等の面から，旭川市近郊の近文が決定

し，10万7000坪の農地の転換もすでに許可されたこと

と考える。

余を数え，パルプ廃液の利用とともに，木材高度利用率

が世界一であることを誇示している。

当初から今日あるを期待していた一人として，わが国

でもこのうえはいずれも健全な発達をとげられ，国民の

期待にそわれんことを願ってやまない。以下これらにつ

いてその概要を記し，その将来性について筆者なりの考

えを述べて見よう。御叱正をいただけば幸である。

濃硫酸法および希硫酸法

わが国における木材穂化工業の歴史は決して新らしい

ものではない。すでに今をさる20年前，東洋拓殖(株）

の子会社であった朝鮮無水酒繍が，当時穂化工業の緒に

ついたシヨラーの特許（希硫酸法）をいち早く鮴入し，

朝鮮の新義州に，1日乾材60トン処理の工場の建設に

かかり，昭和16年1月から終戦時までアルコールの生

産を行なっていた｡そのノウハウは無聯持ち帰られてい

たが，当時の国内事情はこの工業化を許さなかった。し

かしながら食糧事情の悪化から，アルコール源を食糊以

外の原料に求ぬる必要性を認めた当時の山林局は，特産

課に鶴見炭素工業（株）と共同させて，1日廃材1トン

を濃硫酸で処理するパイロットプラントを同社内に建設

させ，主産物アルコールを得るとともに，リグニンを会

社に提供して活性炭の原料としようとした。しかし不幸

にして韮礎研究の不備や労働攻勢などに災いされて，中

止のやむなきに至った。鑛者が林業試|紋場に満任したIIM

和24年以前のことである。

たまたま北海道で，戦時中および戦後の過伐にともな

う用材の減少と同時に，不良広葉樹の諮祇墹加という現

象が目立ち,道当局は後者の利用の一礫として木材機化

の研究を意図し，まず中央に木材糖化群繊会を結成し，

これに委託費を出して，基礎研究からスタートすること

となった。そして反応の機櫛は東京教育大学，糖液の利

用は東京大学，また装置の問題には東京工業大学が主と

して当った。当初はこれまでのものと|司様，般類などに

代ってアルコールや家畜飼料の製造を主としたものであ

ったため，企業採算性の見通しが困難であり，研究の主

体はむしろう使用量において原料の木材とほぼ比敵する，

硫酸の回収利用法に進んでいたことは確である。このた

め主客転倒となる，肥料工業とのタイアップがしばらく

考えられていたほどである。濃硫酸放蕊論などがでたの

もこの頃である。しかしながら，ドイ●ツのシエーネマン氏

によって新ライナウ法とよばれる濃塩酸法による，木材

からの安価な結晶ブドウ糖の製造法が知られるにおよん

で再検討を行なった結果，主糖化反応に先立って前処理

操作を行なえば，企業化の可能性の向上が期せられるこ

とが判り，ちょっと迂廻したように見えるが,まず木材か

一
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安倍：木材糖化の現況と将来

の説明を了している。

わが国で最も早くから木材糖化の企業意欲をもってい

たのは静岡県吉原市にある福泉醸造工業の社長稲垣直交

氏である。結果諭的に現在ああした工場を経営し，すで

に成果をえて大規模工業にのり出したところを見ると，

純民間人としては，世界で般初の人であるかもしれな

い｡したがってその苦心もなみなみならぬものがある｡朝

鮮で行なわれていた希硫酸法も，その後マヂソン法とか

TVA法などと発展したところから，飲料用アルコール

源として穀類や甘しょに代って廃材の利用を考え，早く

から東京工業試験所の公開実験室でこれが研究に当り，

パーコレーターの作成にまで到達したが，たまたま北海

道の濃硫酸法の可能性に蒲目して方針をかえ，昭和29

年100万円の応用研究補助金をうけ，付近で安価に集荷

される針葉樹の鋸屑を原料として，回分式ながら1日1

トン処理の装腫をつくり，飲料アルコールを主目的にし

て収支計算を行なったが，採算の可能性ができたのは，

副産される石瀞が有利にさばけたことにあるようであ

る。多くの人が硫酸は回収されなければならないと主張

したのに対して,同社は”品が硫酸代金をｶパー すれ
ば同じではないかという見解を堅持しており，世間もあ

れば特殊の場合であると見紋していた。

前処理を行なわない糖液の利用としては最も有利であ

り，事実このアルコールは東海地区の品評会に出品して

最優秀賞が与えられており，また石膏も豆腐の凝固剤と
してトン1万円に売られた。リグニンは多少持て余し気

味であったが，不燃タイルの増堂剤などにされていた。

同社ばたまたま結晶ブドウ糖の話を耳にいれるや，ただ

ちに前処理操作を行なってヘミセル戸一スの大部を除去

し，31年その結晶化に成功し，前記日本木材化学工業を

設立し，1日5トン，連続処理法による計画で開銀への

融資を申請した。この計画は通産省や工業技術の幕査を
通って科学技術庁の公聴会にもちこまれ,これにも合格，

ついで通産省中小企業局産業資金課から融資の推薦をう

け，中小企業金融公庫で恢重審議された結果2,000万円

の融資が決定し，条件とされた3,000万円の贈資も，公

庫の認める鉄興社，合同酒精，北海道炭砿汽船，協和発

酵，日興証券，田中機械等の応援をえて，33年1月完了

し，同年4月から稼働にはいった。製品の目標は年間お

およそ

結晶ブドウ糖4201､ン

薙謬用ハイドロール(100%")4001､ン

石青1,440トン

強力石膏450トン

活性炭50トン

で，前処理の糖液からはキシロースの結晶がえられてい

その工程の大要は第1図のごとくであるが，工場建設

の規模はだいたい1日乾材100トンを処理する前期と，

300トンに拡大する後期とにわかれ，前期の初年度では

フルプラールとメタノールに主眼をおいて残溌は目下好

況の伝えられているプリケツトの製造原料とし，結品ブ

ドウ概一図の補足になるが，現在の柵想では一旦食塩

との復塩を製し，低温下に分解，再結品を行なう独自の

方法である－の製品化は，第2年度工事の完了する

36年6月以降のようである。

露1画木材加水分解北海道法{濠瞳敗法】エ程鮒回
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後述する日本木材化学工業（嫌）が分解に使用した硫

酸をことごとく石膏として回収利用しているのに対し，
本法ではその80%を濃厚な状態に回収して再使用に供
するのが大きな特長の一つで，濃硫酸法ば酸の使用鐙が
多いとの通念を一掃したものであり，ずでにイオン交換

膜の選定を了してメートル角大の試用にはいっている。

残余の硫酸は石膏となるがこれは不燃建築用の石膏ボー
ド製造用に供される。

股後につねに問題視されるリグニンの利用であるが，

当面は前述したごとくプリケツト製造用に供されるが，

試験の結果では高温水素添加分解によって，さきに成功

している野口研究所のそれに近い油化率を得ており，ま

た道立林業指導所では，今年度リグニンポードの製造を

意図して通産省の補助金を申請し，6月上旬すでに現地
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安倍：木材糖化の現況と将来

る。

結晶ブドウ糖は，全国でん粉糖協同組合が農林省の援

助のもとに4万5,000トン生産を目指してスタートし

池甘しょでん粉からのものと比較して優るとも劣って

おらず，これを上廻る価格で近職地方の製菓業界からの

需要があり，副生する糖密も抗生物質製造用の基質とし

て，輸入結晶ブドウ機に比敵し，また有機酸発酵用とし

ての引合いも活発である。漂白された一級の石膏は全量

宇部興産に引渡され，残余は焼石獅用となっている。問

題のリグニンは流動賦活用によって活性炭となり，一部

自家消費すなわち糖液の脱色糖製用に供されて有利な活

路が見出されたわけである。この活性炭は上質で，一流

メーカーも認めるところなので，市販も可能である。

同社はこの工場規模を次代へのパイ画ツトプラントと

見ており，予算5侭7,000万門による1日廃材251､ン

処理の企業目論見醤を作成したが,現在それを_上廻る50

トン処理工場建設の柵想がまとまり，またこれによる2

～3地方からの誘致運動も活溌である。その一つとして

去る6月5日島根県下に木材化学工場を建設する発起人

会が東京で開かれている。大規模工場となる場合は，広

葉樹が対象となるので，プロセスはもちろん，操作条件

に変更が見られるが，5トンエ場の運転はよい資料を提

供するものと考えられる。大学出の若い技術者を多数擁

していることも商く評価されてよいであろう。

同社が最初念願していた希硫酸による木材糖化に対し

て，33年度工業化試験柿助金の600万門が交付された。

前処理工程に希硫酸が使われる以上，その延長で企業が

成立すれば－糖の収率は減少しても－数准の利点が
考えられることは明白である。とまれ有識人の多くが否

定した濃硫酸法に踏切り，ブルブラールを採らないか

ら，また硫酸を回収しないから，本当の木材糊上ではな

いなどいわれてきたのに，ここまで盛りあげた熱意と技

術のほどは敬服に値し，前記北海道庁の行き方と好一対

をなしているのに気づくであろう。

ここに参考までに同社法による木材糖化工程の概要を

第2図として掲げておく。

第2図日本木材化学工梁社法系統図

鋸府

ペントース液〕

諦’』ｼ･-ｽ〕

|後加水分解I

'rﾆﾝ〕
活性炭〕

石脅〕

《
」"W!ブドウ柵〕

飲料･アルコール〕

のである。

野口研究所は古くから電源開発事業との組合せで木材

糖化工業を考えて鯖り，東大の実験室で長い間研究を行

なった結果，乾燥粉砕した木材･のセルロースを塩酸ガス

気流中で解重合させる方法を見出し，昭和30年通産省の

工業化試験補助金1,500万円の交付をうけ，水俣市の新

日本窒素肥料工場内に，1日乾材処理3.3トンのパイロ

ットプラントを建設し，33年一応の結論がえられた。同

研究所では木材成分完全利用の建前から，引つづいて，

31年度リグニンの液化による芳香族炭化水素の製造に対

して270万円，また32年度は糖液よりフルフラールお

よびオキシメチルフルフラールの製造法に対して230"

円の応用研究費によって研究を進めているので，現在は

企業化の一歩手前というところにあるのではなかろう

か。かなり慎重なので一ころのように誘致運動の声は聞

かれていない。ここで注目すべきはリグニンの油化率の

よいことでこれ幟同所の大島氏が昨年諸外国を歴訪した

際，いたるところで油化率80％一一従来は40％が標

準であった－が驚異に値するものとして簡く群価され

たことで明かである。その成果はリグニン乾戯100に対

して

モノフエノール類35．5

p－クレゾール25．0

o一クレゾール2．5

4匿一エチルフェノール5．0

4－フ･ロピノレフェノール3．0

カテコーノレ12．0

事

一

濃塩酸法

現在濃塩酸による木材糖化の企業化を計画している二

つの団体がある。その一つは独自の流動化反応で有名な

野口研究所で，他の一つはUDIC社を通じて，シエー

ネマンの成功した新ライブーウ法をそのまま導入しようと

している北海道農林化学（株）である。同法の前身であ

るベルギウス法は，わが国でもすでに戦時中，1日1ト

ン処理のパイ梅ツトプランI､が前記朝鮮無水酒精の手

で，改善されながら2年間にわたって運転されていたも
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重質油（沸点280｡C以_Iz)25.2

アセトン，メタノーノレ8．0

計80．7

となり，安価な触媒の発見によって採算的にも可能性あ

りということである。ただし観点は企業化に先行して行

なわれるべきパイ画ツトプラントの建設にも数億円を必

要とすることで，理解ある協力者の出現が待たれる。こ

の技術は単に塩酸リグニンの承ならず，パルプ廃液リグ

ニンにも硫酸リグニンにも応用できる点がまた特長とな

っている。

いま濃塩酸法による木材糖化を中心とする一連の化学

工業のすがたを示すと第3図のごとくである。

以上すこぶる簡単ではあるが，わが国の現在の木材糖

化に関する情況の一端を紹介したつもりである。なおそ

の将来性等についても，詳しくは拙著「百万人の木材化

学」と，木材資源利用合理化推進本部が経済企画庁の補

第3図野口研究所法系統図

屋
隈
陸
醗
嘩
差
塩
酸
ガ
ョ

助金をうけて集大成し，同庁に答申し，近く市販される

「木材化学に関する調査」や昨年発足した木材化学工業

推進協議会の刊行している機関誌「木材化学」No.1,

No.2等を御覧願えれば幸である。

一

F上

－ －
一_一一

「森林と土壌」

－森林の土壌におよぼす影響一

エス・ウエー・ゾン箸遠藤健治郎訳

日本林業技術協会発行（昭和34年2月15日）

A5版139ページ定価300円送料24R

本書は，ソビエトの森林研究所で行なわれた森林の土

壌におよぼす影響についてのこれまでの研究成果を主と

し，そのほか，大学や土壌研究所などでのこの方面の研

究成果をとりいれて，広い範囲の人盈にわかるように書

かれた普及書である。

まず最初に，ソビエトにおける森林帯を述べ，森林や

土壌についての新らしい考えかたを詳細に説明してい

る。これによって，読者は，いわゆるNaturalbody

というドクチャエフ以来の考えかたについてよく理解す‐

ることができると思う。

つぎに，主要な樹種と土壌との関係，たとえば土壌中

の水分・空気・可給態菱分などに対する要求度のちがい

や，根系の特徴などについて概脱し，さらに，集団とし

ての森林j森林型と土壌との関係についてかなりこまか

く説明されている。森林型・土壊条件・地位の相互関係

についての説明ははなはだ明快である。

森林においては，有機物圃と根がゴ錘に大きな影響を

与える。森林型別，林令別に，供給される有機物量や分

解の状態が具体例で示され，つづいて森林が土壌の水分

や瑠上学的諸性質におよぼす影響が多方面にわたる資料

によって説明されている。

森林ほ，それを織成しているすべての生物をとおし

て，環境に対して影響をおよぼす。また，逆に，森林の

形成それ自体が，森林が存在し，生成発展の営まれる環

境そのものと密接かつ法則的な関連をもっている。これ

が本書の根幹となっている思想である。愚後に以上の研

究成果の上にたった各森鉢帯における森林の取扱いにつ

いて述べ文献を示している。

付表にば，もう一歩突っこんだ資料が欲しい気もする

が，広範な根本的問題を網羅し，しかも比較的短編にと

りまとめた普及書であるから，結局この程度にならざる

を得なかっただろう。一応の基礎資料が整えられている

ことはうらやましい。森林および土壌に関する近代的な

思想を基礎とし，調査に立脚して一歩一歩森林の実体を

明らかにしようと努力している跡がはっきりしている。

その目標は，森林の育成，生産力の増強である。

スカチョブのビオゲオツェノース学説，ドクチヤエブ

の生成論的土壌学をバックボーンとするゾン氏の澗迩な

批評や見識が随所にみられる。

訳文は平易で読象やすく，写真も著者から送られた原

版が利用され，活字，紙質，製本もよく吟味されてい

る。（林業試験場土壊調査部竹原秀雄）

炉

へ
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さて私が野村氏の所見において，私にとって一番意外

の感じで受けとられたことは，拙著「理論森林経理学」

を兎も角理論的と考えたものであったのが，「せいぜい

規範論的なものだ」と結論されていたことであった。そ

の根拠は，どうやら「合目的を」ということについての

氏の推論的解釈に基づくもののごとくである。

現今社会科学方法論としては，実践的，理論的，規範

的とに分つことが普通のようであり,T6ndury氏もこ

の3つの関係について，その発展は実践論にはじまり，

規範に到達するという段階的なものであるが，その意義

は交互作用的，補完的なものだと云っているのである。

詳細に論ずることは他の機会に寮つこととし，ここでは

遥か4半世紀の昔しに立ち戻って，当時私が，これを書

いた時の意図を回顧して述べておくにとどめよう。

私の「理論森林経理学」なるものの発想は，多くの人

に指摘されている通り,C.wagner氏の「|Iehrbuch

dertheoretischenForsteinrichtung」に基づく。当

時氏のこの著述に，いたく興味をひかれた私は，泥繩式

に，当時今とちがってきわめて乏しかった方法論文献を

たよりに，方法論なるものを理解するに努め,Wagner

氏の理論的森林経理学とは，やや異なる構想に到達し，

理論的なるものに，一歩を進め得たりと自負して，敢え

てこれを「理論森林経理学」と称して上梓したものであ

った。

私は今ここで，再び「方法論」談義をくどく繰り返え

そうとは思わない。しかし学者のなかには，性々にして

方法論なるものに冷淡であり，方法論について研究する

よりも，学問そのものを具体的につくることが第一義で

あると主張するものもある。また窮屈な方法論の枠に捉

らわれず，現実的課題を，そのまま素直に受けとり，問

題の所在に従って現実に役立つよう自由に解明する態度

をとるべきだ，とする実用主義に徹した主張も見受けら

れるのである。しかしながら意識すると否とにかかわら

ず，欲すると否とにかかわらず，学問を形成する場合，

結局何らかの「方法」によっているのであって，この

「方法」について意識的態度を持することは，学問の内

容に明確な方向性格を与えその研究に合理性を賦与する

ものであり，実践の要請によって生れた学問の実践的効

果もこれによって一層効果的に発揮出来るものである。

私は年来，たとえいかなる片をたる実験を扱い，考察を

行なうに当っても，出来る丈方法論的用意をもって臨む

べきことを，あらゆる機会において主張してきたのであ

った。この気持は現在でも変りはない。

がしかし私が今日この著書をば，立ち戻って方法論的

に検討するならば，理論学としては，もちろん専ら法則

（社会科学の場合ば因果法則的なものでなく主として目

的論的teleogischのものが多いのは当然であるが）の

森林経理学

のた坊に

1ⅢⅢⅢⅢⅢ|lⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ|ⅢⅢⅢⅢⅢⅢ11ⅢⅢⅢ|ⅢⅢⅢⅢ111ⅢⅢⅢ

圭
口 田 正男

本年初め頃かに刊行された野村進行氏の「林業経済計
画総論」の寄贈を受けたのであったが，当時迂澗にも，

その書名から自然常識的に速断して，普通の国家あるい

は国民経済の計画を論ずる著述であろうと思い，そのう

ち時間を得て読むつもりでいたところ，その内容の大部

分が森林経理学批判であるとの注意をうけ，一体両者の

間にいかなるつながりがあるのかと不詳に思いながら急

いで読過したのであった。

もちろん私の著書に関する批判については，それがす

でに昭和10年頃刊行されたものであるとはいえ，当然

私が答えをしなければならぬわけである。またその序文

において森林経理学消滅の予言があるのについて，私の

所見を述べることも，すでに現役を退いたものとはいえ

森林経理学のために，その必要があるのであろう。

しかし拙著に対する評言は，マクロ的にもミクロ的に

も微細をきわめているので，問題点のいちいちについて

論議するには，多大の紙'l偏を要することになる。したが

って月刊の雑誌にその紙面をさいて貰うことは適当でな

いと思われるが，丁度国有林の経営規程も改正されたこ

とであり，この機会に拙著の改訂を行ない，同時に併わ

せて野村氏への答を果たしたいと思う。しかしとりあえ

ず主要な2，3の点について，この紙上をかりて要点だ

けを簡略に述べさせて頂きたいと思う。

いう迄もなく，認識は本来事象の選択である。従って

いかに客観的に普遍妥当なるものを引き出そうと努めて

も，畢寛個人の悉意主観の入ることを免れないであろ

う。したがって野村氏の意見が，全面的には受け容れら

れるかどうか，論議は平行線をたどることも多いであろ

うが，いずれにせよ,absichtlichでない科学的批判の

精神に基づく一切の論点については，謙虚に耳を傾ける

べきことは，もとより当然すぎることである。しかし私

の所見を誤認し的をはずれ，あるいは表現の不充分さに

基づく言葉尻を捉えきたっての憶測的論断などは，単に

私一箇の迷惑たるの承ならず，森林経理学にとって決し

て望ましいことではないであろう。

《
』

ザ

一

筆者・東京大学名誉教授
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吉田：森林経理学のために

命題的発見隷述の承を自己目的とするところの，いわゆ

る法則定立学(Theorematik)あるいは「純粋なる理論

学」というような形態をとっているとは称し難い。当

時私としては，個別化的方法に対立する一般化，当為

(Sollen)に対する事実(Sein)の認識という思考に立

脚する立場をとり，実践の提起する問題を森林経理の基

本問題として，全体の問題体系を考え，これに従って体

系的に諸概念の整理敏述につとめたのであった。すなわ

ち理論学としては，その第一段であるところの体系的概

念の展開，それも通常とられるように，いわゆる言葉の

解釈あるいは任務の把握などを手懸りとして思惟をきり

ひらくという通説的な型をとったのである。

しかしそれは馬場敬治氏の云うごとく，理論はもと現

実の概念|杓再編成であると解するならば，この意味の理

論を志向したものであり，理論学第一段のものとして

も，その範鴫に入れ得られるものと思うのである。

なお私は森林経理学の埜本問題を設定する#こ当り，森

林経理の現実を承，その要請に照応することに重点をお

くべきであると考え，これを行なったのであるから，そ

の概念体系は，多分に実践照応的な筋道があり，もし拙

著を藻利重隆氏の名付けるごとく，「実践的理論学」と

でも呼ぶならば，当時の私の気持によく当ては重り得る

ように思われる。

また拙著において私は意識的に，そのことを明確にこ

とわって，本題の萩述または理解の便宜のために，理論

の本筋ではない爽雑物を若干交えたことは事実である。

例えば森林経理の歴史，煮た収穫予定手続の概略の説明

など実践論で述ぷべき部分を挿入したりしたのである。

このように歴史論，実践論が未刊行である関係上からと

らざるを得なかった便宜的処理は，兎も角方法論を標傍

する著述において避けるべきことはもちろんであるが，

しかしかようなことを，方法論的性格の批判の対象とし

てとりあげるのは当らない，別箇の問題とすべきもので

ある。

それにしても野村氏が拙蒋を規範学なものとの判断を

下した根拠は，どういう感蝿に韮づいたものであるか，

私はこれを理解するに苦しまざるを得ない。

もちろん一般的に云って，森林経理学の過去の歴史に

おいて，例えば平分法時代のものは，まず典型的な規範

学(Kanonik,normativwissenschaft)と名付けてよ

いものであったことは事実である。元来規範学は，一言

にして云えば,T6ndury氏の云うごとく，「どうしな

ければならぬか」の問いに答えるものと説明されるが，

先ずその事象における最高価値を決し，これを規準（規

範）として，現実価値の評価を行ない，童たは最高価値

を実現すべき方法の体系的展開に志向するところの学構

成を行なうものと云えよう。すなわち森林経理学におい

て，従来法正林思想の下に行なわれたように，森林経営

の最高規準としてHundeshagen-Heyerの，すなわち材

積収穫厳正保続の法正林の実現ということを掲げ，森林

の穂成すなわち令級分配，林分配置等をいわゆる法正状

態に持ちきたさんとし，収謹の調整も法正蓄讃の実現へ

と，すべて法正林実現え指向した学的栂成を形成したの

であったが，かような内容を持った森林経理学をもった

ものであるならば，純然たる規範学的性格をもつものと

称してもよいであろう。

しかしながら拙著においては，もちろんかような志向

をもった展開を試承たものではなく，反って従来の法正

林思想，その規範学的性格の払拭転換に極力努めたもの

であることは，偏見なく直視するならば，直ちに理解し

得られるところであろうと思う。

次にまず序文に現われる森林経理学消滅予言について

であるが，いかに現代日本の一般的風潮として，いきな

り結論だけが前面に押し出され，結論と結論とが対決す

るというような傾向が強いとはいえ，学問の領域におい

ては，もちろんかようなことは許さるべきではないであ

ろう。その学問的根拠が合理的に委llllを鍋して話らるべ

きである。

野村氏の挙げている消失予言の若干の根拠らしいと思

われるところを要約すると，「官房学の残津の強い学問

だから」あるいは「学問として存続する値打ちがない」

ということにあるらしい。

官房学の残津を衣に纏うということがその学問の存続

と本質的なかかわりのないことは云う迄もないから，恐

らく野村氏は後者の理由に韮づいての予言であろうが，

その評価の基準は一体どこにあるのか。それは科･学的論

理的なものであるのか，あるいは単なる傭緒的感覚的な
ものであるのか。

氏のような人が，独立の学問として存続すべきかどう

かについての疑問などということを腱とに公刊される著

述の冒頭で，結論だけ公言するというようなことは影饗

を与えるところ少なしとしないであろう。

いう迄もなく「森林経理学」という名称が適切でない

というようなことなら，旧拙著でも述べてあるように，

斯学現在の内容において,r'森林生産組織学」あるいは

「森林生産計画学」とすべき私案を提示し，昨年文部省

できめた「大学設置基準要項」でも，「森林経理学」を

「森林生産組織学」と改められている。

森林経理学なるものは，今更述べるまでもないが，ド

イツでは長い歴史を持ち，はじめはドイツの侭とんどす

べての学問の母体であった官房学の一部門としての林学

のそのほとんど全部，少なくとも主要な部分を占めてい
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吉田：森林経理学のために

た。その後林学の進展に伴い，次第に専門化が進むにつ

れ，収穫統制という内容で森林経理学が独立し，それは

さらに林業林学の進展に伴って，測樹学，林木生長論，

森林評価学，林業較利学などを分派独立させて自己純化
を行ないながら，次第に現今のように，単なる収種予定

だけでなく，林業経営における物的生産の組織付けとそ
の運営計画を主体として，その内容を整えてきたのであ
った。

しかしながらここにおいて，今日ひとつの問題点とし

て認めなければならないことば，現代資本主義経済制度

においては，元来経営の主体的な物的要素として基本的
に重要な「労働力」というものが，経営案の編成に際し

ては単に経営のひとつの参考的な件としてしか扱われて

いない,またその研究は,教程でも林政学の一分科と考え

られているところの森林管理学に委せられてきたという

ことである。このことは国有林を業経営を主題としたド

イツの林学的感覚としては，むしろ自然的なものであっ

たかも知れないが，いかにいわゆる「肉体労働粗放」な

林業であるといっても，林学体系という点からすれば論

理的に，ひとつの問題であるに相異ない。これは過去の
ドイツ林学における不幸な伝統的錯誤として考えな論す
べき点であると思われるのである。

なおこのような意味において，私は旧著で森林経理学

の対象を，現在のように狭義の生産職能を中心とする限

定されたものにとどめず，経営におけるその他の職能の
組織化に，例えば人的組繊すなわち同じく物的要素たる

生産の担い手としての労働力及び経営管理要素たる人的
組織に童で及び，またその他の職能の組繊問題にまで進
んで，その経営学的統一を考えるというように展開され

ることが，残された問題点ではなかろうか，というよう
な意味の提言をしたのであった。

しかしながら森林経理学が，たとえ現在のごとく「狭

義の物的生産計画」という領域範囲にとどまるものと仮
定して考えれば，発展する林学体系において支えられる
相対的比重に，自然的必然的ないくばくかの変移があろ
うことは充分予想されるが，若し林業経営というかある

いは森林生産をぱ，物質的継続的に維持してゆく必要が

国民経済的にも要請される以上，「生産」は常に経営の
本体であり，特に林業というものの特質，特に恒常的土

地生産力維持への要請などから云って，その実現の方法

手段の計画組織に関連する学問が，たとえ通的には小さ

なものであろうとも，またたとえ林学体系において占め

る位置に若干の変移があろうとも（これについては私も

現在想を新た淀して思考している）それが零に帰するで
あろうなどというようなことは考え得られない。必然的

にひとつの独立した林学分野として維持されなければ

ならないことは今更改まっていうまでもないところであ
る。

今これを工業経営部門について検討して象ると，工業

を対象とする工学は，工業なる産業の歴史的発展経過，

すなわち単独経営，手工業家内工業的なものから次第に
工場制生産へ，と次第に進展拡大されたのであって，林

学が綜合的な官房学的林業経営学的なものから，次第に
自然科学的な分科を派生してきたのとは正反対に，ほと

んど純粋の自然科学的工学(Technology)の体系のみ

で発展してきたのであったが，アメリカ工業の大規模経

営化機械化の大勢は，急速に経営学的研究の要請を生

象，工学と経営学を母体として，経営工学菫た嫁生産T

学(IndustrialEnginiering)なるものが，経営技術学
として成立してきている。

森林経理学は，工業分野について，かつて磯辺喜一氏

が提唱したことのある意味の生産工学と，性格的には対
応するものと考えられるようである。

しかしわれわれがこの問題を検討するに当って，同時

に考えなければならない問題は，一般経営経済学の動向

である。

わが国の経営経済学は，先駆的な上田貞次郎氏の業蹟

を有するが，増地康次郎氏によって，大正15年にドイ

ツ経営経済学がわが国に紹介せられた当座は，経営経済

学(BetriebswirtschaftsIehre)と称せられ，経済学に

おいて国民経済学と並立する一分野と考えられていたの

であった。その後関西学派と称せられる人々によって，

経営することは本来経済することである。学問の名称を

「経営経済学」と呼び，「経済」という字句を挿入する

ことは，経済という意味を二重に表現することとなり，

丁寧すぎて反っておかしい。「経営学」というので充分
であると主張されていた。

しかし周知のように，ことにアメリカにおけるこの学

問領域の発展は目覚しく，かのTaylorの科学的管理法

に発源するいわゆる管理学としての経営学は，急速に飛

躍的な進展を詮せてアメリカ経営学の特長を形成し，現

今では,経営経済学と経営学とは,もはや同義語として扱

えないような内容のものに童で生長した。問題領域は展

開して，現今では，われわれの林学と呼ばれる学問がそ

うであるように，異質的な学問群すなわち経営社会学，

労働科学すなわち心理学生理学などを含むもの，それか

ら経営技術学等含を包括した綜合的科学に菫で生長して

きている。すなわち価値の流れと題織の問題を主軸とし

たドイツ流の経営経済学は，綜合的な経営学の構成部分

としての位置を与えられているという形になった。

このような潮流のうちで，われわれが最も注目すべき

ことは，管理学としてのアメリカ経営学派に対し，ひと

《
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吉田：森林経理学のために

つの対立的なものとして,Veblen,Commons等を先駆

者とする，いわゆる制度経営学派(Institionalism)の

人盈が展開するところの理論である。

社会心理学的な学的基礎において，経営をぼ，矛盾を

包蔵したひとつの経済社会を溝成する制度的単位として

観ずることをその中心として展開されるこの経営学は，

社会哲学的見地からのその将来の形成につれて，経営と

いうものに対する観念が転換され拡大され，現代の企業

者叉は経営者支配を前提とする経営学理論の柵成を変転

せしめ，その多くの部分領域，例えば経営目的論，組織

論成果計算論等盈を根本的に改変せしめずにはおかな

いであろう。またことにわが国のごとくいわゆる森林資

源造成を主題とする林業政策の転換を理論的にも要請す

るものとなるであろう。

野村氏が，今回の著述で示した林業の概念において，

「社会体系」という要素を始めてとりいれたのは，この

ような制度学派の発想に基づくものであるかどうか，い

まこれを知ることを得ないが，いずれにせよ，その展開

の帰着に鯖いては，氏の「林業経営経済学」も，また旧

作である「損益計算理論」のごときも，現在示している

欠陥は別として，すべて新しい理念の下に根本的に書き

改めらるべきものとなるに至るであろう。

かくのごとくすべての学問の発展は，不断に新しい問

題の発生または提起と撫想の展開によって，現代が次代

にとってかわられ，推移転進することによって生長をと

げるであらうことは自然的な理法である。

しかしいかなる学問でも，多かれ少なかれ何等かの意

味において，それに先立つ業蹟があり，それをよそにし

ては，一歩も前進できるものではない。いかに新たに出

直そうとしても，先行者の残した業蹟をそとにして再出

発できる筈がない。

かような意味でも，野村氏の森林経理学消失予言妹，

氏の企図する「個別経済計画｣，「経営経済計画｣，「経

営計画｣としてか,あるしjまその-部として吸収包摂し
ようということであるのかも知れないとも推測される。

何となればその善意のみを汲象とるならば，氏の企画す

る経済計画論建設の準備作業として従来の森林経理学に

ついてきわめて綿密な検討を行なったものと称している

からである。

果してしかりとすれば，いろいろな意味においてはな

はだ興味ある榊想として多大の期待がよせられるのであ

るが，しかしながらその内容についてば，今回の総論で

はまだ何聯も示されていない。第一国民経済計画のほか

「個別経済」「経営経済」「経営」等のいずれかの計画を

する｡らしいのであるが，この3つの名称は，それぞれ異

る内容を示すものであるというのが，現今経営学の常識

である。しかしいずれにせよ具体的内容の示されていな

い今日憶測によって論ずることは無意味と思うから，こ

れ以上言及しないが，ただ氏は，国民経済的な経済計画

に加えて，個別経済の経済計画を論ずると称している

が，わが国では経済計画と云えば普通国民経済に対する

国家計画を対象とするものと解せられるのに対してひと

つの特異な樵想であるようである。これは氏が常に特異

なるものを排撃しているらしい思想に対する自己矛盾に

自らを陥しいれるものではないのか，という疑問を指摘

しておくにとどめる。

さて最後に述べておきたいことは，森林経理学を経営

学または経営経済学のなかの一分野として考えられるか

どうかという問題である。

すでに技術学（恐らく自然科学としての）7分経済学

3分の混合学であるという考え方，あるいは技術学と経

済学とを結び合わせる橋わたしとしての，いわば第3科

学である，とするような考え方もある。しかしそれはそ

うとして，森林経理学を綜合科学の一分科と考えること

は一応問題がないとしても，これを経営経済学の一部

分として扱うことは，丁度今日のアメリカ経営経済学

(BusinessEconomics)で普通行なわれているように，

あるいはMellerowiczの主張するように，「科学的管

理法」なる自然科学，心理学，生理学にわたる性格をも

ったものを，その一分野として扱っているのと同列に，

体系的な感覚からは非難あるべきことも予想されるにも

かかわらず，表面的にはかつてその声をきかなかったの

も，あるいはそう不思議でばなかったのかも知れない。

しかし今回野村氏が，この点に触れているので，ここに

2，3経営学者の所説を援用して私の見解を述べておく

こととしたい。

物的生産を行なうところの林業経営を，一般的に，そ

の柵造という見地から承れば，まずその根幹的基底をな

すものは，その生産技術的な組紬である。

なお経営構造の構成要素は，経営手段すなわち土地林

木原材料等の物的手段，その組識された装附と，さらに

従来の森林経理学ではほとんど捨象された作業労働とし

ての労働力とである。これはただ，しかし経営の客体的

な基底をなすのであって，経営には経済的概造すなわち

資本あるいは価値関係的な機造があり，さらにこれ等す

べてを経営としての統一的志向のもとに結合して経営を

運営し，目的達成に向って管理運営すべき第4の主体的

基本的要素が必要である。これは現代賢本主義経済社会

の領域に鎧いては，いわゆる企業家の職能として存在す

るものであることは云う迄もない。（野村氏はその箸

「林業経営経済学」において，この第4の要素をば，経

済学の文献で曾て承たことがないという理由で拒否した
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のであったが，すでに前世紀の終り頃いわゆる新古典学

派の始祖と称せられるMarRh211により，表現は若干異

るが提唱せられ，また近くはGutenberg教授，また

V.Mangoldt氏などによって主張せられていることを

知られたい｡）

しかし経営が経営体として活動し運営されるために

は，さらに付加的袖完的で，計画化組織化というような

職能体が派生してくるのである。いわゆる管理職能は一

般的には第2次職能と解せられているが，ことに長期生

産を特性とする林業経営の現時代の産業的集約度の段階

においてば，森林生産を秩序的に遂行するためには，特

に重要な意義を有する。

さてここにおいて肝要なことは，林業経営の場で用意

される物的要素は，それが単に存在する個をそのものと

しては，もちろん経営学的意味を持たない。単なる自然

学的(technological)な生産可能性を包蔵しただけの存

在たるに過ぎない。これ等が第4の結合要素により，経

営全体としての目的に合致するもののように結合統一さ

れ，有意的に装備された結合体となって初めて経営的な

意味をもったものであることになる。この組織されたと

ころの意味をもった技術的機成体は，それが全体として

の経営を櫛成するところの「部分的全体」と称すべきも

のとなる。そしてそれが全体との意味関連において経営

経済学の対象領域に入ってくる。繰り返えして云えば形

成的組織的な観点から，経営の技術的溝造は，組織され

たもの(organisiertes)としての承，はじめて経営経済

学の対象領域に入ってくることになる。かくして野村氏

が「経済学ではない」との簡単な論断に同意し得ない思

考が成立することになると思う。

されば私は今後とも経営経済学の対象領域にあるもの

として，森林経理学を取扱ってゆこうとする現在の考え

ば，変更する必要がないものと考える。

以上をもって今回の小論を終るに当り，私の感想をつ

け加えるならば，森林経理学あるいはこれを中核とした

学を，将来いかなるものとして展開させてゆくべきかと

いう問題については，その基盤である経営学の発展とも

常に照応して考え合わせ，林業経営を確乎たる科学基礎

にたつものとして育てあげてゆくという一点に目標を集

注して，われわれ多くの専攻学徒が協力し合って努めな

ければならないであろうということである、このことを

鎧後に強調して薙をおく。（34．7．13寄稿）

野村進行箸

「林業経済計画総論」

を続んで

半田良一
’

林業における「計画」樹立ということが，ここ数年来

にわかに各方面で論議せられるようになった。その背景

にある珈実としては，木材需要の一般的な増大によって

国民経済の立場からその需給計画の策定が要求せられて

いること（国家経済計画的側面)，およびその結果とし

て，大規模閲に限らず中小規樹氷業者までも長期的見通

しの下に多少とも企業家的考慮を念頭においた自律的な

林業経営への指向を示しはじめたこと（経営計画的側

面)，などが指摘せられよう。このような意味から，旧

来の森林経営の狭い殻を破って近代的な計画方式をうち

樹てることが，現代の森林経理学者・林業経営学者に共

通の課題となったわけである。この際斯学の大先輩とも

いうべき野村進行氏によって，この分野に関する最初の

包括的な体系を盛った労作「林業経済計画総論」の公刊

を承たことは，われわれ後学に力強い研究上の指針を与

えられたものとして喜びにたえない。また本書に象られ

る鋭利な洞察と卒直な問題提起とは，おそらく今後の学

界に大きな反郷を呼び起すことと思われる。筆者はまだ

浅学，到底野村氏の雄大な体系を全面的に岨嘱分析する

だけの力はないが，ともかくこの好著を前にして，この

分野における筆者自身の立場を反省整理する意味を含め

て，何らかの発言の衝動に駆られた次第である。非礼の

点も多いことであろうが，ひとえに御寛容を賜わりた

い｡

初めに本醤の内容を順を追って要約しておこう。

第1部序論…･(a)氏はどこでまず国家の策定する経

済計画，とりわけ資本主義経済計画の意義と特徴と

を述べ，計画の具体的な樵造にも関説したのち（第

1．2章),(b)「林業経済計画」の対象となるべ

き林業なる産業に固有の技術的経済的特質を整理し

ておられる（第3章)。

第2部林業経済と林業経済計画･･･(a)林業における

「計画」の共体的なすがたは従来「施業案」「経営

案」「森林計画」といった形をとっているところか

ら，野村氏はまず森林法に現われたこれらの計画編

成方針を批判的に跡づけ,(b)旧来の編成方針を一

筆者・京都大学
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賞しているいわゆる「保続原則」の概念と現代的意

義について検討を加えたのち露1章),(c)さら

に上述の産業としての林業の特質に基づいて，林業

部門独特のかかる細密な計画を樹立する必要性が生

ずるゆえんを指摘せられる（第2章)。

第3部林業経済計画と森林経理．ここでは個別経済

計画としての林業経営計画の一分野たる森林施業計

画に瀞目し，旧来の森林経理の体系を批判的に解説

しておられる。この部分はページ数にしても本番の

半ばをこえ，氏の体系の骨絡をなすものといえよ

う。特に氏は，吉田正男氏の著書「理論森林経理

学」の所説を詳細に検討し，それに対する批判を通

じて伝統的な森林経理学からの脱皮の方向を示され

るのである。すなわち氏の主張によると，森林経理

の具体的内容ほ，いわゆる保続性維持のために森林

収穫調整を図るということにつきており，吉田氏の

いうように理論学として完成した体系をもちうるほ

どのものではない，吉田氏の所説は独自の概念を駆

使して理論的粉飾を装っているがその内容ははなほ

だ空漠たるものにすぎない，と説明されている。

をどう調整して計画目標を設定するかは，それぞれの国

家それぞれの時代における経済の体質（換言すればその

歴史的発展段階）を基盤とし，将来漣向っての何らかの

ウイジヨンをもって決定されねばならない。この意味で

国家経済計画の計画論は個別性具体性をもったものとし

て論じられねばならぬという特色をもつ。一方国家がこ

の計画を実行に移すに際して支配しうる経済鐙（計画変

数）は，特に資本主義経済計画の下では著しく限定され

ている。従って計画遂行のための「実務」の体系が発達

する余地はありえない。

ただ林業部門にあっては，(1)国有林・公有林のウェイ

トが大きく，ここでは国や地方自治体は個別計画の主体

たると同時に，経営への投入産出諸量をそのまま国家経

済計画の計画変数として使用しうる点，(2)民有林に対し

ても自由経済体制には不相応な高度の統制が加えられ，

その統制手段の体系が個別計画の実行手段たる施業計画

とアナロガズな形で制度化されているという点に，他産

業とちがった特色をも,っている。しかしだからといって

現行の森林計画ないしそれに類似の蒲制度を，直ちに林

業の国家経済計画に措定することは誤りである。林業の

国家計画ほ土地利用計画・雇用計画・資本計画・生産計

画・輸出入計画の各側面から，所与の計画目標と計画変

数とを勘案して決定されるもので，民有林の森林計画は

生産計画の一部分としての位置を占めるにすぎない。

野村氏は，第一部でコルムの描いたアメリカ経済の購

図を例にひきながら，国家経済計画の樹て方を説明され

た。しかし残念ながら，国家経済計画の一環としての林

業計画に関する氏の構想は，本書では展開されていな

い。この方向への展開は現実の政策問題と取組むことと

なり，経営経済学の範囲を越えるところから，氏はあえ

て論議を避けられたのかもしれない。しかしわれわれと

しては，氏の序説の権想と第二部の森林計画制度に関す

る論議との間の落差の大きさを，やはり問題にせずには

おられない。氏が個別経済計画と国家経済計画（実はそ

の部分計画たる森林計画）との計画策定手段の類似性を

強調しておられる点も，国家林業経済計画の位置づけに

ついて読者に誤った印象をもたせはしないだろうか。

（
《

2

さて本番を通続して抱いた若干の感想を述べて承よ

う。

まず国家経済計画と個別経済計画との相異点について

考えて承たい。個別経済計画にあっては，計画主体は各

種の手段を直接統制して自己の計画意思を貫徹すること

ができる。またこの計画主体の経済行動は現実には各人

各様の動機に影縛されているとほいえ，資本制経済社会

を前提する限り，利潤最大（およびその持続）を唯一の

行動原理とするごとき「資本主義的企業者」を理想型と

して抽象することができる。そして採用可能な幾つかの

計画コースの中で，彼の計画目標に照らして最合理的な

コースをえらぶことは比較的容易であり，また一旦決定

されたコースを実現するためには精密な「実務」の体系

が備わっている。ゆえに個別経済計画の計画論の中で

は，かかる計画遂行の「実務」の論義が大きなウェイト

をもつことになる。野村氏も指摘せられるごとく，林業

部門ではまさに森林経理がこの位置に据えられるのであ

る。

これに対して国家経済計画の場合には，理想型として

捉えられるような単一の計画目標は存在しない。もちろ

ん近代国家では，計画理念として国民的厚生の増大とい

う指針に導かれてはいるが，具体的に計画数字との関係

で問題になるの朧完全雇用・生産性向上・国際収支改善

等為の形で提示される中間目標である。これらの諸項目

屯
下

一

3

森林経理学の有用無用をめぐって，周知のごとくかつ

て小沢・嶺両氏を中心に活発な議論が闘わされたが，野

村氏もまた本書で氏自身の立場から鋭い森林経理学批判

を試みておられる。ただいわゆる小沢・敬論争は，すで

に鷲尾良司氏が指摘せられたように（林業経済104号)，

かかる論争の生起した歴史的必然性への顧臘に乏しく，

きわめてプラグマックな技術操作の点の象を問題とした
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ために，何となく論理が空転しているような印象を免れ

なかった。本書の野村氏の立言は，森林経理学に対する

「人一倍強い愛蔚の念」のゆえに，表現は地味である

が，旧来の森林経理の諸概念を徹底的に検討批判してそ

のドグマ性と虚飾を拭い去り，経済計画実行手段として

の収穫調整技術の体系という経理学本来の姿を追求する

に大きな努力を払っておられる。これはかつての小沢氏

の爆弾的発言以上に，アカデミックな経理学の体系に鋭

い対決を迫るものといえよう。氏の明快な分析に対して

筆者は深い敬意と共感とを禁じえない。

ただこの問題について，筆者は次のような感覚を抱い

ている。いわゆる森林経理学無用論には，ややニュアン

スを異にした二つの立脚点が存するように思う。すなわ

､ら(a)経理学の中軸的概念たる保続性原則や法正林思

想そのものが高度の抽象概念で現実から遊離したものだ

ということと,(b)計画実行のための具体的方策（例

えば50～100haの面職をもつ作業級を設定してこれを

保続単位とするごとき）が固定化して経済与件の変動に

対処するだけの融通性をもたぬということである。これ

らの非難それ自体にはもっともな点も多い。(a)につ

いていうと，確かに林業部門における経営主体にば，企

業的林業・地主的林業．艇民的林業等等と称せられるよ

うな異質の存在が混在しており，それだけに現象形態と

理想型との距離は大きい。そのうえ収穫保続というとき

には少なくとも一輪伐期の年数を上廻る長い未来を念頭

におかねばならないが，かかる長期にわたって静態的条

件を仮定し，収磁保統を強調することの現実的意義が疑

われるのも無理はない。とはいえわれわれが林業という

産業を費本主装経済社会の一環として把握する限り，理

論職成の遮礎としてそこに何かのモデルを打ち樹てよう

とすれば，やはり資本制下の企業体の理想型たる永続体

組織体（ゴーイング・コンサーン）を抽象モデルとして

設定するほかはあるまい。われわれはむしろ，いわゆる

森林経理学が保続原則や法正林概念に付与した鎮雑な内

包をひとまず清算し，これらを林業経済学の範嶬におい

て,林業経営理論の基礎概念として把握し直すことを提

唱したい。このことは逆に森林経理学に収穫調整技術と

しての本来の位腫づけを付与することをも意味する。

次に(b)の批判ほ，経理学的技術が最大限に実地に

採用されている国有林などで，斯学の所説を楯として保

守的停滞的な経営櫛埋が行われ易いことに基づくように

思われる。林業の再生産にほ極端な長期を要するから，

計画の編成更改に十分侠腫であらねばならぬことは当然

である。しかしそれにもまして計画の与件たる林業生産

および林産物利用の技術が進展し，それに伴なって林産

物市場椛造も展開してゆく，その歴史的な発展過程を直

視し，計画編成方針を時と楊所に応じて弾力的に適合さ

てゆくことは，個別計画の場合も国家計画の場合も等し

く肝要である。保守的な林学者ないし林業技術者の一部

には，前者を重視するのあまり林業を支えている国民経

済購造の変質に眼を蔽わんとする傾向がなかったとはい

えない。小沢氏の発言はこれらの人々に強ﾙ､反省を促し

た点きわむて有意賎であった。しかしそれはあくまでも

計画手段の現実への適用面での保守性を衝いたもので，

手段樹立のテクニックをしての森林経理への否定の論理

とはなっていない。経理学に対する小沢・嶺両氏の見解

が遂に次元のズレを埋めきれずに終ったゆえんである。

4

以上野村氏の著譜の概要を紹介し，その全般的な構成

および意図に関連して，筆者の感想を書きつづってみ

た。そのほか本諜の個別的な論点についてば若干疑問の

点もないではない。例えば，前著「林業経営経済学」に

詳論されている点だが林木伐期令決定原理漣関する氏の

理解，また本書第一部第三章で林業が資本集約か否かを

論じられるときの「集約度」概念の捉え方等袋。しかし

これらの諸点に詳しく立入ることは，筆者の個人的関心

に偏して本番の全体的な評価をゆがめることにもなりそ

うなので，別の機会に譲ることとしたい。いずれにして

も本瞥は，林業経営学・森林経理学の両分野にとってき

わめて重大な発言を含む画期的な労作といえる。関係の

方々によって今後本醤をめぐる活発な討論の展開される

ことを希望してやまない。（34．5．18寄稿）

一おわび一一～

本誌6月号23～27ページに掲載した「苗畑土壌調査

の実について」の筆者名を安井隆夫といたしましたが安

居隆夫の誤りでしたので，ここに謹んで訂正しお詫び申

し上げます。
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年からで，
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出したのは昭和31年からで，小沢さんが中心でやられ

たわけであり童す。

次にその改正を必要とした脊景でございますが，簡単

に申しあげますと，日本経済の急速な発展にともない，

木材の需要量が増大して来た経済惜勢と戦後の林業政策

としてとられて参りました国土保全を重点とした政策に

よって，森林の状態が復興されたいというような客観情

勢とのかねあいから，林業政策のその後の方向が日本経

済の発展の方向に順応して，森林生産力の墹大をはかる

とともに，産業としての林業の経済性をたかめていこう

という方向に向けられて来たわけであります。そこで林

業政策推進の原動力である国有林は当然その方向にした

がって体質改善をやり，生産機榊を近代化して国有林と

しての使命を果さなければならないのだという事になっ

たのであります。それがためにはまず国有林の経営の基

本である経営規程の改正が取り上げられなければならな

いという事で，大きくクローズアップされて来たわけで

あります。改正の過程において特に中心となった論点は

三つあったわけで，その一つは昭和26年に改正されまし

た森林法にもとずく森林計画と国有林の経営計画を，よ

り密清させて，森林生産力増強という目的のための国家

的な施策が有機的に，またより効果的であるような形に

もっていきたいということ。二つめは般近とり上げられ

ている国土開発が主要流域を中心とし，あるいはそれを

さらに拡大した地域ごとに総合開発形式がとられている

ので，国有林もそういう産業椛造の中にあってこれに協

力していかなければならない。それがためには現在の経

営単位をさらにこれらの方向に密着させた形まで拡大さ

せて，より合理こしていかなければならないのじやない

かという問題，それからもう一つば経営内部の問題にな

るわけであります。前の二つの問題が，いわば林政目的

達成に協力する目的意識でだされたものでありますが，

もう一つは経営を企業的に運営しなければならないとい

うねらいと前の二つとの調和をどうするかというこの問

題です。そのためには現在の経営体制のどの面をさらに

合理化させるか，たとえば地種区分をそれぞれの目的に

応じて区分させたり,あるいは伐採戯の決定,伐期令の問

本会皆さん，お忙しいところ有難うございました。

国有林の経営計画につままして，いろいろ最近取沙汰さ

れている問題もあるように見受けられます。それにつき

まして直接その衝に当り，そういう問題を常を御研究な

さっていらっしゃる方に忌揮のない御意見を交して頂き

たいと思い，今日お集り頂いたような次第であります。

つきましては子幡さんに司会していただいて進めて頂

きたいと思います。

子幡新しい経営計画にうつってから約1年ちょっと

経ったわけですが，生産力増強計画をおしすすめるなか

で，経営計画のたて方の問題，具体的には伐期令の低下

の問題，地力の低下の問題，育種の問題，北海道の拡大

造林に対する批判などと，いろいろな問題が出ているよ

うに思います。その間にはいろいろ誤解というか，林野

庁側の説明が不充分であるという面もあろうかと考えま

す汲また批判は批判として充分われわれとしても検討

して今後の発展を期したいと思っているわけです。本日

は林野庁，大学及び試験場の方々の鐙集り起私は現在

営林局の事業部長をしておりますし，一応中立的な立場

で発言させて頂きたいと考えていますが，問題のすすめ

方としては最初に新しい経営計画の概要といったことを

解説的に話して頂いて，森林計画と国有林の経営計画と

の関係とか，経営合幽上計画と経営計画のつながりの問

題とか，そういったものにふれながら，先程申し上げた

ような現在取沙汰されておりますところの，具体的な問

題について，いろいろ御検討お話し合い願いたいと思い

ます。では林野庁の方から改正の主要点といったことに

ついてお述べ願いたいと恩L,ます。

（
《

●

ザ

＝

新らしい経営計画

秋山でば，私から話しの順序といたしまして，すで

に皆さん方ご承知の事でございますが，今度，経営規程

が改正されるに至りました動機と主要な改正点につきま

して，かいつまんで申し上げたいと思います。この経営

規程の改正の問題が取り上げられましたのは，たしか昭

和28年の秋頃だと思います。それが本格的に検討され
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題を，当面それに合うように合理的にしなければならな

いといった問題。こういうような三つの問題がその論議

の中心となった次第でございます。それでこういう問題

につきまして，その後ずつと討論を重ねまして昨年の2

月に農林省訓令第2号で，経営規程が改正されたのであ

ります。それでは次に改正された主なる点について簡単

に申し上げますと，先ず第1点は森林計画制度との関連

を明確にしたことです。国有林の経営計画は，森林計画

に従って作るものだという聯を明確にすると同時にその

計画作成の単位である従来の経営区525を拡大して106

の経営計画区といたしまして，この経営計画区の領域と

基本計画区のそれをできるだけ一致させたということ。

それからその編成の時期でありますが，これも森林計画

と一致させ，その実行期間も5カ年とするなど，要する

に民有林と国有林の調整の埜盤というものをまずできる

だけ一致させたという事が改正点の第一です。二番めは

森林の地種区分を，経営目的により第一種林地，第二種

林地，第三種林地という風にわけたこと，三番めは経営

の単位を，経営計画区にまで拡大して，民有林との調整

をはかると同時に，木材生産に弾力性を与えたというこ

と。四番めは標準伐採令の算定方式を現在の国有林の森

林織造に密着させた形にかえたということ，五番めは経

営の仕組を合理化したことであります。ここでは蓑ず作

業級を廃止して，それに代るものとして経営計画区を通

して施業団をもうけ，これによって施業方法を標準化さ

せ経営の合理化に資するようにしました。それから伐期

令の定め方も収謹避般大の時期を基準といたしまして，

経済性を考臓して定めることとしたこと，その他こま

かい点がございますが，そういう点等をかゑあわせまし

て，要するに経営仕組承を合理化したわけです。もう一

つは年次計画を作らせる事にし，従来の3カ年計画にか

えさせて経営計画の実行を確実にし，しかもその事業実

行にあたって企業的な弾力性を与えたという事でありま

す。以上が大体今度の経営計画の改正の主なる点でござ

います。この改正せられた内容は当初の構想からは一歩

後退したような形で作られた点がないわけじゃないので

あります。で，そういう点などでもいろいろ問題が出て

くると思いますが，一応改正された主な点を申し上げま

した。

森林計画と国有林経営計画

子幡どうも有難うございました。大体御理解いただ

けたことと思いますが，最初にこの改正の大きな目的の

一つでありました森林計画と，国有林経営計画との関係

について，これは具体的に現在どのような格好になりつ

つあるか，またその点をどのように発展させたらいいか

という事につきまして一つ・・・…。

野村今度の経営計画の問題につき雲してば，抽象的

には，非常にいい計画を盛り込んでいるというように思

われるのですが，実際われわれが今度の経営計画を読ん

でいる時に，それならば一体具体的にどういうふうにや

るのかという点について，かなりの疑問もあるわけで

す。まず第一に先程秋山さんの方から説明があったので

すが，国有林と民有林の施業の調整問題，これは非常に

重要な問題であるわけですが，この点について具体的に

どういう風にやっているのか説明して頂きたいと思いま

す。

篠田僕もその点で，具体的に施業調整とはどういう

ことか，森林計画の内容は今までのものと違ってきたの

か，あるいは現在の森林計画制度の目的，ねらいは，ど

ういうところにあるのか，という事からまず．…・。

秋山いわゆる森林計画制度の目的というのはやはり

森林法の第一条に書いてあるように，森林資源を培養

し，森林生産力をたかめる事によって日本経済に寄与す

るということじゃないかと，私は思っておりますが，つ

ぎに施業の調整の問題ですが，まずとりあげられた問題

は保安林の配備計画における国有林民有林の調整でし

た。これは割合うまく調整されております。国有林の経

営規程が改正されまして，前にのべましたように経営の

単位が経営計画区まで拡大され，同時に基本計画区とで

きるだけ一致させるように，また編成年度や実行期間も

森林計画とあわせるようにしたので施業調整の基盤が漸

くできあがったわけです。そこで具体的に伐採量や造林

量，あるいは林道計画の調整の問題ですが，伐採量につ

いて申しますと，国有林については，収穫保護に支障の

ない範囲で，できるだけ多く供給していこうという形で

出し，民有林は既往の生産量に今後の見通しをつけなが

ら出していくという過程をえまして，両者の誘整をなし

森林計画の華準伐採立木材職が定められます。それから

林道ですが，従来は国有林，民有林が関連なく作られて

おりまして袋小路的林道がなきにしもあらずでしたが，

こういう問題につきましても，国有林，民有林相互でプ

芦ツク毎に調整をはかって，真に林道として利用する形

に調整をもっていきたいと思います。その一つとして昭

和34年度から国有林においては民有林協力事業として関

連林道の開設を談極的に行なうなど，その調整が具体的

にはじまりました。しかしまだなんといっても不充分だ

と思っております。その大きな問題点はいわゆる現在の

森林計画の上に国家森林計画といいますか，国有林，民

有林を一つにした総合的計画のハツキリしたものがまだ
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出ておらないことです。「林業の長期計画」はこのはし

りであるとおもいますが，もう少し線のピッとしたさら

に具体化された計画がなければいけないのじやないかと

思っています。もう一つは伐採量等の調整の問題でござ

いますが，今の調整方法は不充分だと思っています。経

営協議会形成等を採用いたしまして地方産業職造の今後

の発展にマッチしたように国有林と民有林の伐採麓を調

盤しなければ真に国有林，民有林の施業の調整はできな

いと思います。現段階ではそういう意味では調整の遮盤

を作り上げて，これから積極的にやり出すんだという風

な段階じゃないかと，われわれ一応自分なりに考えてお

り童す。今後一層そういう点につきましては拡充強化し

ていかなければならないと考えており蚕す。

子幡どうですか，篠田さん。

篠田どうも書かれた事とあまり変らないような気が

してね。

岡ただこの問題は先程おっしゃい童したように誕生

してまだ間がない。現在の段階で具体的になにがあるか

というと計画の場を一緒にしたことと編成年度および編

成期間を同じにしたことの2点ぐらいでしょう。もちろ

ん，その他にもさき程申されたように保安林，林道等に

ついては民有林，国有林の間の調整の成果があがってい

ますが，それ以外についてば内容的に未だしの感があ

り，とくに重要な伐採量についての調節砿，内容的に縁

とんど調整されていない。今後森林計画制度を実施して

行く過程で一つ一つ解決して行かなければならないと思

います。

篠田森林計画の，最後の最も重要なねらいは具体的

にはどういうところにあるのですか。

小沢．やはり賎大の重点というのぼ最高の生産力をあ

げるんだという事になるのだと思います。抽象的になる

けれども，結局木材を多量に国民のために供給すること

にある。そのために幟計画的生産が必要だという意味で

森林計画が必要になる。ところで現在の森林計画制度が

そのように動いているかといわれると，必ずしもそうい

うように動いているとはいいきれないでしょうね。

篠田内容がそういう風な方向にあるのかどうか･･･

小沢その方向にはあるだろうと思うけれども現在の

森林計画制度では，表面にはっきりとはおしだされてい

ない面はありますね。しかし，所有者の経営意識を高め

る制度として普及事業があり，それを側面的な支えとし

て，森林計画は動いておりますから，国有林のように数

字的に目標に向って迩進するというわけに行きません

が，生産力を高める方向に向って努力していることは事

実です。

篠田国有林では具体的なものができつつある。それ

と同じように朧民有林ではいかないかも知れないが，そ

うした方向が具体的にある程度でも，出ているかどう

か。

小沢民有林の長期計画（生産力増強計画）が作られ

つつあるか，どうかという事ですか。

篠田そういうような方向にね。今のままでば民有林

については伐採量を溝さえてあとは植えなさいという事

にとどまっているように思います。もう少し談極的に考

えるのが当然なのか，あるいは考えられないのか，どう

かという事なんですが．…。

大内基本計画の基準伐採立木材誠ですか。あれはど

ういうふうにしてきめられているのですか。

秋山これは林産物需要量と伐採鉦の関係，林力の延

び国有林と民有林の関連などと検討して定められるので

すが，国有林の場合はできるだけ保続に支障のない範囲

で伐採量を出しております。民有林につきましては算出

過程で成長量や制限林の許容限度などいろいろチェック

因子があるのですが，最後は既往5カ年の伐採趣が大き

な因子になってきているのですね。そのへんに一つ問題

があると思います。既往の伐採量がどのような理由で発

生したかという分析がまだ足りない気がするのです。と

いうのは最近特に問題になっております大森林所有者の

伐り控え傾向をどういう風に分祈するかという問題瀧当

然からんでくるからです。

子幡今の問題はどうも森林計画制度そのものに入り

すぎたようですが,･話をもとへ戻して，森林計画と経営

計画についてですが先ほど岡さんがいっておられたよう

な，場と期間という問題これはたしかに実施した当切か

らピタッと合うという事朧期待できなかったわけです。

しかし，最近林業経営協議会を各県別に設けたりして，

国有林，民有林の調整の問題は実行面において相当秋極

的になってきていると思います。これがさらに経営計画

の面でうまく推進されていくかどうか，実行一年で具体

的な成果はあらわれないと思いますが，その辺のとこ

ろ，それをさらにどういうふうに発展させていったらい

いか，今後問題があると思いますが…･･

野村その点が具体的にハッギリ出るためには先程お

話のでました国有林，民有林全体を抱括する政策がハッ

キリ打ちだされませんと，どうしても問題がのこるよう

な気がします。先程の，たとえば森林の生産力増強とい

うものが，日本林政の最終目的であるといわれるわけで

すが，それで具体的に林政目的を明示したことにはなら

ないと思います。ナショナル・エコノミー，あるいは一

つの産業としての林業といった異なった視点から，一体

（
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その生産力のあり方はいかにといった，ヨリ具体的な明

示がなされなくてはならないと考えられます。

再言すれば，日本林政の最終目的を，ナショナル・エ

コノミー，ならびに林業という一つの産業の発展といっ

た両視点から，ヨリ具体的に明示する必要があるという

ことです。

岡森林計画制度が国家経済政策の見地に立ったもの

か，それとも個別産業政策の見地に立ったものであるの

かによって大分内容がかわってくるのじやないかと思い

ます。現在それについては，論議されているでしょう

が，その問題は来たるべき第3期森林計画の中で，はっ

きりと結論が出されるのではないかと思います。

野村当面はどうですか。生産力増強というのは生め

よ殖やせよという形で安い価格で日本資本経済の発展の

ために林産物というものを提供するというのですか。

秋山最終目的は基本的には野村さんの言葉を借りれ

ば，産業としての林業の経済性の向上にあるといえまし

ょう。たまたま生産力増強という手段によって，と解す

べきじゃないかと思います。

野村大体そういうふうに一般的に考えているのです

ね。

国有林経営合理化と経営計画

子幡大分森林計画との問題がハツキリして来たと思

いますが，次に国有林の経営の合理化といいますか，生

産力増強計画の問題に絞って話しを進めていただきたい

と思います。全体的な問題として，国有林の生産力増強

計画というものが，経営計画の中においてどのように運

営せられていくか，また生産力増強計画は，木材価格の

問題に関連してどのように進めていったらいいか，そう

いったような問題につきまして，小沢さんからお願いし

たいと思います。

小沢一般の企業の場合にも経営計画の中には長期計

画と短期計画があるように，国有林の場合は生産力増強一

計画という40年計画を一応長期計画と見なして，各5

年毎に作られていく106の経営計画を短期計画とよんで

よいでしょう。国有林に関してそういうふうに考えた場

合，一番問題がおきそうに思われるのは106の経営計画

の各たが5年に一度づつ階段状に作られていくのです

が，長期計画たる生産力増強計画は，全国有林を通じて

一時点で作られるので，この間のつながりというものが

今の所密接にいっていないわけです。そこで106の経営

計画の各盈が5年に一度づつ作られていくと同時に営林

局としては5年毎にできれば，森林計画が一巡する毎に

その時点で一斉に局の長期計画をたてて林野庁としての

中央長期計画（生産力増強計画）とチェックする。仮り

に40年とすれば8回チェックされるわけです。そうい

うチェックがおこなわれていくものとすれば，経営計画

で作られていったものが稜上げられていって，40年た

ったあかつぎには，はじめて生産力増強計画が机上のプ

ランでなくて実際地に下りたプランになったわけで，こ

ういう形をとる。こうしたことを目下計画課では研究し

ているわけです。その場合次に問題になるのは，一般に

考えられている経営計画というものとは多少ちがうよう

に思うのです。経営計画を見ても経済的経営といいます

か，企業計画といったものが出ていないといわれること

が多いのですが，っ鬘り106個の経営計画区，あれが一

般にいわれる意味での経営の単位であるかどうか，経営

学の上から考えれば経営と企業はうらはらなもので，抽

象的に考えられる二つの側面であるといわれるのです

が，国有林全体ではじめて企業であり経営であると思う

わけです。そう見ていけば経営計画区は企業の単位では

もちろんないわけですが，経営の単位ともいえない。し

たがって，経営計画は部分計画で，真の意味での経営計

画ではないということになりましょう。そこで野村さん

のいわれるような具体的な問題，つまり経営経済的な問

題は106の経営計画からほでてこないのじやないか。し

たがって，長期計画たるあるいは企業経営計画たる生産

力増強計画が部分計画たる106個の経営計画におりて来

て具現してくるということになるべきでしょうが，その

点われわればまだ勉強が足らんので，生産力増強計･画を

真に国有林の経営経済計画にまで高めなければならない

という意味で問題はあります106個の経営計画の中で，

そういう何といいますか，企業性のある経営計画という

ものを具体的にそこに期待すべきかどうか。あるいは物

的経営計画にとどめ，つまりいまのべた国有林全体の経

営経済計画へ積上げてゆく基礎計画と考えるべきか。も

つと端的にいえば106個の経営計画を，技術的経営計画

にとどめるか，経済的経営計画にもって行くか，一応

理論的に研究してみる必要があるよ.うに思えるのです。

篠田たしかに用語としては，小沢さんのおっしゃっ

たように，経営計画というものは企業全体の一つの計画

だろうと思うわけですが，今の経営計画というものはそ

の中の一部分じゃないか。それに経営計画という名前を

つけると全体の経営計画があるのかどうかわからなくな

りますが，やっぱり全体についての一つの経営計画はあ

るはずだ，またなければおかしいという気がするのです

ね。全体と部分との関係をどうするか，しかも1/5づつ

毎年編成してゆく場合，その経営計画区の計画の規模，

事業等その裏づけとなる資金など，何を基準にして立案
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するか問題です。

小沢というふうに解釈したいのですね。したがって

'06個の経営計画は,その中の部分計画と称すべきもの

じゃないか。だから具体的に野村さんの指摘されたよう

なものですね。こういうものを106個の計画の中に入れ

ようとしてもハッキリ出てこない。真の意味での経営経

済計画が国有林を通じて生れてこなければならない。そ

してそれが先程お話しになった森林計画に関連をもって

こなければならないとね…･･

子幡なる臆ど，むずかしいな。

篠田今，問題になっている生産力増強計画というの

はどの範囲までのこと，つまりいわゆる国有林経営合理

化計画の一部分の生産力増強計画と』､う意味ですか。

秋山生産力増強計画といいますのは，ある意味じゃ

合理化計画とイコールだと考えていただきたいと思いま

す。といいますのは，要員配置の問題とか，それから生

産施設の整備拡充等の問題というものはですね，これは

生産力増強計画の一部として考えられるんじゃないか，

という意味におきましてイコールと見ていただきたい。

当初は生産力増強計画となっていたのですが，その後経

営合理化という表現になったのでま。しかし一般通念か

らいいますと，合理化は首切りの問題にすぐつながると

いう事で，一般に誤解されるということで再び生産力蝋

強計画に統一されたのです。この生産力増強計画の目的

といいますのは，老令天然生林を人工林に変えていくこ

とに主眼があるわけで,現在115万町歩ある人工林を40

年間に300万町歩に拡大し，あわせて生産施設その他を

整備拡充して，生産体制を近代化し，収獲盆も現在の倍

くらいにしていくというのが狙いです。そういうような

意味におきまして，経営合理化はイコールだと考えてい

いのじゃないかと思います。

篠田今までの経営規程でも，古い施業案規程でも那

業実行の照査ということ実績と計画との比較とその原因

分析，前案の検討ということが定めてあった。それを今

度は除外しているのでしょう。あれはずい分重要な規定

じゃないかという気がするのですが。

秋山あれはこういう意味で除外しております。前の

規程当時は内部監査規程ができておりませんでしたが，

昭和27年に内部監査規程が制定されましたので，重複を

さけるい象で除いたのですが。

篠田監査ということになると監査官がやるものでし

ょう。

秋山これは私の個人的意見ですが，その問題は今後

監査課が経営計画編成の前年度にその経営計画区につい

て総合騰査をやる形にもっていかなければいけないと恩

いますね。

篠田最初に経営計画をたてそれを実行したあとに，

計画がよかったか，実行が良かったか，あるいは情勢の

判断が良かったか，計画と実行の差の原因は何かを充分

検討してそれを次の計画に生かしていくのだという事

は，林業では重要なことであり，施業案時代からとられ

て来て，非常にいい点だったのにそれを臘査規程にゆず

られてしまったのですね。生産力潮強計画と経営計画と

のチェックもぜひやらなければならないが，それととも

に，経営計画による実行の照査は是非やらなくてはいけ

ないと思いますね。

小沢それは確かに大事な事です。むしろ極端ないい

方をすれば，計画課は計画と照査さえしっかりやってお

れば，あとは実行にまかしてよいともいえますね。

篠田結局今までの経営計画が実行できなかったの

は，実行できなかった事情もあるけれどもその辺のとこ

ろを充分検討していなかったところに大きな原因がある

ように思いますc

子幡経営計画が5カ年になったという事で，批判が

別の意味でやりにくくなってはいないだろうか。前のよ

うなやり方だと，批判がほじめの2年目か，3年目位の

ところでとどまってしまう，という事になるのじやない

ですか。実行期間が5年になったという事において，そ

の点がむしろ別の方法でやらなければいかんというよう

な結果にならんとも限らない。

大内そういう過去の計画と実行との関連の問題，そ

の場合の過去も，前案という事でなしにもつとさかのぼ

って，国有林として実行がどういう風に変って来ている

か，そういうものに基づいての経営計画，たとえばドイ

ツの近頃の経営計画のいき方はその点が非常に強く入っ

ている。林業の一番基本的なものの一つが長期性という

ことからきているから，過去数十年にわたる実行の照査

に蕊づいた上でする。そそいう点が強調されています。

小沢前の規程の時もそうだったんだけれども，結局
は実施されずにおわった例の基本簿ですね。経営計画区

毎に基本簿的なものを整備させていくと，今大内先生の

いわれた事がわかるのですが。

子幡記録自体が正確にのこっていくだろうかね。

篠田特別会計になって10年になるでしょう。過去

の数字をどの程度検討されているか。

野村その場合，ドイツのたとえばディーテリッヒに

しても大内さんのいわれましたような形にやれと書いて

あると思うのですが，過去の資料を用いて，将来の林業

経常をより良い方向に組織ずけるといった場合，具体的

にば一体どのようにするのかについては，理論的にいま

｛
《

き

旬

‐

－31－



座談会；国詣林の経営計画について

だしの感がするのですが，いかがですか。

大内ディーテリッヒの林業経営学第一巻の後半に鐙

いてそういう事は相当詳細に説明しておりますが…･･

野村おそらく，なんといっても現在のところ長期の

生鴎&程をもつ林業において，過去の資料を有効に駆使

しながら将来合理的な経営計画を立案するといった方法

論の問題は，われわれにとって重要な課題であると思わ

れます。そして林業経営にたずさわっている人達は現在

この問題に苦悩しているといえるのではないでしょう

か。

子幡この問題については林野庁としても研究をして

いただいた方がいいですね。

木材需給と生産力増強計画

野村それから生産力の増強計画が長期の問題と考え

られるのですが，そ為場合需要の面を見通しながら一つ

の長期の生産力墹鼓を考えているのですか。

秋山そうですね。今の生産力増強計画の基礎になっ

ているのほ林業の長期計画ですね。昭和70年頃の木材

需要量は2億8千万石になるということにベースを置い

た計画です。

野村数十年といった，かなりの長期における予測と

いうものは，一般にかなり大きな誤差があるというのが

普通rです。たとえばアメリカのスタンフォード研究所と

山林局のやった需要予測の間にも相当の開きがあるし，

日本の場合でも林野庁朧2億8千万石，稲葉さんのもの

は4億5千万石と，相当の開きがあります。大勢的には

需要は瑚大傾向をとると思われますが，需要推定の誤差

からくる予期せざる経済変動，たとえば価格変動が発生

しないという保証はないわけですが，そういった場合，

これに対する弾力的な対応の仕方，同時にトータルの予

測の検討もかなり慎璽にやるべきじゃないかと思いま
す。

岡生産力増強計画の背紫には，絶対的な供給不足と

いう事が画かれております。ただ短期的には経済変動に

よって国有林の伐採斑を調節しなければならない場合も

生ずると思い童すが，たとえば一時的な不況で木材価絡

が暴落した場合等はですね。しかし長期的に見た場合に

は将来においても供給は絶対的に不足するのだという前

提はまず間違いないのじやないかと思いますb需要と供

給可能量の差がどれ程になるかということによって長期

対策にもおのずと差がでてくると思いますから，将来の

需要量を係数的に正しく把握しておく必要はもちろんあ
ります。

野村需要供給は相対的問題です。たとえば一般に予

想されるように実際に需要が将来急激に増加･して行くと

した場合，増強計画をやらなければ供給量が少なくなり

ますから，価格はおそらくぐんく・んあがっていき蓑しよ

う。その場合には需要の減退のおきることは考えられま

す。このように将来需要の増大があるという場合にほ，

やはりその前提条件が問題になると思います。価格その

他の因子をおり込んで，たとえば一定の日本経済の発展

を考えた場合，将来どういうふうに木材需要はのびるの

かという見通しにおいて，将来の需要計画をたてまして

ね。それに対応する生産計画はどうなるか，というふう

に考えるべきではないでしょうか。

小沢野村さんのいわれるのは，資源局でやられたよ

うな前提をおいてですね。林野庁の長期計画はたてられ

たか，といわれるわけですか。

野村そうですね。

秋山長期変動の問題につきましては5年毎のチェッ

クにおき室して対処していくべきじゃないか，もう一つ

の景気変勤によるものにつきましては先程岡さんがお話

しになりましたように，国有林の場合についてですが，

木材価格調節資金というものを内部にもっており，これ

に対処していくというようにすべきじゃないかと思い薑

す。この問題はやはり今後の制度の改善にまたなければ

なりませんが。

小沢野村さん，どうですか。その方面の専門と思い

ますが，需要の価:僧弾力性は小さいわけでしょう。その

場合国有林が将来価格政策をとったとした場合，どの程

度国有林として操作できると考えたらよいのですか。

野村具体的に価格政縦を実施する場合にば，具体的

な林産物市場ごとに，その需要の価格弾力性の大きさと

か，その市場における国有林のウエイトなどを充分検討

すべきであると思います。

ただよく艇業経済分野の人達がいわれるのですが，林

業分野には国有林といったすぐれた強力な組織があり，

いかなる政策も実にやり易いと思うのです。風倒木処理

において示されましたように実際国有林には相当の実力

があるわけです。

小沢その場合，今年などは国有林は6,500万石くら

い予定しておりますね。そういう中で価格操作をすると

仮定した場合，一体どの程度のものが大ざっぱにいえま

すかね｡既設の設備がありますし,労務者もかかえている

ことなどから，勤蝶を縮少したりあるいは拡大したりで

きるかどうか，そこに限界がある。その場合どの程度な

し得るか，全体から見れば国有林の生産量は全体の用材

で3割位ですね。それでどの程度の効果が出てくるか。

野村やっぱり僕は具体的に佃i格政策をやる場合には
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いいのじゃないかと思います。また，国有林の占める2

割3割の生産で価格調整がある程度できる方法というも

のを政策的に考えなければならないのじやないか。この

問題，大内さんからちょっと･…。

大内今まで議論されたのは主として短期的な価格の

動き，それに対する対策，そういうことで出たんです

が，もう一つ国有林の長期的生産力増強政策に関連する

価絡の問題として，長期的価格政策，こういう観点が必

要だと思います。その場合仮りにいろいろ予測されてい

るように木材の需要が長期的にどんどん上っていくとい

うたてまえがとられる場合，その価格を安定した形でも

っていきたい。こういう狙いが政策的にあるとすれば供

給の方もそれに対応したやり方でもっていかなければな

らない。先程林野庁の長期計画の話しが出ましたが，40

年後に2億8千万石になる。こういう点が強調されてい

るわけです。むしろ実際は40年後というよりも中間の

過程の動向が問題になって，どうなっていくのかという

事にあるような気がするのです。というのば資源局でや

りました生産の見通し，そういったものを見ますと民有

林の方ではむしろ問題は今後の20年間に集約される。

それ以降ば大分事情が変ってくる。そういう風な事が出

てきたわけで，それ等に合わせたような国有林の長期生

産力増強計画というものが考えられていいのじゃない

か，40年もというよりむしろ当面の20年間を，安定的

な{ili絡の線で需要にこたえていくには国有林としてどう

したらいいか，その辺をもう少し深く検討していただき

たいと，そういう気がするのですがね。

野村今大内さんは安定の問題からいわれたのです

が，その場合にもやっぱり水準の問題が関係してくるの

ではないでしょうか。

もつと各市場毎について，各製品毎について，価格弾力

性等の大きさ，あるいはその他の経済的性格を調査して

いかないと，一概にはいえないと思います。地域毎に価

格政策のやり方は当然遮ってくると思います。一番具体

的に適切に考えられますのは木炭の場合であると思い室

す。その需要の価格弾力性は小さいといっても間違いな

いと思いますし，しかも特定の市場がハツキリしており

堂すから，東京なら岩手と，東京の需要で定まるという

場合は価格操作の具体的なプランはかなり容易に出来る

と思います。わたくし憾やっぱり具体的にすすめる場合

には，具体的に国有林の分布の問題とか，あるいは製品

の市場毎に林政のやり方を検討していくべきではないか

と思い菫すが，どっちにしても国有林がこれだけのウエ

イトを占めている事を考えますと，他の産業にくらべて

楽観していいのじゃないかと思いますが。

秋山ただ現在，針葉樹が総生産量の85％くらいを

占めてい童すね。ところが国有林で今後伐採される内容

ほ，低質の広葉樹が多くなってくるのです。いわゆる一

般の木材市場で占めている針葉樹の圧力は少なくなるの

ですね。国有林の生産材は特定の樹種は別として，いく

つかのブ宿ツクにわけて木材需要別に枕討しなければい

かんと思いますが。ただ伐採蛍を調整するだけで価絡調

整ができるかという事は，僕はまだ疑問をもちますが，

木材価格調節資金の活用も考えるべきでしょう。ただ北

海道の場合は本当にできると思います。

野村北海道におけ為林産物需要の約7～8割位は国

有林から出ているわけですね。実際民有林からのものば

すくないのです。わたくしはパルプ材価格の予測をする

ためにその需要供給方程式を組んで幕たのですが，国有

林の木材生産を，供給を支配する主要ファクターとして

考えて承ますと今までの価絡の動向がかなりハツキリ説

明がつくわけです。一概に短期的な価格の動向を支配で

きないということに，きめつけるんじゃなくて，地域毎

に，用途毎に市場調査を厳密にして，ここではこういう

ふうにできる。ここではできないという限界をたしかめ

るべきだと思うのですね。

子幡価格の問題につきましてば，科学技術庁でわれ

われが木材需給の長期見通し作業をやりましたとき，そ

の途中において稲葉さんとか，都留さんとかいう人とか

ら木材の価格はどうなるのか，それによって需給の関係

は違うぞという発言があったのですbそれば当然あくま

で考えなければならないのですが，非常にむずかしいと

いうか，今後の大きな課題だろうと思うのですね。これ

については科学技術庁や林業試験鍵あるいは林野庁も

そうですが，本腰をすえて問題をとり上げてもらったら

｛
《

△
＝

■

『.亀

地種区分と経営仕組

子幡まあ，その問題はなかなかむずかしいし，この

程度で次に進まして頂きたいと思います。経営計画にお

ける問題として具体的に地種区分の問題，あるいは経営

仕組みの問題，そういった事に入っていきたいと思いま

す。地種はご存じのように第一種，第二種，第三種とい

うふうにわけられておりますが，この地種区分といいま

すか，取扱いについて二，三批判も出ているわけです。

こういう問題について林野庁の考え方と意向…･･

小沢そのことに対してはいろいろ外部から批判もあ

り寮すが，第一種，第二種，第三種にわけたという中に

国有林の経営のむずかしさが如実にあらわれていると思

います。ですからどこまでいってもこれに対する批判と

いうものは出てくるし，いつまでたってもそうすっきり
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した形では解決の方法もないだろうと思います。むしろ

批判をまずお聞きしてから｡･･･・

子幡国有林自体の使命にその経済的な面と国土保安

というか非経済的な面というものが，奥地であるという

事を前提にした場合にから承合って来ている。それを国

有林という立場で考えた場合に割切れるかどうかという

事じゃないでしょうかね。そして第三種にも同様の問題

があるわけですが，昭和23年に作った経営規程の場合

でも一応わけるという事で最後まで考えて見たわけです

が結論的にやほりわけにくいということになったわけで

す。それが特別会計であることから，原価計算とか，損

益計算とかいうことが，監査あるいは会計検査院的な立

場などからいろいろいわれるのに対し，またわれわれ自

身としても経営の成果を適確に知りたいという気持から

このように割切ったのではないですか。

小沢そうですね。外部からはいろいろの批判が出て

くると思いますが，内部的には第一線に働いている人た

ちに対しては頭というものが，ある程度整理されるんじ

ゃないかと思います。ここの山は第二種なのか，あるい

は第三種なのかと，一応自分の頭を整理してから経営に

当っていけるという点からは効果はあったと思います

が，こういうふうにわけた事によって，批判が出るとい

うことはかえって一つの前進だと思いますね。そうして

だんだん地方，地方の事情を汲んだ線がはっきりしてく

るということでb

子幡まあ仕事をやる人達からいわせればやりやす

い。割切っているのですからね。

小沢その割切ることが批判の対象になりやすいわけ

ですがね。（笑声）

大内割切るという所にやはり問題が相当ふくまれて

いると思いますね。特に第三種林地の場合ですね。第三

種林地は地元山村の経済の助長という事に目的をもって

いる林地区分と思いますが，そうなった場合地元農民

と，国有林とのつながりですね。こういう風な措置で地

元農民の経済と国有林とのつながりを，そこにとじこめ

てしまっては，非常に問題をそらすことになるんじゃな

いかと思います。地元農民の経済の助長という風な面か

ら承ればむしろ第二種林の施業いかんという事の方が，

地元農民にとっても関係がはるかに深い。第三種林の主

体をしめる薪炭林の場合にしても，そのようなものの利

用による農民の経済の向上という可能性は今後一層少な

くなってくる。しかも国有林としては地元経済の助長が

大きな使命の一つとなっている。そういう事からすると

地元農民とのつながりをいまのような形で規定するとい

う事は，国有林の果さなければならない大きな狙いの実

現のためには相当問題がのこるんじゃないかと思いま

す。

小沢一般に第三種林地というのは一応現に設定され

ている共用林野とか部分林などを基として現状から発足

して区画したからそういう印象をとられちゃっている

のですが，これから経営計画が編成される毎に，大内先

生のいわれたようにその地方の事情を考慮して第二種の

中から第三種にかわるものが当然あるだろうと思うので

す。そういう意味で第三種林地は地元の供用のための林

地ですから，私有林，公有林，国有林というものが各埼

一所有者として地元でたてられる農林計画の中に包含さ

れ，その計画のなかの国有林第三極林地として，第三種

林地が運営されていくのが僕は望ましい姿だという感じ

がするのです。ところが実際その地元で国有林に対して

地方の計画がどういうふうにのぞんでいるかというと，

実は相手方の意志がハッキリしない。だから国有林側と

してばおそらく地元民ほこういうふうに考えているだろ

うという想定のもとに第三種林地を作りながら計画して

いる，ところが実際はそれを|淵いて承ると，地元はそう

じゃなかったという事が出てくるのですね。こうしたこ

とはその次の計画の時にチェックされて，地元の意見が

だんだん反映してくるし，将来第三種の中にも用材林が

入ったっていいのじゃないかという考えも生れるだろ

う。地元も主体は第三種において，さらに第二識におい

ても当然受益できるという事，またそのように運営しよ

うとしている努力は充分承とめられてよいと思うのです

ね。 〃

大内第三種林地を別にわけるという事には反対じゃ

ないのですが，わけるという事によって問題は解決でき

るんだという見方は危険だと思うのです。結局国有林と

しては国民の福祉の増進という事に賎終的狙いがあるの

ですが，この福祉の増進を国有林としては地域の，特に

国有林に関係する人点の経済の発展を通じて国民の福祉

の増進をはかる。こういうような線が特に国有林のよう

な広大な土地を基雛とする性格のものでは，そういった

地域経済を通して全体に役立つとこういう線をどうして

も貫ぬかなければならないという気がするのですね。

秋山第一種，第二種，第三種ほ一応規程ではきめら

れているのですが私は将来は地帯別に，つまり奥地帯，

中流地帯，下流地帯毎に第一種，第二種，第三趣とわけ

られてくるのじやないかと思いますがね。たとえば東京

営林局の茨城経営計画区では，その一部に農地とから承

合った形で第二種林地があるのですが，これは同時に簡

易共用林野にもなっており，ある意味では第三種的な性

格にもなっている。里山的な林地の一部は将来第二種よ

－34－
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ものをおり込んで，く翠たてられた経営計画はバクチを

打つようなもので，まさにまぼろし的経営計画だという

のですね。仲を手きびしい批判ですが，まずそんなとこ

ろから．…。

大内この問題に関連して思いおこされるのが1910

年に行なわれたバイエルンの国有林経営規程の大改正で

す。改正の契機になったのが1908年のテーリング伯の

提案だったわけですが，その背景，動機内容には今回

の増強計画をほうふつとさせるものがあります。その頃

までの国有林はきわめて保守的な経営が続けられた結果

として100年生以上の老令林が25%にも達している一

方，木材需要は工業の急速な発展につれて大巾に増加し

つつあるということから，結論として，従来とられてい

た134年という商い輪伐期を105年に下げ，1908年以降

30年間継続的に5割の増伐をして林を若がえらせ，その

特別収入によって予備金の積立て，造林の促進，林道そ

の他各種施設の改善をばかることを提案しました。この

提案の理論的基礎は当時の学界を支配していた土地純収

穫説だったわけです。この提案にしたがって規程が改正

されたのですが，実行の過程でいろんな問題がでて当初

の線は次第に崩れていった。そうした過程をへて規程は

1949年に猶定的に，1951年に本格的に改正されたわけ

ですが，こうした推移を辿った理由を考えて砿ますと，

提案の埜礎になっている土地純収穫説の持つ抽象的，演

緯的な性質，さらには短期静態的な考えに立つ経済の見

方，こういったものを森林に押しつけようとしても森林

はなかなかそういうふうには技術的にも動いてくれな

い。さらに，その後のドイツが経験した数回にわたる経

済の大きな変動といったことなどが土地純収穫説を無力

なものにしてしまった。そんなわけで1951年の規程では

まず立地，林相等の自然条件を精細に調べ，個別にそれ

に適合した施業を検討し，それを稜み重ねたものを全体

的な観点から長期にわたって国有林の多面的な性格に応

じられるように鑑定的に巾のあるやり方で調整するとい

ういき方をとっています。事情が違うといってしまえば

それまでですが，一応他山の石として，こんなパイエル

ンでの経験を眺めておくのも参考になりはしないかとい

うことですがね。

岡そのドイツの場合何が結局大きな原因で再び改正

されたのですか，それは技術的に，たとえば成長燈が期

待通り墹加しなかったとか，あるいば地力の低下が著し

かったとか。

大内実際に行なわれたやり方は，テーリングの提案

のような極端な変り方はしていなかったので，実行の結

果からは，はっきりしたことはいえませんが，やはりそ

り第三種にもってこられると思います。地帯区分的にわ

けられてくるようになると思いますが。

大内私もそう思い菫す。国有林全体がそうなるという

のじやなく，地域によって濃淡を考慮して線をひくとい

う事はむずかしいとは思いますが，さしあたりそういう

線で第三種を決定する事は結織だと思いますね。

小沢たとえば地元の場合を考えた時に，国有林が考

える場合に要するに国有林の中に国民経済に寄与すると

いう率を第一主義と考えなければならないという･場合

と，地方経済という事を第一に考えなければならない面

と二つあると思いますね。ある時は国民経済に寄与する

のに重点がおかれ，ある時は東北地方の場合は後者に重

点がおかれると思い毒す。その場合経営の立場に立って

承ると，何か線をひいて承ないと当面の経営目的といっ

たものがハツキリしてこない。経営としての指針として

つまりある基準をもうけて線をひいて染ないと計画をた

てにくいのじゃないでしょうかね。

大内その問題がなかなか解決できない。これも時代

時代によっておそらく変ってくるだろうと思います。

子幡要するに第一種,第二種,第三種を通じて,やば

りそれぞれの地域における施業の方法，施業仕組という

ものがやっぱり問題になるのじやないかと思いますね。

（
一

，
拡大造林に関して

子幡次に進まして頂きますが，拡大造林に対する批

判という事，それを含めて広く経営仕組の問題として話

し合っていただきたいと思いますが…･・

小沢それじゃ，ちょっと私が般近拾いよ承した雑誌

だとか，そういうものから受ける感じですけれども，い

わゆる生産力増強計画というものがある程度誤解されて

いる面があるのじやないかという感じがするのです。そ

の一つとして生産力増強計画は画一的に理解されちゃっ

て，生産力増強計画イコール拡大造林イコール大面識人

工林造成イコールー斉針葉樹林そして択伐否定というふ

うに，公式的に理解されているようです。たしかに国有

林としても，具体的には経営計画としてそういう意味で

のPRが非常に足りないだろうと思います。いろいろな

意味で批判があるのですが，批判を聞いて象るとたしか

に当っているし，しかしあるものは誤解にもとづく批判

という面もあるという感じがするのです。今のところそ

ういう批判も部分的で特にまとまった批判ほないようで

すが，特に経営計画について手厳しい批判があります。

つまり現在進められている生産力期強なり，経営計画な

りが技術の裏づけなしに拡大造林を見込象，さらに育種
＄

とか，肥培とか，海のものとも山のものともわからない
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』

ういう心配もあったと思い誉す。

篠田大面積の虫害だとかね。

秋山国有林の場合拡大造林はかたい，それを系数的

に承ると決して大きくないと思います。現在国有林で林

地面談に対する人工林面積は15％にすぎず，それが将

来45％になる。つまり300万町歩にするのですが，こ

の300万町歩のうち1割は広葉樹林です。結局270万町

歩位が人工針葉樹林になるわけですが，これを北海道に

ついて承童すと現在人工林は林地面祇に対して5％，こ

れを将来28％に，内地は39％が49％にする。面積

的には半分以下であとは択伐林または択伐林的取扱いが

されるわけです。それともう一つ申上げたいのは保護樹

帯の問題です。皆伐をのべつまくなしにやるんじゃない

かと理解されてるようですが，ほとんど10町歩15町

歩ぐらいを一つの伐区にして必ずそこに20mないし40

m巾の保謹樹帯をもうけるということにしております。

保謹樹帯をもうけるということを十分説明をしなかった

ところに問題があると思います。半分に満たない45％

が将来人工林腱なるのであって，45％に相当する300万

町歩という中には約1割は広葉樹をふくむわけですから

人工林面萩もそう大きいものではないのです。しかも保

護樹帯という形で拡大造林をなるべく網の目式にわける

というのがこの点よく理解されていないんじやないかと

思います。

篠田北海道がとくに問題で，なかでもカラマツを持

っていくこと，しかも大面積にわたる造林だということ

がから象あって特に問題になったのじやないかな。

秋山北海道ほ特に風害の発生ということが皆伐への

転換の契機だったと思い室す。昭和29年に国有林の長

期生産計画として100年計画を作ったのですが，その時

国有林で将来100年後に想定した皆伐人工林面職は280

万町歩か290万町歩です。そのうち北海道は97万町歩な

んですが，その当時想定されたものにくらべますとさし

て今度の115万町歩は大きい数字じゃないのです。たま

たま風害によって皆伐という方式をとらざるをえなくな

って，それによって踏拳切ったということは事実です。

岡北海道の皆伐人工林の面積が増加するということ

についてですが，増強計画が達成されたあかつきにおい

ても全面秋の半分は択伐作業林で後の半分が人工林に変

るわけです。世間一般でいわれているようなベター面の

人工林にするのではない。北海道の経営計画には，皆伐

作業をとる基準が示されておりますが，それによれば皆

伐するのは人工植栽した方が成長量が大きく，かつ更新

も確実であると判断された場合であり，天然生稚樹の発

生が旺盛なところは択伐作業を採用するというようにな

っております。やゑくもに皆伐して人工植栽していると

いうわけではないのです。北海道の経営計画審議会で，

計画関係の大先溌から非常に心配だという発言がなされ

ております。長年やってきた経験からして果してこれだ

けのものが出来るかどうか心配だ，とにかくやって御覧

なさいわかりますよ，という御提言も頂いているのです

が，人工林について充分な経験がないという点は充分考

慮に入れて万全の策をこうじております。1例をあげま

すと,、目下のところ標準伐採量は保続表によって決定さ

れるものが多いのですが，保続表を作成する場合過去の

成林歩止りを充分参酌しており蓑す｡成林歩止りが80％

であるとすれば100ha植栽しても80haしか成林しない

という前提に立って保続計算を行たい伐採量を算定して

おります。生産力蝋強計画が達成されるか否かは造林の

成否にかかっているわけですから，造林にすべてをたく

し異常な決意でやっております。

篠田「林業経済」だったかしら，北海道の拡大造林

について問題を提起しているがあれは一応現地の声だと

思いますが。

小沢あそこで疑問に思うことば，技術の裏付けなし

に北海道の拡大造林はすすめられているということで

す。風害の後始末として，あの時にああいう方法をとら

なければどうしたらよいのか，結果的にはああせざるを

得なかったと思う。技術の完成を待ってやればいい，そ

ればその通りであり正しいと思いますが，それでは何時

技術が完成するのだということになれば，そうすぐには

確答はえられないでしょう。しかも経営としては放って

おくわけにはゆかない。.そうなれば国有林というものは

林業技術推進の中核体でもありますから，ある程度の危

険というものを予想しながらも踏拳切って実験的性格を

もったところの事業を実施するということも必要であっ

たと思いますが，それでその方がいわれるように商度の

技術があって実施されたとはいえないにしても，実施の

過程から新しい技術が開発されつつあるという希望はも

てますね6もう一つ北海道の国有林に限ってはどうかは

っきりわかりませんが，当時大正の末期から昭和の初期

にかけて皆伐から択伐に切り替ったのですがあの時には

森林生態学という学問の裏付があった，今度の拡大造林

にはそのような学問の裏付がないということをいわれて

います。僕もよく調べてふたわけじゃないのですがたし

か皆伐から択伐に切り替った主なる理由は営林署をふや

すためとか林業予算を増額したいためにとか’あるいは

技術者を優偶するためなどにあったということらしいで

すね。御料林が国有林と平行してうつらず，もつと遅れ

昭和10年頃から皆伐から択伐に入ってくるところを象る
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つた不利な点を経済的にヨリ慎重に考慮すべきであると

いうように考えられるのです。

大内その点でまたドイツの話を出して恐縮ですが

1951年のバイエルンの新しい経営規程を読んで一番感心

したのは立地に対する調査を精細に行なっていることで

す，土壌と植生から立地図というものを作って，それを

施業の基本にする。立地調査はその一例ですがそういう

技術的な裏付をもった計画，そういう線が黄ぬかれてい

て感心したのですが，これは別に今の新しい考え方が良

いとか悪いとかいうのじやなく，そういったものを十分

折込んだものが必要じゃないかという発言なんですが。

篠田そういう点で最近の特にドイツなどの経営計画

とか，あるいは実際の技術者の経営計画の話など，もう

少し実情を知る必要があるのじやないかという気がする

のです。

秋山今度の生産力増強計画（第一次計画）は全国一

斉に作りましたものですから非常にその点からいえば精

度がおちると思いますが，昨年から1/5づつ作っている

もの，つまり第二次計画は現地調査も出来るだけ精密に

やって作っていますが，精密調査の結果どうも第一次計

画ほ一部を直さなければいかんということも出てきてい

菫す。これは立地に対する調査が中心になってきますか

ら当然のことであり，出来るだけ現実にマッチした形で

変えてきているということは事実あるわけです。

子幡立地調査は土壌調査などですか。

大内土壌と植生の両方をやって立地図というものを

作ってい蚕す。

篠田それは盛んらしいですね。

小沢これば先生方に叱られそうですが，僕は技術と

いうものは科学の裏付があって生れ出てくると思いま

す。その意味で林学というか研究の領域で方法論的なも

のが（日本的な）確立されていないような気がするので

す。土壌調査は大切にきまっているし，我だもやって蛍

すが方法論が確立していない。あの「グリーンエイジ」

での座談会では，ああいう国有林の土壊調査方法は駄目

だと中堅学者グループは（笑声）否定されている。つま

り今の土壌調査の方法はここはこういう土壊だからこう

いうものを植なければいけないというやり方だ，そうで

はなくてここ'の土壌にこういうものを植えたい時はこう

しなければいけないと書いておくべきだというのです

ね。すでに方法論が学者の間で違っている，これは一つ

の例ですが，こういった方法論的なものが確立されない

と技術が前進しないという感じがしますね。

子幡土壌調査の内容は僕はそれでいいじゃないかと

思うな。

とこのことは事実でせう。しかも当時択伐反対論者も多

かったのですから，森林生態学はドイツにはありました

が日本的な森林生態学は河田恋さんのものじゃないかと

思いますが，ああいうのが生れたのは昭和7年から10年

頃じゃないかと思います。

篠田例の択伐の問題と一諸にね。

小沢だから森林生態学があって皆伐から択伐に変っ

たわけではないのですね，しかも一旦スター1､してみる

と何か科学的な裏付が必要になり，森林生態学的研究が

盛んになってきたと承るべきではないでしょうか，拡大

造林と平行して，育種とか林地肥培が大きくとりあげら

れ盛んに研究されているということは，あたかも皆伐が

択伐に変った当時と同じような道を歩んでいるといえま

せんかね。そうして承れば皆伐を何にも否定する必要も

姪いし，あの当時択抜というものに対して強い反対があ

ったのにこれを国有林として抑切ったことを考えてみれ

ば，現在皆伐に重点がおかれてきたことは当然なことだ

ともいえます龍。それを今度の場合科学ないしは技術の

裏付なしに踏拳切ったというのはどうももう少し研究し

て承る必要があるように思えますがね。

篠田今の林野庁の関係者は北海道のこと知らないの

じやないかという声があるが。

子幡小沢さんは北海逆のエキスパートだと思います

がね。

岡過般の北海道風害跡の更新は，人工植栽以外にな

いと思います。さる大先錐が，「風害はな爬も29年だ

けではなく以前からも局部的にはあった。ところが，そ

の風害跡には立派に天然生林が成立している。だからい

まとられている皆伐，人工植栽という方法は疑問だ，む

しろ天然更新の方がいいのではないかという御助言を頂

いたのですが，昔あった局部的被害地は，倒れても自然

のまま放置されておりました。過去の風害跡地には現在

立派な後継林分が成立していますが，それは風倒木の処

理を行わず放侭しておいたからです。しかし29年の風

害跡の場合は事情が全く､ちがいます。とくに夏山作業を

行なうと天然生稚樹憾ほとんど全部消失してしまいま

す。層雲峡でその例を見たのですが，そのような場合に

は人工植栽以外に方法がないと思います。

野村その問題に関連しては技術的に考えてかなり危

'倶されるような発言が多いように思われるのですが，実

際地力とかあるいは風害の問題等においてそれほど危倶

するほどのものがあるかどうか疑問なのが一つと，もう

一つは経済的に考えた場合皆伐といった形式の方がコス

トの点からいうとかなり有利じゃないかと思うのです

が，こういった有利な点と逆にヨリ被害を受け易いとい

（
《
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小沢そうですか。

子幡施業方法と噛み合せる関係がむしろ不十分では

ないかと思います。土壌調査や立地調査をして，その土

地に植物学的に最も適するものを植える，あるいは成立

さ遣るというように割りきらず，経済的な面を含めての

適地適木を考えるべきだと思いますね。

小沢そういうことが考えられておれば，そしてある

程度はっきりしていれば北海道の場合カラマツの問題は

理解できると思うのです。土壌的に承れば北海道はトド

マツだと思います。適地適木主義からいえばトドマツ，

経営的，経済的からは準適木になるけれどもカラマツを

採用する。土壌調査の上からはトドマツだ，それで適地

適木主義をないがしろにしてカラマツを入れるというこ

とはどうかという土壌調査面立地条件から反対がおきて

きているとも思い蓑す。

大内立地の調査はそれからすべてを引出そうという

のでほなく，総合的な判断のための資料として出すので

すね。

秋山要するに林業が企業ベースにのってきたのは最

近で，従来ほ生態学的にやらざるを得なかったというこ

とでしょうれ。それを現在以降全体的に適用することは

問題じゃないか，もっと経済的因子と生態学的因子とを

噛承合せてやらなければならないのじやないか，また，

採算上有利であれば耕転しても施肥してもよいのではな

いかと思います。

野村ドイツのバイエルンのをぶても植物学的な視点

を重視しているのは，やはり林業というものは長期生産

過程をもってるので，どうしても植物学的なものに順応

せざるをえないという考え方から出ているのでしょう

か。

大内そういう考えが多分にあると思います。さつき

のテーリング伯爵の提案に従ってのバイエルンの旧規程

はどちらかというと短期的な見方に立つ経済優先主義と

いうことだったのです。それが行過ぎた，そういう反省

が一つ出てきたんじゃないかと思います。

岡私は国有林において採用する樹種は植物学的にも

つとも成長量の大きいやつということを基準にしてきめ

るべきじゃないか，たとえばカラマツとヒノキの二つを

とらえた場合量的な生産量からすればカラマツの方が大

きい。ところか価値計算をするとヒノキが大きい，そう

いう場合どっちをとるかといえばカラマツをとるべきじ

ゃないかと思い童･すも

野村非常に重要なことじゃないかと思いま灸林業

経営を考える場合経営目的が与えられた時もっとも合理

的にその目的に順応するにはどうするか，ギリギリ－杯

考えて，林業はいまのところ長期生産であるが故に，長

期の経済局面については，どちらかといえば植物学的視

点を重視して経営の立案を考え，ある程腱短期的厳経済

局面では経済的な考慮を重視して林業経営を経済合理的

に運営していくべきであるように思われます。

両者の経済合理的な調和こそ，林業生産の特徴をおり

こんだ独自の林業経営理論が実践的なかたちで完成さ

れたということになるのではないでしょうか。

国有林材販売の問題

野村それから話は違うのですが，国有林経営規程を

ぷますと,あまり販売の問題が出ていないのです｡国有林

経営が合理的に経営をやる場合非常に販売問題というの

が重要じゃないかと思いますが，経営規程にはこの点に

ついて詳細にふれられていないのではないでしょうか。

岡たしかに販売については具体的に規定しておりま

せん。しかし，国有林が果すべき重要な役割の〒つであ

る価格調節を考えるとき当然販売についても何かの規定

をもつべきじゃないか，現在の経営計画を象ると販売部

門については付け足し程度しか触れていない。販売営林

署というのがあるのですが販売営林署の規定は具体的に

なにもないわけです。そういう点を野村さんが今御指摘

なさったんだろうと思い童すが，たしかに研究すべき問

題だと私たちも思っています。

子幡経営合理化の問題として販売政策は残ってる問

題といわれています。以前においては国有林材を出来る

だけ高く売ればいい，特別会計だから独立採算制だから

引合わないような木は伐らない方がいいといった考え方

もあったかと思いますね。個人的にいいますと国有林の

販売政策というものはそういうものではなく十分経済的

な立場をとるにしても，適正な価格で販売していく，第

三種林的な問題は別にしても，一般の価格の中において

適正な価格をいかにして見出すか，いかに推進していく

かということに国有林のあり方があるのじやないかと思

います。

岡同感ですね。

秋山国有林材の販売政策には国民経済的側面と国有

林経営の側面の二つの側面があると思いますb国民経済

的側面から考えますと産業機造の安定高度化や流通機樅

の整備とか，現在広葉樹の処分材が多くなってきた意味

から資源利用合理化促進ということを達成することをね

らいとしなければならないと思います。経営面から難ま

すと適正な価格で出来るだけ多量の木材を処分するとい

うことがあるわけで，販売政策はこの二つを噛承合せて

出てくるのじやないかと思い室す。問題はやはり現在の
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る愈味で出来たものです。逆説的にいえばそこに国有林

の販売政策がたちおくれているという面があると思いま

すc

野村大体計画のたて方の中で一般に林業ゑたいに販

売問題のウエイトの低いのはないですね。実際林業の生

産権は非常に長い時間を必要とするわけですが，成果を

上げる時は販売を通さなければならないし，販売のいか

んにより生産の経済成果朧大きく支配されてしまうと考

えられるわけです。国有林でも合理的な経営とL,うもの

を灘えてくることになると重要なウエイトをもつように

なると思います。

大内やはり生産の安定のために安定した市場が必要

だということになると思います。

岡普通の企業のように販売可能量:から逆に生産量を

割出すという方法を林業においても採用できるかどうか

問題はありますが，少なくともそういう点違うというこ

とは事実です。

処分方式においてそういうふうな考へ方にそった形が十

分にとられてるかどうかということにあるのじやないか

と思います。産業櫛造の高度安定化の一つとして問題と

なるのは，木材関連産業の合理化配置の問題です。これ

はもちろん地域経済との結びつきで考えなければなりま

せんが，とにかく現在の木材関連産業の大部分は中小企

業形態をとっており，多少乱立の傾向がないわけではあ

りません。これはいままで国有林が優良天然木を主体と

してきたことに一因はあり，国有林への依存度は高いわ

けです。そこで今後，これらの製材や木製品製造企業の

安定高度化のため，どのように材を処分していかなけれ

ばならないかは，販売政策上の大きな問題の一つだと思

います。

小沢一寸個人的見解としてむしろ逆なことも考えて

みますと，らんぼうな言い方ですが，たとえば国有林が

この際徹底してもうけてふたらどうかと思うのです｡も

うけるといっても独占企業じゃないですから市場関係に

対してある種の限界がありますが，その中でとにかくや

って承る。そして利益が出たらそれは一般会計に放出し

てもよいし，またすべきでしょう。そこまでやりきれな

いというところに，つっこんで承たいがなかなかそこま

でゆけないというところに，国有林経営のむづかしさが

あるのじやないですか。（笑声）

岡むづかしいと思いましたのは通常の企業における

ような感覚だけでは国有林野事業は処理し得ないという

ことです。いつでしたかこんな話を聞いたことがありま

･説国有林材のマーケッテングの問題をテーマにして長

期研修に行った人がいるのですが，テーマについて相談

を受けられた先生が国有林材についてもマーケッテング

が必要なんですかと問い返されたというのです。その話

を聞いて国有林材の販売問題のむずかしさを知らせれた

ような気がしました。マーケッテングの必要があるとし、

えばあるし,ないといえばないとも思える。販売問題も，

結局は国有林野事業の性格から出発して行かなければな

らないのでしょうが，国有林におけ-る販売事業をどう規

定するかによってやり方が違ってくるでしょう。販売政

策が充分でないという御批判には耳を傾けますが，しか

らぱどういう方法がよいのかということになるとなかな

か問題はむずかしいと思います。

秋山いままでの国有林の発展過程と随契との関係は

切離せない関係にあると思います。国有林材の大部分は

天然生林の伐採によって生産されたものであり，青森の

ヒバにしてもブブｰにしても販路拡大のための随意契約に

よって処分され跡地への造林がなされて今日まで発展し

てきたものです。また直営製材工場も関連工場を育成す

｛
《

伐期令の問題

子幡販売の問題はたしかに今後真剣に考えなければ

いけない問題ですね。では次に伐期令の低下の問題につ

いて論じて頂きましょう。経営規程による伐期令の定め

方は，必ずしも伐期の低下に直接結びついていないと思

いますが，それについては岡さんが詳しいでしょうから

まず一つ。

岡私の解釈なんですが経営規程自体は伐期令を低下

させようという意途で書かれたものではない。ただ収穫

鐙最大の時期を基準にした結果，伐期令が現象的に下っ

たということであります。伐期令を低下させるがために

規程を改正したのでもなければ下げようということが林

野庁の方針でもない。ただ計算の結果下ったということ

であって，下がったということがらよりも，なぜ下がっ

たかということに意義があるのです。

野村もつと具体的に，その内容を説明していただく

ということになりますか，結果的にというのはわかりま

す漉前提というものがどういうところから出発した時

にそういう現象が生じたというのですか。

岡従来の規程と内容はそう変ってないのですが，た

だ,従来は利用径級を考慮していました。ところが今度

の規程は利用径級についてはなにも触れておらず量的生

産の般大の時期をねらうことに改正されました。もちろ

ん経済的な考慮もするように規定されておりますが，原

則としては量的生産の最大を基準にしています。その結

果下ったわけでず。

小沢僕はこんなふうに考えるのです。伐期令のきめ

ら
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方がどうというよりその前に伐期令は経営目標によって

違ってき童すから，私有林と国有林，公有林と違ってき

ます。まず経営目標から検討すべきだと思うのです。伐

期が低いという場合，よくいわれるのは旧国有林時代よ

りもとか，明治時代，あるいはドイツにくらべて低いと

いうことを問題にされるのですが，明治時代，あるいは

昭和の初期でもいい，その頃とられた伐期の算定方式は

あの当時はあれで意味があったと思い童す。現在のよう

なこういう時代は収穫量最大を基準とするところに意味

がある。つまり経営目標，目的でなく経営目標が変って

きたのだから伐期が低い高いは問題でない経営目標が適

当かどうかを一般の人が問題にすべきで，たとえばドイ

ツの場合90年100年というのが最近10～20年ぐらい

上ってきたという。そういう国柄，つまり経済条件，そ

のような需要櫛造などを，日本と比較しなければならな

い。ドイツのような場合聞くところによると成長瞳程度

しか伐っていない。その程度でしょうね。バランスがと

れている。それ以上需要があれば輸入も比較的容易にき

く，ところが日本のような島国では貿易にそう大きく期

待も出来ない。しかも成長量を相当上廻つた伐採をしな

ければならない。こういう異常な産業櫛造を一気に押え

ることも出来ない状態の中で国有林というものはどうあ

らねばならんかということを考えますと，そこから何か

しら当面の経営目標が生れ，あそこへ（収穫蛍最大とい

う）きまってくる。そして30年なり40年なりのいわゆ

る体質改善が行なわれ，一応立派な森林が作られると考

えればドイツと同じようなものが生れドイツの水準に達

するだろうと思うけれども，だから先輩であるドイツの

歩んだ道で成功した面も失敗した面も大いに参考にすべ

きであるが自然条件の違う，あるいはわが国についてい

えば，資本主義の初期の時代と同一に扱って低い高いと

いっても問題にならんじゃないか。最近短伐期林業と

か，あるいは低い伐期だとかいい室すが個人的見解から

すれば収謹避最多より下霞わるものだったら低いという

べきで，収謹殻多の伐期は適正伐期だといってよいので

はないかと思います。

秋山伐期令の低下ということが必要以上にいわれた

のは伐期令の低下によってただちに国有林の伐採鐘が倍

になるだろうという素朴な考え方をいだいたためだと思

います。しかし現在の国有林の85％は大体天然林です

から伐期令の低下は間接的には伐採量にひびくとしまし

てもそんな急激にひびくことはないのです。

篠田こういう意見もあるのです。これは計画の問題

ですが，ある程度高い蓄積量のものが相当多くなければ

ならない，そうすればいざという時に弾力性がある。そ

れがギリギリでば困るというわけですれ。

岡安全性ですね。

秋山国有林なるが故にという理由でそういう考え方

はたしかにあり富した。

子幡僕は安全性を加味してある程度蓄積を多くして

おくべきじゃないかと思います。

岡金でもつ方法と蓄積でもつ方法の二通りがあるの

じやないかと思いますが，林業においてほ蓄談で持つの

がよいのではないでしょうか。

子幡一般に材戟最多の考え方に経済性（利用径級）

を考慮してと付けたのは材萩成長量曲線がなだらかであ

ることを考えたわけでしょう。35年から55年，あるい

は40年から65年の間，傭とんで変らない。その範囲

内においてどこをとった方がいいだろうかという判断を

した場合真中をとる場合も低い方をとる場合もあるわけ

ですが，国有林の場合はやや高い方をとった方がいいじ

まないかと考えるのですがね。

篠田現在の利用径級は丁度うまい時（収穫量鐙多）

にきてるんですね。

子幡それがたまたま伐期の低下となってきたと思い

ます。しかし，それによって生産量が多くなるという考

えは僕はおかしいと思います。もっとも蓄積資本を切り

下げる間は伐採鐙は蝋すでしょうが，また成長量最大の

時期は固定したもののように思っている人もいるようで

すが，植栽本数とか施業方法とか間伐の程度とかによっ

て自由に変えうるものだということを，十分考えておく

必要があると思います。なお，また間伐することによっ

て絶対的な量を増しうるという考え方があり蓑すが，こ

れば昔はそういうことのように我をも習ったのですが，

主間伐総量ということでは変らない。そこらを考えた場

合今後我々が目的とする樹種の利用価値を考えながら，

どこの辺に収穫量最多の時期を持っていくか，そのため

にはどの程度間伐を行ったらいいかなども研究の必要が

ありますbこのためには大友君（林試測定研究室長）な

どにうんと研究してもらって施業にマッチした収穫表を

どんどん作って頂きたいと思います。

岡たしかに差が出てくるだろうと思います。ところ

が，どんなふうに差がでるかというと，その資料は何に

もないわけです。

小沢施業方法ということになるとどうしても地利級

という問題に入ってきます。そうすると問題がややこし

くなってきちやってね。

経営計画と特別会計制度

子幡具体的な問題について大分論議されたように恩
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うのでそろそろ締めくくりとして，経営計画と特別会計

について，篠田さん何かありませんか。

篠田経営計画は広い意味で国有林のこれからの行く

方向，いわば生産力増強計画を実現する一つの具体的な

計画だといえると思いますが，その場合計画を実現する

ことから考えると，それに応じた各方面の態勢が出来て

いるかどうかということが問題になるわけですね。その

中でも与えられた経営計画を実際に実行していくには結

局予算との関係になる。終戦後の経営案の場合は3ケ年

計画の初年度分の累計が予算になるんだという説明でや

ってきたのですが，実際には全然といっていいほど，累

計と予算とは関連がなかったといえるのではないかと思

っているのですが，今度の経営計画から出てきた年次計

画というものの稜上げたものが予算になれば一応経営計

画ば実行できるということになるわけですが，それが果

して現在どうであるのか，また今後の見通しはどうなの

かということが心配です。これは先の全体と部分，部分

と全体との関連の問題でもあります。

秋山一番問題になりますのが造林費の問題です。股

近特別会計制度の問題で出ており童すのは歳計剰余金を

どういうふうに運用すべきかという問題です。現在の会

計制度ですと収支均衡予算であるため利益が出なくても

剰余金がでる仕組となっており，しかも森林基金への繰

入れの必要性を生ぜしめないため，大部分は損失補てん

金として稜立てられ再投資されず現金で保留されている

実情ですむ剰余金があっても生産力増強のために使えな

いのです。もっと予算上の自主化が必要ですがこれをど

ういうふうにつき破るかが今後の大きな問題です。生産

力増強のためにも。

篠田だがしかし現行の特別会計法で歳計剰余金が使

えないということはないと思う。今までの歳計剰余金が

使えないというのほどういうことなのか。

秋山形式的にはたしかにいわれる通りですが，実際

はほとんど不可能に近いのです。問題は生産力増強計画

の当初の5ヶ年は従来の不成績造林地の解消，生産施設

の拡充とかに資金を充当しなければならないので年間

20億円，5ケ年100億径度の赤字が予想される。この増

強のための経費は歳計剰余金から充当することとし，あ

らかじめ予算に組入れるような形に出来ないものかどう

かということですが，なかなかむずかしいのです。

岡法律では出来る仕組象になってるのですが現実に

はできません。

篠田やらないのか，させないのかね。

岡させてくれないのです。これは生産力増強計画達

成上の一つの大きな問題点じゃないかと思います。法律

の逆用面に満いて制約がある。それをなくしてこちらの

閤主的な判断によって使えるような財政.この自主性をあ

たえてほしい。これが私共の願いです。

篠田計画ば技術的には非常に立派なものであっても

そっちの方を解決しておかなければだめだと思うのです

が。

子幡予算を見れば大蔵省としてもある程度理解して

裏付けしているように思います。やはりやってゑてこう

いう予算もつくんですね。

秋山具体的問題になりますと造林面穣より単価がネ

ックになって蓑す。

子幡造林我が少嫌いということがいわれますね。墹

強計画の雄大の眼目なのですがね。

野村そういった問題は昭和26，27年頃盛んに織諭

された公社論といったような一つの組織改正まで行かな

ければ根本的な解決はできないものなのですか。

秋山財政上の自主化のことは現在の三公社でもやは

り問題となっているようです。そこに一つの問題がある

と思い室す。公社論に対する反対の一つの理由として，

よしんぱ公社形態に組識を改善したとしても大戦省から

予算上のコントロールが現状のようであるならば実質的

には同じであるという意見がでているのも否めないこと

です。

子幡一般会計へのくり入れが昭和34年度からな行わ

れることになったのですが，本当にもうかっているか，

もうかっていないのか，林野庁としても，本年度特別会

計の検討を行なうといっていますが。

野村それは非常に重要な問題だと思い童すが，実際

林野庁としてどの程度研究なり検討がなされているので

すか。

小沢現在は真剣に取組んでやってることは事実で

す。

岡直面してますから。

野村予蝉問題は組識を改善するというやり方も政治

的にはある意味があるかも知れませんが，実際問題とし

て官庁としてはそういう侭路を打解するためには十分検

討なり研究を重潅て大藤省に納得してもらうというやり

方がヨリ現実的な進承方であるように思われますね。

岡根本的には国の予算制度を再検討してもらう，仮

りに公社になったとしても同じことで，現在のような予

算制度のある限りついて廻ると思います。伝統的にとら

れてきてる予算制度は消淡的官庁会計には適した制度で

あっても，企業的運営を行なわなければならない国有林

野事業には全く不向きです。現在の予算制度が現業の発

展を阻害しているという点については多くの学者が一致

（
《

自

つ

一

－41－



、

座 談会：国有林の経営計画について
一一

しにくいものを伐採量の決定，あるいは蓄積経理，そう

いったものにそのまま使ってしまうという行き方，これ

は何か危倶を感じるのです。蓄積経理の方法としてドイ

ツあたり成長量と標準年伐量と両方使う，これは成長量

は堂的にさらに価値的に一層把握しにくい，そういう不

安が非常に強いのでその点がはっきりしている標準年伐

麓とあわせて使う計算をするということのようです。

秋山伐採量の決定に当って現段階では現実の成長量

は直接的よりむしろ間接的です。ほとんどが改良期経理

という形でやってますから，むしろ収穫予想表の作成が

キイポイン1，です。成長量の誤差検訂として今年試験場

とタイアップして成長錐を幹入れした場合の「コアー」

の圧縮度や左右への「ヅレ」などが実際とどのくらいの

差が出て来るかという試験を主としてとり上げてやって

もらうことにしております。どうもサンプリングの調査

方法においては調査技術上の問題がまだ一寸未熟じやな

いかと思っております。

大内サンプリングと積上げとをどういうふに調整す

るか実行上では間題があり藍せんか。

秋山蓄積につきましては私たちは確信をもっており

ます。

して認めているところです。あれがある限りは問題の解

決にはならないと思います。

経営計画編成上の問題点

子幡次に事務的な問題ですが経営計画を繍成する過

程についてです。たとえば5カ年の計画にかわったとい

うことによって今までと同じやり方をすれば倍の人間，

倍の旅費がいるわけで，現実に悩んでる面が多なあるわ

けでしょう。精度がある程度落ちるんじゃないかとか’

超勤拒否の問題とか，現場の計画課長さんがいろいろ述

べられていることと思いますが，そういうことに対して

の考え方，対策など秋山さんどうですか。

秋山編成上の問題として出てきておりますのは人員

の不足ということが最大です。今子燃さんからいわれま

した10年ごとにやっていた編成が5年ごとになったと

いうことでも当然仕講麓は増えてきております。それと

同時に調査精度もより以上，向上しなければならない仕

組桑になっておりますので，現在の人員では非常に困難

だということはいえると思います。それに対する対箙と

して人員塒加と機械化の導入，などで何とか切抜けてい

きたいと努力しておりますが，そういうふうな点が編成

上の一番大きな問題じゃないかと思います。森林澗迩の

問題においては成長鐙調査が一番大きな問題です。成長

量把握については今後研究を重ねていかなければならな

い点が多をあると思いますが，この成長麓が蓄職経理や

伐採鐙の決定という経営上の中心的位臘を占めている関

係上是非ともさらに高めていかなければならないと思っ

ており，特に調査の重点としています。今年は成長雛の

把握ということに一層突込んだ研究をし，成果を出来る

だけ早く掴ゑたいという現実的要求にもとずいた仕事も

進めている実情です。

大内その調査の中でものによってはかならずしも5

ヶ年ごとに定期的にやらなければならないというものば

かりではないと思いますが。

秋山サンプリング調査は10年に一回く，らいでいい

のじゃないか。その中間に5年目には従来のようなやり

方で調査するというのでいいのじゃないかとも考えてお

ります。

大内そういうことでもしなければ精度を高めるとい

うことは計画の範囲も広がり，調査事項もふえたしで容

易じゃないと思いますが。

子幡森林調査簿を5年に一ペソ作っていくというこ

と自体が加重負担の大きな面だと思いますね。

大内成長量の話がで蓑したが，これの実態をつかむ

ことはなかなかむずかしい，そういうふうに非常に把握

一

〃

経営計画の将来 吟

一

子幡昨年から始まった新しい経営計画の編成につい

て，将来どのように発展させていったらいいか，経営案

というものとか，経営規程というものを我念が作ってゑ

て，作った当初こういうことじゃないかというように考

えていたことが生きもののように他の方向に発展して行

く。そしてある過程を経ると，それが批判として帰って

くる。または新しい解釈として･自分自身そのように理解

して行く。それによってはじめて経営計画の将来を期待

出来ると思います。そういう問題についておそらく作ら

れた小沢さん，秋山さんなりすでに経営規程の内容に不

満があるのじやないかと思いますが，そういうことを折

込んで将来の一つ夢といったようなものを。

小沢僕は夢かどうかこんなことを考えるんです。要

するに何についてもいえることだと思いますが先程一寸

話が出ましたように，科学というものと技術というもの

の結びつきが密接でない，出てきた経営計画がとかく批

判を受ける。そういう意味で何といったらいいか実賎に

則しながら学問に支えられた計画を生象出す方法がない

か，一つの方法として学者といいますか，研究者といい

童すか，そういう人たちと政策立案者，技術者との断層

をうめることだ，そういう意味では大学の教授は林野庁

なり営林局に兼務する，一方今度憾林野庁なり営林局の

画

一
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課長は必ず中央なり地方の大学の講師を兼任する。たと

えば経営計画についていえばさしあたって篠田先生など

林野庁の計画課に兼務してもらう，具体的にたとえば何

か計画がはじまると，一課員として参加してもらって理

論的な問題を解明してもらう。計画課長は大学にあって

そういう意味の講師として話が出来る。そうして協調が

高められれば良い計画が生まれてくる。なお営林局の主

査なども地方の大学ゼミに参加する。大学の助手，副手

とかいわれる人も実際営林局の計画編成に加って作って

行くということを職重ねてゆく。そういうものによって

結晶されたものが生産力増強計画，あまり我田引水だけ

れども生産力増強計画は我国の林業技術の水準を示すも

のであり，科学と技術の粋を集めたものとして承んなが

おし進める形でゆくということ，これが結局生きた計画

にして行く，さしあたりとりうるものじゃないかという

ことですがね具体的に今後どうしたらいいかということ

は別の方にして。

秋山私は綣括的ねらいは小沢さんと同じなんですが

具体的面で申上げますと現在の経営計画が物量計画，伐

採計画だという批判を受けておりますが，これを文字通

りの経営計画たらしめたい，これにはある程度期間とい

うものが必要だと思います。やはりそういう経営計画が

必要であるということを逐次一般に認めさせるとともに

そのような態勢にもっていかなければなかなかそこまで

踏み切れない。これは客観情勢との関係もありまして出

来ないのでしょうが，将来は文字通り計画であるような

内容を折込むようなものにして行きたいと単純素朴な夢

をもっております。・

岡小沢さん，秋山さんのおっしゃったことと同じ内

容ですが，私の夢はつぎのようなものです。経営計画と

いうのはあらゆる事業実行のよりどころだといわれてお

ります。実際にも秋山さんおっしゃったように伐採につ

いては確実に経営計画と現地の実行とは結びついている

わけです。見方を変えていえば経営計画は完全に現地の

実行を統制しております。ところが，その他のものにつ

いては結びついてるかどうか多分に疑問があります。

将来事業の一つ一つについて経営計画がコントロール出

来るような仕組を考える必要があります。造林について

は，般近営林局の計画課長さんから今度の増強計画は造

林が期待通り行なわれてはじめて達成できるものである

のに計画と違った造林が現地で行なわれてる例が多いの

で対策を講じなければならないという意見が出されてお

ります。造林についてすらそういうふうな段階，いわん

や販売などまだまだ，経営計画が果して事業実行の真の

よりどころになっているかどうかという点について私た

ちは大いに反省し，将来の問題として考えなければなら

ない。経営計画と現地の結びつきという点をもつと考え

て見たい。これが第一点です。第二点は，経営計画だけ

の問題として解決出来るかどうかわかりませんが，予算

と直接結びついている経営計画を理想として画いていま

す。予算と結びついていない経営計画は其の経営計画た

り得ないと思います。現在の経営計画は物量面について

はすぐれた理論と内容を持っていますが，予算との結び

つきという点になると心もとない。物蹴的な生産計画で

はなく予算面についても完全に現地と結びつきうるよう

なものをもちたい。もちろんその前提として現在の予算

制度は再検討されなければならないことになります。

篠田さっき小沢さんがいわれた学校と実地の行政機

関とか国有林とかの相互の連絡協調はたしかに願わしい

わけですが，その場合人によっては，いや学校の先生は

自由に批判する立場がいいという人もあろうし，アメリ

カやドイツのように直接国有林なり行政機関にタッチし

てやるという考え方の人もいるだろう。林学は応用学だ

から，理想的にうまくいくとたしかに願わしいことで

す。しかし，やはり一部には自由に批判する人のあるこ

とも必要だと思う。それから経営計画の問題ですが，先

程もありましたように，そのもの自体としてはいかに良

いものがI:II来てもそれが実現されなければだめじゃない

かということから承れば，予算の問題のほかに，組織の

問題，それから特に最近のように労働問題，それを早く

何とか良い方向に持っていかないと，狭い範囲での見聞

にすぎないのですが，営林署長，場合によっては局の

幹部の頭の中は億とんど対労組関係で一杯だというよう

に承られます。戦時中から計画の実行機関である営林署

長は山にゆくよりも里に向いてゆく仕事で暇がなかっ

た。般近では一層ひどくなって本来の仕事には身も心も

向きかねるといった状態では経営計画が実現できるかど

うか非常にあやぶまれる。そういう点は是非林野庁とし

て大方針をたてられて対処されるように望ゑたい。

大内経営計画のすすめ方なんですが，上からだんだ

ん下におりていく，そういう行き方と，下から積上げて

行く行き方と大きくわかれると思いますが，その場合従

来特に今回のやり方は上からおりていくという線が一寸

強すぎるのじやないか，先程立地の問題に関連して申し

ましたけれども，やはり技術を尊重すという建前からし

て下からの積上げにまず力を入れ，それを全体的な見地

から調整していく，こういう方向にこれから進められて

ほしい。それが一つの注文ですが，それともう一つは経

営計画に望むというよりも国有林への望承ということに

なるかも知れませんが，先程第三種林の時にも一寸ふれ

一
一
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ましたが，国有林として地域社会の安定的発展これに

は雇用の問題と安定市場の形成という二つの面があると

思いますが，そういうものを経営計画の隅煮まで行きわ

たるように浸透して傭しい，これは国民経済の発展と申

しましてもそれはあくまでも均衡のとれた発展でなけれ

ばならない，ところで,国有林の所在する山林にほ恵董

れない人煮が多い，そういう人左の所得を安定した形で

ふやす，これには安定した市場の形成が伴わなければな

らないが，そういうことがなければ真の発展とはいえな

いのじやないか。そういう点で国有林の果しうる役割，

果さなければならない役割は非常に大きい，そういうも

のが経営計画にし象わたるようにやってもらいたいとい

う注文です。

野村わたくしの希望はかなり一般論的になるわけで

すが，シュペンターとかあるいはグツテンベルヒを上げ

るまでもなく経営というものが真に成果をうるために

は，やはりそこに働いている人たちの「人間の問題」じ

ゃないかと思います。人間の管理という問題が非常に成

果を支配する重要な問題だと思います。つまり国有林に

は優秀な研究技術者が多数おいでになりますが，国有林

のすぐれた経営をやってるという喜びを一人一人薑で与

えるといったような人間管理という問題に重点をおいて

考えなければならないと感じます。具体的には労組の問

題がありますが，とにかく一人一人が国有林の中におい

て真に重大な仕瑚をになって行くという喜びを安定した

生活環境のもとで皆がもつようにすすめていってほしい

と考えるんです。

篠田労組対紫も今のような意味で解決してほしい。

秋山これは重要な問題です。

子幡経営計画は今まで数十年の間，何とかかんとか

いいながら国有林経営の憲法であるという認識を営林局

署の人も外部の人も持ってきたと思いますし，今後とも

我禽は努力していかなければならないわけです。最近事

務の簡素化ということで，いろいろな検討がすすめられ

ているのですが，経営計画自体の編成業務が一方では精

度を高めながら一方では簡素化されていくよう今後十分

研究しなくちやならない，郵務量が倍になるといった

ようなことではまずいので出来るだけサンプリングなり

機械化なりを進める必要がありましょう。もう一つ別の

意味で経営計画自体に科学性を与える土壌調査，収穫表

の作成など，できるだけ早く完了して経営計画にどんど

ん利用しながら進めていく。自分自身が現地において調

べるということも必要ではありましょうが，むしろそう

いうことが机_上でわかるように精度の高いものを作る。

そういうことによって経営計画の権威を落さずすすめて

ゆく。もう一つが森林計画との関連ですが23年の経営

規程で考えられておったようなことが森林法自体は必ず

しもうまく折込まれていない。民有林の森林計画である

という感じがするわけです。やがては森林法そのものの

改正の問題が起ってくるかと思いますが，そういった時

国有林の経営計画に関係する人たちの意見も十分折込ん

でいただいて，真に国有林，民有林を通ずる森林計画の

樹立ができる方向に持って行って頂きたいものと考えま

す。具体的内容はいろいろあると思いますが，組織，予

算，施薬洲盤などの問題が出てくることでしょう。それ

じゃこのへんで終ることにいたします。

本会どうも長い間ありがとうございました。
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上靴（〃バンド付）

価格長編上靴¥2,900

脚絆付〃￥2,900

脚絆付綱上靴 長編上靴

(送料実費申受）

既発売興林靴価絡改訂

短靴￥2,100

編上靴¥2,300

半長靴￥2,900

説明響進呈致します。

外林産業株式会社
東謡B千代田区六番町7振替東京17757
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感ずる。これが自分の国だから，特にそうなのであろ

う。全くの外国人なら，何の炎任もなく，日本という国

は，人間のうようよした，妙な，しかし興味のある国で

あると思うらしい。現に私も，人口過剰のインドネシヤ

に行ったときは，同病相憐れむ意味において,土地の人

達の生活難を大変気の毒には感じたが，このような，息

のつまる圧迫感は受けなかった。

これに伴って感じることは，すべてが小型に出来てい

るということである。山川のたたずまいから，家の造り

にしろ，茶碗やコップの大きさにしろ，市販のアイスク

リームの量にしろ，その他百噸百般，道路の巾に至る迄

頗る小型に出来ているように感じる。外人が日本を箱庭

の国，ままごとの社会と呼ぶのも無理はない。一般に見

られる原木丸太の大きさが，これまた全然違う。日本に

おいては直径1尺以下のものが多いが，南方では3尺ま

たはそれ以上というのが普通である。これは熱帯天然林

と温帯人工林の径級の相連，またはその利用の方法等め
違いからして当然のことではあろうが.…。

次に入念の多少神経質ではあるが，嗽かいスマートな

態度，することなすことのそつの無さ，そのなめらかな

表情に富んだ日本語である｡ことに股近は,一般の入念が

使う日本語が，数年前よりさらに流暢になり，多彩とな

りより表情に富むようになったと思われる。ラジオの放

送などを聞いても，確かに日本語は変ったと感じる。語

蕊の豊かさが文化の尺度とすれば，日本の文化はさらに

開け進んだわけである。それにも増して驚くのは，新し

い言葉のはんらんである。私どもお上りさんには，急に

はわからないことばが沢山できている。田舎者のひけ目

を感じるゆえんであろう。

日本の自然と人生を通じて，股も強く感ぜられるもの

は，何といっても，そのすべてに惨透している，「うる

おい」ともいうべき要素である。私は文学的才能がない

ので，これを適確にいい現すことが出来ないが，例えば

「淡青の苔の上に静かに降る雨」とか，「宵の薄もやに

ゆたかにかすむ灯の光』といったようなものにあらわさ

れる気分である。これが山川草木ならびに人間社会の隅

変迄行きわたっていて，それが日本というものの根本的

な特徴となっているのである。これは外国では感ぜられ

ない気分である。これは一体何によるものであろうか

と，しばしば考えるのであるが，私共にはどうもよくわ

からない。だが少なくとも一つの因子として，日本の

「年間を通じての高い湿度」とV,うことを挙げることが

出来るのではなかろうか。この常に高い湿度が，植物の

生育を助け，山海の産物に珍味を与え，人間の情緒を豊

かにしている一因であるかと思える。

しかしながら，いかに田舎者といえども，一切のもの

に驚き，感心してばかりいるとは限らない。その間多少

批判的感慨をもよおすこともまたやむを得なかろう。

国際お上りさんの弁

那須敏朗

誰でも違った土地へ行った当座は，見るもの間くもの

すべて珍しく，暫くは夢の国にでも来たような気がする

ものである。たとえば，私の目下在住する南方に例をと

れば，至るところ赤や黄色のどぎつい色の花と，奇怪な

形と妙な臭気をもち，妙に甘ったるいもろもろの果物，

ちまたの空気そのものが一菰の香りを含承，しゃく熱の

太陽のもと，往き来する二11地の人臓，いずれも其黒い皮
●｡●●

虜と，ぎよるつとした目付で，全く別世界へ来たような

気がして，暫くは呆然としてしまうのである。

ところがその土地に住象ついて，一と月たち，三月，

半年となると，初め珍しかったものが，段々当り前とな

り，先ず一年も経つと，何も特に珍しいと思うものは無

く，一切が至極当然という風に思えて来るのである。初

めその顔色の黒さと，異様な目付のため，とても(､ただ

けないと感じられた土地の娘達も，次第にその顔色も目

付も気にならなくなると共に，今度は逆に中を可愛いと

ころが出て来るから妙なものである。

樹木にしたところが，在来・外来樹種を問わず，日本

と共通なものは一つもなく（ただし庭園樹種であるキョ

ウチクトウなどは例外）いずれもその形といい，花や実

といい，復雑怪奇なものが多く，日本で多少林学を修め

た身にとっても，全然手がつけられないと感じる。しか

し段々日がたつにつれ，一つ二つと学名その他がわかる

ものが出てきて，それが中心になって他の樹種にも及

び，当初ただ復雑怪奇であったものが，次第に系統だっ

て来て，そのすこぶる数多い樹種にもかかわらず，なん

とか目鼻がついて来るようになる。しばらくその土地に

慣れ，何も珍しいものがなくなるということは，すなわ

．らその土地に同化し，その土地の人間になりつつあると

いうことである。私なども，4年ばかりタイ国のバンコ

ックで募して，久し振りに日本に帰って見ると，今度は

逆に，日本の醜物に聴き，たまげることばかりが多く，

情ないことに，南洋の土人になりきってしまったかと思

う。同時に，人間の適応力というものの強いのにも感心

する。

まず日本に－特に東京に一一人の多いのに驚く。こ

んなことは前からわかっていることなので，驚くという

のは当らないかも知れないが，とにかく息もつけないよ

うな圧迫感を受ける。うっかり身励きも出来ないように

一
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那須：国際お‐上りさんの弁

のこと等いちいち構っていられるか，という次第なのだ

ろうか。しかしこれでば将来具合が悪いのであって，

国際社会の一員として広い世界の中の狭い日本として，

国際的に今迄のようにへまなことばかりやり，常に足も

とを見られて損ばかりしていることを避けたいならば，

まず海外のことなどは二の次だという考え方は改めるべ

きものと思う。一般に日本一というと最高の目標のよう

に考えられているが，世界にはまだまだ土があることを

忘れてはならない。これは学問にしる，スポーツにし

ろ，同じことである。何しろ，日本でいくら儲けても，

日本全体として損をしているのでは，何もならない。全

くのところ，日本は国際的に見て，種々の点で大変な損

をしているのではないかと思う。

どうもお上りさんのくせに，勝手な文句ばかりいうの

は恐縮であるが，前に述べた通り，海外関係は，比較的
●●●●

なおざりにする，別の言葉で云えば，外国とのつきあい

は，なるべく逃げるという一方，外国の流行とか学問技

術はむしろ盲目的にとり入れ，追従とれつとめるという

点もある。外国とはどんどん対等につき合うべきである

が，同時に日本は，無批判にいわゆる先進諸国の真似ば

かりすることをやめて，常に己を堅持し，断呼として

「我が道をゆく」という信念もなくてはならない。やれ

原子力利用とか，やれ画カピリーとか，やれフラフープ

とかで，常に海外の時流に引き廻されているのは困った

ものである。

特に日本の林業は，過去数百年の歴史を有し，日本独

特の発達をして来たものであるから，何れの点において

も，世界に誇るべきものを多くもつものである。「他国

においては，比較的最近になって，造林，造林と騒いで

いるのだが，日本では，すでに四百余年前から植林を行

なっており，現在においては国内至る所立派な植林地で

一杯である」と，私は常に各国の人に語っている。する

と彼等は，そんな古くから植林をやっているのかと大変

感心し，そしてさらに続けて，「それではさぞかし，日

本には自分達の参考になる技術が山職しているのであろ

うが，残念なことには自分等は日本語がわからない」と

いうのである。

このような状況なので，私共が常にしゑじ難感じてい

ることは，日本全体として，とりわけ日本の林学林業界

として，今迄よりもさらに職極的に，諸外国との技術の

交流を盛んにし，例えば研究をする人は，その結果は日

本国内のみならず，広く世界全体を益すべきものである
ことを常に念頭におき仕事を進められると同時に，日本

の林業技術の優秀さに深い自信をもって，いたずらに他

国の新奇な学問上・技術上の時流に追従しないことこそ

何よりも願わしいものである。

今や日本は世界の日本であるから。

第一に痛感されることは－これは必ずしも批判という

訳ではないが－すでに今から90年前に日本ば鎖国を解

いたにもかかわらず，今なお半鎖国状態にあるというこ

とである。異常に激しく，かつ目まぐるしい国内の諸活

動は，あたかも原子炉内の核反応のごとく，それがはな

はだ強力し烈なものであっても，それがさっぱり外には

洩れて来ない。長島やフランキー堺や刺汐などが，いか

に国内で騒がれていようと，その国内におけるバプリシ

テイーは，国外にほ一切伝わって来ない。

また日本の林学・林業界についても，文字通り多士済

を，百花放斉の感があるが，その多くのすばらしい業績

が，ほとんど外国には伝わって来ないのは何とも遺憾で

ある。ある印度人がつくづく述懐して曰く，「全く日本

は学問技術の宝の山である。しかるに遺憾ながらそれが

皆日本国内に凍結していて国外に流れて来ない」と。す

なわち知る人ぞ知るというわけである。そこへゆくと，

印度，ビルマ，フィリッピン等のごとく，大部分の新聞

雑誌（その数は日本に比べれば僅かなものであるが)，

官庁ならびに商業用語から学問発表の一切にわたり，英

語でなければならないのであるから，すべての発表は世

界につつ抜けということになる。このことが，世界的に

見て，日本の業績は半分以下に見られ，印度等のそれは

2倍以上に評価されるゆえんである。

あるいはいうであろう，日本の事情は国外に伝わるこ

と少くとも，外国の事惜は自由に日本に入って来ると。

まことに左様であって，外国の捕報とか技術は，その般

新のものが，目まく．るしい位次から次へと入って来てい

るのは事実である。日本の場合においては，手当り次第

新しいものにとびついてはいるが，後進諸国のごとく，

それらのものをなまで，素通しにとり入れるのでなく，

ある場合にはそれらのものを一応日本的に消化して，し

かる後用いている。その良い例が英語である。日本人は

早くより英語をとり入れ，それを日本約に変質せしめて

使っているかに見える。ハイヤー（自動車）とか，自動

車のハンドルとか，マネーピルとかいう風に。これらの

言葉は日本人にの象わかる英語であって，米英人には何
のことだかわからないと思う。また道路の鋪装にしたと

ころが，もともとは欧米の技術に基づいても，日本の経

済事情に合うように，アスファルトの胴を薄くしている
から，じきに凹凸になる。

さらに根本的な事情は，日本人自身の考え方であるよ

うだ。国外から眺めていると，日本でば，上は総理大臣

から，下はニコヨン氏に至る迄，その目は国内にのゑ向

けられていて，国外のことばとかくなおざりにされてい

るかに思われるのはひが目だろうか。国内の問題だけで

も，手の廻らない位忙しいのに，遠い海の彼方の外国
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鶏鍵灘鑪 鍵鍵蕊灘議
スコットランドにおける林木種子ならびに苗木の保証制（1）

スコットランド林木種子協会発行菰苗便覧より

岩 川盈夫＊訳

緒言

現在スコットランドには多数の樹種や品種が集まって

いる。これらの種類は，今まではおもに昔の地主たちに

よって植えられたものであるが，近年，外国樹種を穣極

的に造林するようになって，多数の樹種がスコットラン

ド中の造林地に見られるようになった。

各地に散在してはいるが，この膨大な樹木園は，林木

種子の生産源として大切な国家の資源である。わが国内

で，もっともよく生育している木を選んで種子を採取す

ることは，森林を改良する確実な手段であり，森林所有

者たるものの無視しえないところである。

この〃樹木園〃から注意深く種子を選択することによ

って，謙林の改良をすすめることが，本協会の目的であ

り，この小冊子にのべた保証制の目標でもある。

（本冊子は本協会が発行する最初の冊子であるが，本

書が会員諸子のお役に立ちうれば幸いである｡）

第1節スコットランド林木種子協会概要

本協会は1956年1月に設立された。本協会の目的は，

知りうるかぎりの最良の種苗の使用を推進することによ

って，スコットランドの全林木の質を改良することであ

る。本協会の事業は，選挙により選出された会員および

スコットランドの主要林業団体の代表者によって柵成さ

れた委員会によって運営される。本協会は営利組織では

ないので，種子や苗木の取引は，もっぱら佃との会員に

よって行なわれ，協会はこれに関与しない。

運営委員会ば，協会の種苗保証制を運営する。この制

度にもとずき，適当と承なされる優良林分を選出して，

協会はこれを〃保証採種林〃に登録する。保証採種林か

らの種子および苗木は記録され，この種苗の購入者に

は，協会の保証票が渡される。

運営委員会はまた，海外の最良の種子生産源に関する

資料を蒐集し，これを報告して，採種園のような優良郡

子生産源の設定を促進し，林木育種あるいは種苗生産に

たずさわる人食に助言を与える。

本部所在地:25DriimsheughGardens,Edinbiirgh,3

会我：年1ギニー

第2節種子ならびに苗木の保証制

本協会の保証制は，スコットランドで選出された優良

採種林で採取した種子ならびに〃この種子から養成した

苗木にの拳適用する。

本節でば，種子および苗木生産過程の概略をのべ，そ

のよいやりかたをおすすめすると共に，保証制に必要な

事項を説明することとする。

I.種子の採集

A.優良採種林の選出と登録：

天然林あるいは人工林，採種園，母樹林などは，いず

れも，優良種苗を生産しうると承なされた場合は，協会

の蕊録をうけることができる。登録をうけるためにば，

吹のようなものでなければならぬ。普通施業林の場合

は，生長がよく，樹形のよいものが過半数を占めている

こと；採種園の場合は，樹形，生長ともにすぐれた優良

木からのツギキ苗で造成したものであること；母樹林の

場合は，はっきりわかった優良母樹の種子で造成したも

のであること。スコットランドでは，普通（施業）林が

おもな種子生産源である。協会は，これらの林をその採

種源としての価値に応じて，優良林，準優良林，中庸

林，不良林の4段階に区分している。優良林，準優良林

および中勝林の一部は，保証採種林として協会の登録を

うけられる。（各階級の定義は，後述の規定第16条に

のべられている）

採種林として選出する場合は，長期にわたって，すぐ・

れた生長とよい樹形を保ってきたことが分っている林分

が望ましい。した力きって，篭録採磁林の大部分は樹令が

高い。しかし，幼令林であっても，樹形,生長が優良で，

その親が優良とわかっている場合は，採種林として使用

することもある。

いかなる林分も，その所有者の承諾雷がなければ，登

録することはできない。登録採種林の所有者が，その採

種林からの種子や苗木について，協会の証明祷を使用し

たい場合は，保証制の定める事項にしたがう必要があ

る。保証制によれば，採種林の所有者は，自家採種を行

なうか，または，他の会員に採種させるかの方法をすす

めているが，決して強制ばしない。
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スコットランドにおける林木種子ならびに苗木の保証制
一

WesternHemloch(ツカ類),サイプレス類(Western

RedCedarを含む),モミ類の採種適期は一番短い。こ

れらの樹種は種子の飛散が速いので，球果が完全に成熟

しないうちに採取しなければならない。銀モミは，球果

が戦かくなって鱗片がゆるんでくれば,直ちに採取する。

WesternHemlochとWesternRedCedarは鰊緑色

の球果の色が変りはじめれば，直ちに採取しなければな

らない。トウヒ類，ダグヲスモミの採職適期は，上記の

ものほど短かくはないけれども，球果の色が変りはじめ

てから，あまり採種がおくれると，穂子が飛散しはじめ

て，種子の収量が少なくなる。マツ類，カラマツ類は種

子の飛散がおそいので，球果の採取がかなり長期にわた

っても，種子の損失は少ない。この樹種は，未熟球果で

は種子の抽出がむつかしいので，完熟するまで，つまり

球果が嬬色になる菫で採取を待つ方がよい。

カバ類では，ふつう枇がまず落下する。それで，樹の

下に落ちた枇をはきすててから，よい種子が落ちはじめ

るのを待って採取する。

第1表主要樹種の開花期と球果採取期

協会は申込象があった場合，施業林，採種園，母樹林

等を調査し分類するよう手配する。協会は，不良な種苗

を生産する採種林の登録を解除することができる。

B.採種林の取扱い

森林の種子の生産鐙および品質ほ，間伐によって改善

されるのが普通である。不良木を除去することによっ

て，残存木は母樹としての価値が高められ，クローネが

発達し，したがって種子の収量は多くなる。また，間伐

によって花粉の髄も多くなり，これに伴って種子のI鼎'質

も向上することが多い。

採種用林分の間伐，採種園や母樹林の枝打その他の取

扱いについては，事務局へ申込梁があれば，協会ほこれ

に助言する。採種林の所有者は，種子生産が改善される

ように林を管理することが望ましいが，保証制は，これ

を強制しない。

C.各採種林の明示

協会で登録した採種林は，本便覧に列記してある･こ

れらの採種林のどれからでも種子を採取したい場合は，

事務局へ依頼すれば，各採種林の詳細な「採種明細醤」

を送ってくれる。この「採種明細書」は種子を採取する

権利を興えるものではなく，採取するには誰の許可をう

ければよいかとか’その他採種者のやくに立つ事項を示

してある。

D.豊凶の算定

春から初夏へかけての開花量の調査から結実量が予想

できる。普通の樹菰の開花期は後述の表にのせてある。

普通の林木樹種は春開花して，その秋から冬にかけて

種子が成熟する。ただしマツ類は例外で，春から初夏へ
かけて開花するが，球果の成熟は翌年の秋から冬へかけ

てである。したがってマツ類は，18カ月前から種子の豊

凶の予想が可能で，それにしたがって採種の準備をとと

のえることができる。

E.球果採取の限度

毎年の秘孑の需要量が一定している場所では，毎年一

定鐙ずつ採取するよりは，豊作年に大量を採取する方が

よい。凶f解には種子の採取が困難で，経費がかかり，

種子の活力が小さいことが少なくない。種子の貯蔵経捜

は，種子採取経費よりも安くつく。

本格的な採種に着手する前に種子の品質を大ざっぱに

早く知るには，予備的に採取した種子を切断してふると

よい。枇が多い場合は，必要量を充すために採諏量を多

くす愚必要がある。

F、採種時期

正しい時期に球果を採取すれば，調製が容易で，秘子

の収趾も多くなる。

一
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スコットランドに請ける林木種子ならびに苗木の保証制

めぱよい。

江．種子の調製と精選

A.種子調製所の登録

会員が所有し，または管理している種子訓製所で，保

証種子が他の種子とまじる危険のないものは，協会で登

録してもらうことができる。登録調製所は，運営委員会

の指名する係員の査察をうける。

B.種子の調製

少遮の球果でも，特別の装置なしに調製することがで

きる。加温，通風装置をもった部屋や温室をつかって球

果を開かせ，種子は人手で精選する。種子調製の温度は

110｡F以下に保たねばならぬ。この温度をこえると発芽

率が低下する。ある種の種子，とくに欧洲モミは加温し

なくても簡単に抽出できるが，1カ月以上貯蔵するに

は，よく乾燥することを忘れてはならない。種子が球果

からはやく，簡単に出る種類では，種子をあたたかい乾

燥した空気中に24時間以上置いて乾燥させてから貯蔵

する。

スコッ1､ランドの古い種子調製所は，大部分が，炉と

煙道で加温し，球果を24～48時間乾燥して開かせる。

協会では，会員の希望に応じて，新しい電熱式などの

小型澗製所の建設の相談に応じる。

調製所は，火気には充分注意しなければならない。乾

燥した球果は非常にもえ易く，また，調製所の逮物に使

ってある木材も次第に乾燥してもえ易くなる。炉と煙道

は，鉄板やアスベスト板をつかって，球果や木材と隔離

第2表

トネリコの種子ほ，緑色の未熟種子を採取して，とり

まきにしてもよいし，褐色になってから，採取して，一

冬湿層処理をして播いてもよい。湿隠処理は穴の中に湿

った砂と共に入れ，ネズミ除けの網をかけておくのが一

番よい。苗畑では未熟種子のとりまきよりも，完熟種子

を湿圃処理した方が結果がよい。未熟でも完熟種子で

も，種子は母樹から直接とる方がよい。地面に落ちた種

子を集めるやりかたば実用的でない。

ハンノキ類，ブナ類では,種子が飛散しはじめる前に，

結実技を切りとって乾燥させ，種子をふるいおとす。

ニレ，スズカケば，種子の翅が褐色になれば，すぐに

採取する。

ふつうの樹種の採種期は第1表に示すとおりである。

G.採種法

大粒甑子の広葉樹たとえばナラ，ブナ等は，地面に落

ちた種子をひろう。準備としては，ただ地面を清掃して

小枝，枇種子，小石などの邪魔物を取除くとか，防水布

を拡げるかするだけである。

種子の小さいトネリコ，スズカケ，ニレ，ハンノキ，

カバ等では，面妾木から採種する。あまり木を傷めない

ように結実枝を採取することもできる。

大部分の針葉樹のように，木騒りが必要な場合には，

適当な木登り用具をつかわねばならない。木還り用具と

その使用法を書いたパンフレットを本協会から発行して

いるので，事務局に申しこめば入手できる。

H.種子の包装と輸送

球果はふつう2～3ブッシェルを丈夫な袋に入れて輸

送する。この方法では，しめった球果を入れないこと，

あまり長い間袋へ入れたままにしないように注意する。

未熟球果や湿った球果を長く袋へ入れて鮨くと，醗酵し

たり，カビが生えたりするので，輸送や調製霞で何日か

あるときは，球果を出してうすく拡げておくのがよい。

広葉樹の種子は包装が不完全だと，輸送中にすぐ駄目

になる。種子はよく乾燥して，輸送途中，手で扱うよう

な場合，たとえば鉄道輸送などでは，固型の容器に入れ

隙間には木毛，乾いた紙，乾いた鋸屑などをつある。

I.種子の荷札と送り状

種子の保証のために，輸送中は，保証種子が他の種子

とまじらないように，協会発行の特殊な赤札をつける。

また，種子の所有者が変るときは，協会の赤色証明書

を受取人に送付すると共に，その写しを協会の事務局へ

送付しなければならない。

J.種子の採取についての助言

種子の採取に関しては，どんなことでも協会の技師が

訪問して，色を助言する。必要なときは事務局へ申しこ
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今
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スコットランドにおける林木種子ならびに苗木の保証制

燥貯蔵して，まきつけ前に3～4週間湿層処理をしても

よい。乾燥貯蔵をするには，まず拡げて，完全に乾燥し

てから袋に入れ，低温で乾燥した空気の流通のよい場所

につり下げる。

トネリコ類：

休眠種子を乾燥して，’8カ月間貯蔵するか，あるいは

12カ月間乾燥貯蔵して，まきつけ前の6カ月湿層処理を

する。

ハンノキ，カバ頻：

ふつう冬期間しか貯職できない。ただし，カバ類臓，

容器を密封して低温で乾燥した場所におけば，1カ年の

貯職も可能である。まきつけ前，3～4週間湿層処理を

することもある。

ニレ類：

貯蔵がむつかしいので，とりまきがよい。

（トネリコ，スズカケ，カエデ等の貯蔵漣ついての詳細

は，林業委員会パンフレット33号を参照のこと｡）

C.湿層処理

樹種によっては，穴や箱に湿った砂と共挺種子を埋蔵

することによって発芽がよくなる。処理中はネズミの害

に注意をしなければならない。

まきつけ前に湿層処理を要する樹種，処理期間を次表

に示す。

すべきである。

C.調製による種子の収量

どんな樹種でも，球果1ブッシェル当りの種子収量は

かなり変化がある｡第2表は,新しく採取した球果1ブッ

シェル当りの糒選種子の平均収量を示したものである。

Ⅲ、種子の貯蔵と検査

A、針葉樹種子の貯蔵

針葉樹種子は，貯蔵室が低温で乾燥しておれば大低，

2カ年間は充分貯蔵できる。（乾燥した地下室が適当で

ある｡）種子は調製を終れば，なるべく早く容器に入れ

なければならない。秘子を空気中にさらしておくと，す

ぐ'湿気を吸収する。容器は気密にして，不透明なものが

よい。ブリキ缶で，口をネジ蓋にして気密の坐金をつけ

れば，容器としては非常によい。

貯蔵用種子には発芽率のよいもの(大低の樹種で50％

以上）をつかうことが望ましい。

理想的な条件では，針葉樹の種子（欧洲モミを除く）

は，4年間以上貯蔵しても，大した発芽低下は起らない。

理想的条件は，冷蔵庫をつかわねばできないが，次のよ

うなものである。

イ）温度は36｡Fで一定。

ロ）不透明で密封した容器に入れる。

ハ）種子は乾燥する。即わち，水分含量が重量で8～

12％とする。

会員が所有し，または管理している貯蔵所は，協会で

登録することができる。保証条項には，貯蔵中に，種子

が他の種子とまじってしまわない.こと，9カ月間の貯蔵

で，発芽率が異常に低下しないことがきめられている。

協会は，測子の貯蔵に関して，どんなことでも，会員

の希望があれば，喜んで相談に応ずる。

B.広葉樹種子の貯蔵

広葉樹類の種子は，大低数カ月以上の貯蔵ができない

ので，秋，採砿後，すぐにまきつけるか，翌春まくのが

一番よい。各樹趣ごとの貯蔵方法は，大体次のとおりで

ある。

ナラ類，ブナ類：

貯蔵前に種子を精選し乾燥する。コンクリート,土間，

石だた象の床（木の床は不適）に，10インチ以下の厚

さに拡げる。1週間ごとに撹枠して，下層まで乾燥すれ

ば，それ以後は1カ月に1回でよい。低温で，空気の流

通のよい室でなければならない。貯蔵期間は短いほどよ

いが，長くても採秘の翌春までである。生長期間の貯蔵

では，発芽力が激減する。（詳細は林業委員会パンフレ

ット第28号参照）

スズカケ，カエデ類：

採取直後から稲狐するときまで埋蔵してもよいし，乾

一

や
甜
吻樹種｜処理期間｜傭 考

ｺﾝﾄﾙﾀﾏﾂ‘遮間驚蕊麗溝醗鶏鳥

総,露悪：：‘｜“のかわりに秋轄を行
グﾗﾝドモミ‘〃Iうこともある。
ノープルモミ6〃

トネリコ6～18カ月

スズカケ6カ月以下

白

一

D.種子の検査

種子検査の法規については後述する。

種子の検査にほ，ふつう3～4週間を要するが，サン

プルについて，発芽試験器で発芽率をもしらべる。最終

鑑定書には発芽率，純良率，おもな不純物などが記載さ

れる。発芽鑑定が全部終らないうちでも，暫定鑑定書を

もらうことができる。

暫定鑑定餅は，播種獄の計算には役に立つが，公式の

効力朧なく，諏子の販売には最終鑑定書が必要である。

E.保証種子の票札と送り状

保祇条項には，締選種子の輸送には協会の票札をつけ

ること，荷受人に肱協会の茨色証明書をおくり，その写

しを協会の班務局へ送ることなどがきめられている。

輸送中の損害をふせぐには，包装に注意すること。固

型容器がもっともよい。

－50－
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青森局経営部長

秋田局事業部長吉村清英

林野庁業務課長大野文夫

東京局経営部長松下久米男
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青森局経営部長福森友久
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高知局経営部長片山佐叉
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三次糟長桐山忠男

名古屋局庶務課近藤鉱一
櫛田藩長若林幸助

名古屋局経理課山根春英
札幌局朧査官畑江道俊
函館局監査官大迫寿男
新発田署長深江喜久勇
高知局監査課長加藤禎一
旭川局造林課長牛山六郎
気田署長森正作

高知局臆査官西田保
長野局作業課長越中貞蔵

名古屋局利用課長石黒長之
羽幌署長熊谷猛哉

丸瀬布畷長吉田実

夕張署長徽平五郎
余市署長伊藤春三

札幌局職員課北上秀男
黒松内署長藍原義邦
森署長原興吉
猪苗代署長永田永久
静岡署長桑島春太郎

白河署長神田弘

旭山署長高垣佐藤
高岡署長清松孚

東京局朧査課長沢田博
定山渓署長漆戸啓
東京局職員課長柴本正三

高知局職員課長難波博
大阪局朧査官浦井春雄
函館局職員課長長嶋栄吾

〃帯広局利用課長

〃秋田局〃

〃前橘局〃

〃名古屋局〃

〃高知局〃

〃熊本局〃

〃長野局土木課長

〃一ノ橘署長

〃天塩務長

〃幾寅署長

〃羽幌署長

〃白滝署長

〃丸瀬布署長

〃清里鵯長

〃津別署長

〃定山渓甥長

〃苫小牧署長
〃上芦別署長

〃厚賀署侭

〃夕張署長

〃余市署長

〃黒松内署長

〃森署長

〃青森署長

〃弘前署長

〃石巻署優

〃鯵ヶ沢智艮

〃|句町署長

〃米沢署長

〃角館署長

〃新発田署長

〃浪江署長

〃水上署長

〃白河署長

〃喜多方署長

〃郡山署長

命淵苗代署長

〃村松署長

〃高田磐長

〃静岡署長

〃気田署長

〃河津署長

〃飯田署長

〃松本署長

〃臼田署長
〃野尻署長

〃大町署良

〃長野署長

〃上田署長

〃三殿署長

〃久を野署長

〃岡崎署長

〃荘川署長

〃山口署長

〃姫路署艮
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林業講習所教務課本多信夫

前橋局利用課長下平仁

〃職員課長井草俊一

名古屋局職員課長浅井兼山

奈半利贈長波辺洋二

高知局利用課長広川義憲

久/々野署蕊中島崇介

天塩署長橋爪藤蔵

北見局監査官佐藤義文
一ノ橋署長石川好已

札幌局監査官有坂菊男

幾寅署長渡辺義雄

清里署長古田正一

北見局監査官水田輝弥

北見局作業課江川守男
苫小牧署長簡桑東作
←上芦別署長金田一

厚蛮署長佐藤信男
札幌局監査官小松道雄

札幌局治山課橋本正夫
旭川局監査官大窪文利

函館局監査官杉山耕作
八雲署経営課長松吉鋼三
弘前署長佐藤彦治
石巻署長古川純一

旭川局朧燕官北浦静輔
白滝署長佐な木承夫
秋田局利用腺小熊寛

角館署長石黒進

早口署事業課長山本敏夫
浪江署長二戸為雄

飯田署長渡辺敦太

富岡署事業課長佐川術

喜多方署長千村統一

郡山署長川又貞夫

青森署長三浦三左衛門
水上署庶務課長佐野修司

林野庁計画課宮岡文雄
前橋局人事課中野朝一

熊本局造林課長石井五六
長野局職員課長犬飼信夫
長野局計画課佐凌木苞樹

水上署長本郷卓爾
臼田署長大内潤三

村松署長武藤裕宜

河津署長佐藤恂一

東京局造林課佐藤鎮夫

上田署長中尾栞

名古屋局作業課山田彦美

長野局朧査諜飯島一和

長野局人事課長大西銀右衛門
名古屋局人事課長山北準一
岡崎署長遠藤隆

福岡署長桑原忠
松江署長検山博一



林野庁人事

〃松江署長山口署長小林光雄
〃亀山署長日原署長池沢宗一
〃日原署長大阪局作業課小野武男

〃三次署長大阪局佐倉木敏男

〃奈半利署長高知局潜水署長川村正雄
〃満水署長林野庁森林組合課田添信一

〃熊本局高崎署長多良木署長丸山男

〃多良木署長下屋久署長山口昇

〃下屋久署長熊本局職員課宮本隆太
〃高岡署長対馬署長古賀大資
〃対馬署長大分署経営課長宮崎博憲

〃福岡署長姫路署長後藤武夫
〃菊池署長熊本局利用課三島茂

〃林試木曾分場長松本署長梅原陣
〃林識東北支場山形分場長

林試釜淵分場長野原勇太

〃林試関西支場長林試京都支場長西村太郎
〃林試関西支場岡山分場長

林試高嶋分場長玉木廉士
〃林試L州支場宮崎分場長

林試宮崎分場長松尾安次

〃関東林木育種場庶務課長東京局務庶課勝永茂雄

〃林野庁調査課勤務福岡県治山課長楠正二
〃林野庁造林保護課勤務青森鼎林務課長松杉祐尭
〃林野庁業務課勤務津別署長須藤徹男
〃林野庁研究普及課勤務

農林水産技術会議福田省一

〃林野庁監査課勤務長野局総務部長遠山重明

〃前橋局経理課勤務前橋局経理課長矢嶋虎男

〃東京局造林課勤務大町籍長日下部秋義
〃東京局管内在勤

関東林木育秘場庶務課長菊地義雄
〃長野局監査課勤務野尻署長宮下茂夫
〃〃造林課勤務炎野署長手塚義久

〃名古屋局作業課勤務米沢署長菱田敬三

〃林業講習所教務課勤務鯵ヶ沢署長岩見溝
依頼退官

旭川局長斉藤基夫

青森局長森川幸一
帯広局総務部長佐野健

前橘局辨業部長阿部義擬

名古屋局醜業部長鳥居亮一

〃庶務課長山下光二

札幌局職員課長党藤一作

長野局土木課長木村達郎

向町署長佐藤久七

熊本局高崎署長萩原三雄

（岡山林業試験場へ）菊地署長伊藤雛
帯広局利用課長加藤太郎

（青森県林務課長へ）

林野庁調査課孕石正久

三一

寺
盈
ロ容としては，（イ）流域保全，（惇）造林事業の推進，

(咳､)林道開発の促進，（二）林産物の流通改善，（ホ)林

業技術の向上，（へ）林業労働力の確保をとりあげ，さ

らに前各号の外林業経営の改善に関する事項，山村振興

対紫の実施に関する事項等を協縦し，その実行を推進す

ることを目的としているが，昨年度の主要議題としては

森林組合振興対策の推進が多数の県でとりあげられてお

り，その内容は，(1)森林組合の合9雛進，②林産，

販売事業の推進，(3)施薬受託事業，（分収造林）の推

進，(4)国有林材，（主，間伐材，官行造林）の払下げ，

(5)国有林，民有林関連林遁の開設，(6)山村振興対策関

係等となっている。

3．協議会運営に対する要望

協議会の運営については，いろいろ意見があり，その

主なものをあげれば，（1）協議会の所属と権限が明確で

なく，性格があいまいである。(2)運営負担金について

は県の予算化の困難性から国叩補助を行うこと。

以上の点の(1)についてば，協議会が県，営林局署，

団体のいづれにも所属しないことが，自主的な運営ない

し三者の協調のためよい面があるのではないか。値)に

ついては，国庫補助の要望が強いが，会の性格とも関連

してその実現は困難である。
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林業経営協議会の運営について

1．協議会の開催

当初の方針は，4～6回を原則とされているが最低で

2回，職高では37回（専門部会，地区部会含む）で総

体的には3～4回の開催が絶対多数を示している。協議

会の運営に当っては，問題が具体的専門的となりただち

に委員会に付議することは審蟻を形式化する恐れがある

ので，協議会に幹事，専門委員あるいは専門部会，地区

部会等を設けて，予め問題点等の整理を行ない，さらに

具体的な問題については極力現地に出向いて，現地検討

会を開催する事が望まれている。

2．協議会の議題

この協溌会の議題としては，民有林の森林区施業計画

および国有林の経営計画案の実施に関する事項でその内
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昭和34年度国有林野産物の

販売計画について

去る6月18日付で全阿の各営林局長あてに通達され

た本年度の販売方針と，本年度の国有林野産物の販売計
画の概要はおよそ次の通りである。

1．販売方針

国有林野産物販売ば，林産物の供給を通じて国家経済
の発展に寄与すると同時に国有林野経営_上の企業活動を

有利にすることが必要であり，本年度は次のような方針
をたてこれを推進するよう指示している。

（1）販売方法別数数比率

林産物の販売にあたってはその時その場所に応じて最
も適切なる方法が採用せられるべきであって，この計画

の数鐙，比率に拘泥してかえって販売の適正を失するこ

とのないよう指示し，特に随意契約及び指名競争入札に
よる販売数鐙についてば菰盈の資料をさんしやくの上最
少限度に止めるようにしてい為。

売払方法別販売計画並びにその比率はおよそ次のよう
に定めている。

随意契約

’’7,58ア‘‘,963134，550計

②指名競争及び随意契約による販売
最近国会において随意契約を中心にする質問がしばし

ば提出され，また一般の関心も高まっているので公正妥
当な連用が必要である。このため配材基準については単
に過去の実鎖のみによることなく統一的な方法を検討し
これを推進するようにしている。

（8）ブナ材の販売及び低質材の処理

これば拡大造林の推進上最も問題を提起するものであ
るが昨年とちがい本年度は相当低質材の用途もひらけて
需要が多くなる承とおしもあるので販売についても有利
な展開が期待される。しかし需要動向を十分に把握しな
いとすぐしわよせのくる部門であるから，常に細心の注
意が必要で，需要者の意向を十分とり入れて利用面の開
拓をすすめるとともに一見需要があるように象えて底が
浅い不安定なものだけに，ある程度長期的な安定対策に
意をもちいる方針である。

なお，低質材の処理については概数契約等によって利
用しやすい方針を考慮するよう指示している。
（4）その他（イ）委託販売
従来の市場出品を抜本的に検討し，委託販売制度を確
立して出来れば本年度より一部実施に移す計画である。
（再）市況調査，基準価格決定
これらの適正を期し正しい販売のあり方を進める。
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急慰這fl(撫裳
公入札’4鰯
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製品素材
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子
の
集
積
で
木
材
需
給
量
を
推
定
し
て
も
、
時
に
は
眉
つ

ぱ
も
の
の
面
も
生
じ
て
く
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
ま
た
か
よ
う
な
全
く
の
腰
だ
め
の
需
給
は

木
材
価
格
釣
上
げ
の
口
実
を
与
え
る
以
外
余
り
効
果
は
な
く
、
か
え
っ
て
林
業
内
容
の
貧

弱
さ
を
外
面
に
露
呈
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
も
の
で
あ
る
。

木
材
需
要
は
今
後
そ
の
用
途
に
よ
り
相
当
細
分
さ
れ
て
、
し
か
も
そ
の
細
分
さ
れ
た
用

途
別
の
需
給
見
透
し
の
必
要
性
が
増
大
し
て
来
て
い
る
。
従
っ
て
今
後
は
川
途
別
の
生
産

磯
輸
出
入
餓
等
を
織
込
ん
だ
木
材
需
給
表
で
な
け
れ
ば
そ
の
意
轆
は
少
な
い
も
の
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
方
向
に
転
換
し
な
い
限
り
植
林
や
、
木
材
流
通
機
榊
整
備
等
の
方

向
も
発
見
し
難
い
で
あ
ろ
う
し
、
林
業
全
体
の
施
簸
に
も
安
定
し
た
対
策
が
樹
立
出
来
な

い
の
で
朧
な
か
ろ
う
か
。
木
材
需
給
に
対
す
る
関
係
者
の
一
考
を
期
待
し
た
い
。（
霧
笛
）

心

砂
上
の
楼
閣
の
よ
う
な
も
の

一
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第13回通常総会

6月11日(木)午後1時から本会の会議室において山崎

林野庁長官の臨席を得て会員約55名出席して開催した。

松川理事長挨拶の後，岩手大学支部長武田進平氏を議

長に選出，第1号議案以下各議案を審議決定した。終っ

て別項のごとく第5回林業技術コンテストの幕査発表と

表彰を行ない，山崎長官の祝辞があって午後3時閉会し

た。

なお引続いて次の通り識恢と映画の会を開催，午後5

時頃散会した。

琴Vザ

凶．

蕊
！寺

鋤
魍
闘

一

講 演 野鼠防除の一考察

第5回林業技術コンテスト股樹位入賞

札I幌営林局支部田中正二氏

「水辺の鳥」「野鳥の生態」映画

守
車
写
０
６
曲
●

’一一－'一~‐'･‐｡ー一一つむ一一ーー一-一 一一や●ロロ凸一画一一一一一一一-一一一~一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一÷一一÷‐ー＝●ー一●~■｡一一一一壱－一一■ー－●■■卓つ画一一一一一缶一・■I■申つ一ﾛ■｡●

第 13回通常総 決議公会
生
画

昭和34年6月11日開催の本会第13回通常総会において次の通り議決されましたので公告します。
昭和34年6月11日

社団法人日本林業技術協会

理事長松川恭佐

会員各位

記

第1号議案昭和33年度業務報告並に収支決算報告の件

報告の原案通り承認可決（別記）

第2号議案昭和34年度事業方針並に収支予算の件

原案通り可決（別記）

鋪3号議案昭和34年度借入金の限度に関する件

借入金の限度を金600万円とすることを議決

一一一一マローー4■一一一一一一一●一一一一句●一口今一一｡一｡一－－－■｡｡－｡一令子一一全一一●－－－F一一今●一一つ一一一一一一-一一一一___ﾆー ｰー ｰー 告ー一一一一-一一一一一一｡･･●p－－－－pF･合舎亡由｡

一
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昭和34年度事業方針案
昭和34年度事業は特に次の各項に重点をおいて実施
する。

1．林業百科事典の編集を完了し，成るべく年度内に
発刊する。

2．林業技術に関する図瞥及び資料は,･出版企格委員
会の策案に基づいて計画的に且つ積極的に行なう。
3．林業技術コンテスト，林業写真コンクール，講演
会等の各種技術振興事業を一層充実して成果を挙げ
るよう実施する。

4．受託調査事業の拡大増加を図る。

5．測量指導部においては，一般の航空写真事業の累
増に伴って，それに則応しうるよう態制を整えると
共に，一層技術的な研究を進め指導の実を挙げ為よ
う努力する。

6．昭和36年には本会創立40周年を迎えるので，そ
の記念事業を立案計画し必要に応じて準備事業を行
な う。以上

昭和33年度決算報告

L損益計算書皇繍蕊絹蝸

’
徳 金損 金

科目｜金額｜科日金額

門
4，888，851

22，500

50,096,390

99,914

358，600

517，626

914,250

円
171

090'!

会我改

財産収

靭業収

利子収

広告料収

雑収

期末棚卸

入
入
入
入
入
入
高

加前棚卸高

人件費

運営饗

還元費

振興費

事業費

支払利息

貸倒金

減価償却費

当期剰余金

勺
■
■
〃

９
９
１
８

〈
Ｕ
○
ず

■
毎
７

１
７

4，089，554

3，632

241

38，148

12

8

970

706

,466

，257

，292

，495

，650

，874

，282Ｉ
一
《

156,898,131||計|,6,898｡'31計
昭和34年度予算

2．貸借対照表昭和34年3月31日 1．経常部
一
方

一
階 礎方（負債の部） 出支収 入

科目 |金繊 §金綴||"FE科 目
科[1

金額

’
円

5,982,631

4,420,875

500,000

9,129,463

851,300

22，937

479，160

706，282

土地建物

什器備品

記念造林

有価証券

棚卸品

売掛金

未収入金

前払幾用

仮払金

未経過保険料

現金預金

円|’ 円
8,841,625

2,897,000

488,000

4,380,000

円
5,219,000人

25,000運

側．
,3,26,,0001"

基本財産

前期繰越金

借入金

未払金

支払手形

予約金

仮受金

当期剰余金

5，錘6，28

12，624，78390．28

費
費
費
費

件
営
産
元

会我収入

財産収入

聯業収入

出版図書収入

物員販売収入

斡旋事業収入

受托事業収入

検訂料収入

航測監督収入

撮影事業収入

図化作業収入

写真複製収入

小計

其の他収入

９
轡
１
４

255，000

914,250

673，458

6，996，454

510，

550，

2，000ォ

800,

4,500,

18，000，

10,450,

8，450，

58,521,

460，

P

：
1,386,80

453,00

1
21，16

3，001，18_二

－

22，092，64822,092,"811計’計

3．財産目録昭和34年3月1日

資産合計22,092,648円
借入金500,000円

要鰐＃，'磯繩
予約金22,837円
仮受金479,160円
小計10,982,860円

差引正味資産11,109,788円
4．当期剰余金処分案

1．前期繰越金4,420,875円
1．当期剰余金706,282門
計5,127,157円

これを次のごとく処分する。

1．後期繰越金5,127,157円
上記の通り決算報告します。

昭和34年6月11日

社団法人日本林業技術協会
理事長松川恭

｜|膨備金

計|",225,0OOi合計

295,875

’
－

合 64,225,000

2．臨時部

入 支

’71金額

出

金緬｜科目｜金額
門

2,482,温'百科事典編集費2,482,000
3,900,000土地購入費3,.00,000

‘,382,..｡|｜計|6,382,000

目
金
’

借入

〃

計
佐
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第5回林業技術コンテスト

本会主催の第5回林業技術コンテメトは縫林省の後援を得て6月9日午前9時から東京営林局会議室において開催
した。参加者は各営局から選ばれた担当区主任，苗畑事業所主任，並びに各府県の林業改良指導員等16名であって，
それぞれ日頃の業務の傍ら研究した林業技術の体験や研究を発表して競われたが，10名の審査員によって次の通り入
選者を決定し，11日本会総会の席上において賞状賞品及び林業日本新側社寄贈の記念品が授与された。

賞

林野庁長官賞

日本林業技術協会賞

〃

〃

〃

発 表 テ －マ 氏名 所属

’

野鼠防除の一考察（竹筒式散置器の考案）田中正二札幌営林局浦河営林署

シラベ帯（八ケ岳）における樹高巾帯状皆伐と上条武長野営林局臼田営林署更新について

笠間地方におけるアカマツの生態について山本仙東京営林局東京営林署

苗畑土壌改良とオガクズ堆肥施用の結果について大滝勇大阪営林局岡山営林署

スギの密植について松本善清奈良県林業改良指導員
吐一 一 一

畳の要旨は一括して林業技術10月号に特集として褐戦する予定である。なお聯査の講評及び発表の要旨は一括して林業技術

学術会議の会員選挙について

本秋行なわれる予定の第5期日本学術会議会員選挙に

当り，林学から送る第6部会員の候補者を，日本林学会

と日本林業技術協会の両会団が共同で推薦することとな

り，その選考委員会を去る7月8日，日林協において開

催した。委員会は両会団の中央，地方の代表者21名が

参集し松川委員長の司会によって行なわれたが，次の通

り推薦候補者を決定した。

全国区候補者

島田錦蔵氏日本林学会長

斉藤美鴬氏林業試験場長

三島慾氏北海道大学教授

大政正隆氏東京大学教授

梶田茂氏京都大学教授

佐藤敬二氏九州大学教授

地方区候補者

今回は地方区には公認候補者を出さない。ただし北海

道地区においては北大教授犬飼哲夫氏（林学会食員）を

支部において揖篇する。

有権者への御注意

住所を移転された方は必ず中央選挙管理委員会宛に異
動届を出Lて下さい。

学術会議の前期有権者であった方は，今期も引続いて

有権者となる訳でありますが，今回は登録カードの提出

が省略されたために，転任等によって前回の住所から異

動された方が相当多数あるように見受けられます。もし

そのままにしておくと，投票用紙がお手許に届かなかっ

たり，届いても投票期日に間に合わなかったりするよう

な場合が生じる恐れが多分にありますので，至急中央選

挙管理委員会宛に異動届を提出して下さいc

（異動届の様式憾本誌3月号(205号）に記載されて

います）

会務報告
～~ー～一～、、ー

◇第4回編集委員会

6月29日午後3時から開催した。
場所本会

出席者秋山，猪瀬，梅田，繁沢，松原，橋本，倉沢
の各委員，本会より松原，八木沢

◇第2回常務理事会
7月7日午後4時から本会において開催。
出席者孕石，大久保，池田，橘本各常務理事及び松
川理事長，松原専務，計6名

◇孕石常務理事栄転

多年常務理事として本会のために御協力頂いた林野庁
調査課の孕石正久氏は7月1日付を以て青森県林務課長
に栄転され，8日上野発赴任された。

編集室から

○新らしい編集委員会においてまず取り上げられた問題
は，本誌の性格である。林業の「技術」に撤すべきか？
○今までにも度をこの柵で書いた巽うに，会員の（読者
の）の暦が非常に厚いということ，そして林業の現場第
一線でも活躍されている方盈には，林業に関する広い知
識を吸収するための手段として本誌が非常に商く利用さ
れているということ，等から鑑みて，誌名は「林業技
術」であるが，内容は「林業技術協会誌」であることが
望ましい。という結論である。○一部の批判はあるかも
知れないが，本誌はあく蓑でも会員の磯関紙であること
に御諒承を頂きたい。（松原記）

昭和34年7月10日発行

林業技術第209号

編集発行人松原茂

印刷所合同印刷株式会社
＝一一二一一

発行所社団法人日本林業技術協会
東京都千代田区六番町七番地
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第7回林業写真コンクール作品募集

i募集写真の区分

第'部一枚写真普通一般に行なわれている享真ｺﾝｸーﾙと同様に一枚の単独写真とする。
第2部組写真とりあげた題材を何枚かの写真を一組にして表現するもの。例えばある技術をその推

移に従って撮影して組合せるものなど。ただし，1組20枚以内とする。

跡苗木の育て方,木材力汕から町へ，まっけむしの生態。
第3部自作スライド駒スライド，ストリップスライドを問わない。ただし，30～50駒程度とし，説明台本

を一通添付のことg
Z写真の題材（第1部｡第2部｡第3部共通）
森林童た朧林業＃あるい帳その生産物,森林風景等を主題としたも′の
（1）森林の生態輪目,森林動植物等森林生態並びに森林被害に関するもの
（2）林業技術育苗，造林，保育，伐採，鐙出，製材，製炭，木材工業，特殊林産，林道治山等，林

業技締林業敦良普及に関するもの
（3）鍵山村の実態‘盤山村の現状,生活，風俗風景，その他艇山村全般に関するもの

3賞

第'部特選］名農林大臣愛賞金10,000円(副賞ﾃ'ﾗﾌｲﾙﾑ賞麓杯)}(車繍中）一席3名林野庁長官蛍〃’5,加0円（〃
‘二席5名林業技術協会笈〃3,000円（副賞サクラブィルム賞徴品〕
三席10名鍵会2,000円（．〃）

．,蕊箪驚嬉鰄催藍篝琴柵:”…診…蝿}…
佳作20名

．二席1名全国林業改良普及協会蛍〃5,009円（副賞サクラフィルム賞徴品）
三 席5名〃‘．）

謡翻匿濤瀧蟹艤甕電蟇拳灘黙辮,ﾗｼ“跡)}(鮒〕
言震嬉全鬮泳難欧良普及協蝋･〃」0,000'門(副浄ｸﾗﾌｲﾙﾑ賞賞晶）〃5,000円（〃）

備考（1）各部で1人2点以上入選の場合はその作品に席位をつけるが授鐵ま最高位1点の承とする。
（2）各席に適当ゴｰる作品がないときは空席とするときがある。

‘応募規定

（”応募資格応募者は職業写真家でないこと。
（2）応募作品応募作品は刊行物または全国的な写真コンクールに未発表のものに限る。
（3）応募点数制限』しない。
“）使用材料サクラ製品を使用のこと。
（5）写真の大きき鱒1部四つ切。第2部キャビネ判。第3部35ミリ。
（6）記載事項第1部および第2部は作品の裏面に一枚毎に,第3部はその台本に次の事項を記載する

こと。

（イ）第1部，第2部，第3部別，および題材の題別（森林生態，林業技術，災山村実態別）
(ﾛ)題名満よび写真の内容についての簡単な説明
（ハ）撮影年月日，

●

（二）撮影場所
（ホ）使用機および撮影データー
（へ）応募者の住所,職業，氏名

鯛葦鳧締覺‘蕊皐鮎鰯三会堂肉｢全国赫業改良普及協会｣宛とし,封筒の菱紙に朧
「コンクール写真』と朱書のこと。

（8）作品の帰属応募作品は第1部・第2部については返却しない，第3部については入選作以外は返却
する，まだその発表；出版等の権利は主催者に帰属するものとする。ただし自作スライ
ドについてほ一般公開用スライドの原作として採用の場合は御連絡の上適当な謝礼金を●Q

贈呈する。

5審・査員（順不同敬称砿）

鶏鵯識鱸灘譲伊藤満三山岳写真家塚本閤治八原昌元
林野庁林政部林政課長丸山文雄
日本林業技術協会専溺理事松原茂全国林業改良普及協会専謹理事原忠平‘

6入選発表「林業新知識」r林業技術」昭和35年4月号紙上で発表する。

フ作品の発表「林業新知識｣「林業技術」等で随時発表し，また適当な機会に展覧会を行う。

主催社団法人日本林業技術協会・全国林業改頁普及協会色

後援豊林省．（申請中）・林野庁白
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最新刊

⑤吉田好彰監修280頁価350円

木場の歴史 月号8月1日発売（B5）(月刊）8

東京木材業の発端から，旧幕時代にお
ける業態の推移を解説した唯一の書.／

林業・木材関連産業のことなら何てもわかる

1部100円･前払半年W0円･1年1,0師円(〒共）

既刊 ①辞典

林業新語500
②安倍慎著

百万人の木材化学
③池田真次郎著

森林と野鳥の生態
④山崎巌一箸

世界林業経済地理
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近刊

⑥佐藤武

森林と

⑦宮原省

二、ソボン

夫著価350円

水の理論

久著価350円

の製材工場

東京都千代田区大手町2の4新大手町ピル

振替東京180464電話東京(211)2671～4森林資源総合対策協議会
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あらゆる木寄築材と土測

してくれるスマプクウイ

99型チエンソーと同一エ

ので，安心して確実なH1

如何なる奥山でも二名で

剛出来ます．

＝ﾝジン|総菰量
99"|36kgj

甥作鶉二筋異的k鋤を

インチは．マッカラー

エンヂンを使jilしきす

作業が，総ナられます

で迅速容易に磁入，鯵

（
毎
月
一
向
十
日
発
行
）

’9

社・日本総代理店

『宮商行，
7束七丁同十一爵地
芯（2）5111稀【代爽
諾通一丁目宍瀞也北海ピル
Mj28)2136番（代表）

マッカラー社

A蕊新
木祉小樽市稲蕊町

電

支店東京都中央区日本橘力
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重版好評発売中11‘-．

森林防災工学鋸8d-3::
農学博士飯塚肇著
森林資源をいかにして災害から守り，荒廃山地を森林
に復元して治山・治水の実りをあげるか？本書は治山
海岸砂防・気象災害の3編に分けて，この問題に具体
的な解答を与えたものです。理論だけに走らず，実務
的な応用面の問題,とくに技術に力を入れて具体的に
詳述して』おり，治山・造林．林業経営の実務に関係あ
る技術者や同方面に進まれる学生の必読醤としておす
すめし童す。〔日本図書館協会選定図書〕

ｂ
凸
忽
旬
汀
心
ロ

第
二
○
九
号

（
與
林
こ
だ
ま
數
題
第
三
六
号
）
定
価
六
十
円

〔ポケット判クロース装168頁200円〒16〕

好評，忽ち重版!！

丸太製材材積表鍵駒卜判阜'§：
木材技術研究会編好評30版発売中
本書は，凡ゆる用材の1本（1枚）当りの石数を新農
林規格によって計算した表で，後半に収録した諸表と
相まって，木材関係の材積計算が完壁にできます。

1．針葉嵩，広葉樹の全般を含み，ある幹材

の石と立方メートルが一見して分る。

★2．立方メートルと石又はその逆の詳細な換
算表になる。

特3．個々の胸高直径に対応する円周をつけて
あるから．円周から直ちに胸高直径と材
積が分る。

色4．巻末には,両方の単位系に使える水平距
離算出表，三角函数表．円面積表，直径

★
表などをつけてある。

5．最上の用紙，鮮明な活字，携帯に至便な

ポケット判。

素材石数早見表懲罰ﾄ判阜'淵
木材技術研究会編好評7版発売中

改正艇林規格による素材の各材種（径及び長）の1～
100本に対する石数を一見して分るようにしたもの。
径3寸～3尺．長6尺～35尺までを改正規格どおりに
区分してあります。

Ｆ
店

森 北出版
東京・神田・小川町3の10
振替口座東京34757番
瞳〈29）2616．4510．3068
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